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平成30年３月７日（水曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第55号 平成29年度宮崎県一般会計補正

予算（第６号）

○議案第56号 平成29年度宮崎県開発事業特別

（ ）資金特別会計補正予算 第１号

○議案第57号 平成29年度宮崎県公債管理特別

会計補正予算（第１号）

○議案第70号 県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例

○議案第71号 宮崎県税条例及び宮崎県産業廃

棄物税条例の一部を改正する条

例

○議案第72号 職員の退職手当に関する条例等

の一部を改正する条例

○議案第83号 退職手当支給制限処分に係る審

査請求に対する裁決について

○その他報告事項

・平成27年度宮崎県県民経済計算について

・日豊本線高速化調査の結果について

（ ） （ ）・国土利用計画 宮崎県計画 －第五次－ 案

の概要について

・記紀編さん記念事業の取組状況について

・宮崎県庁における「働き方改革」の取組につ

いて

・霧島山における火山防災対策の推進について

・新燃岳の噴火活動に伴う被災及び対応状況に

ついて

出席委員（７人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 野 一 則

委 員 松 村 悟 郎

委 員 河 野 哲 也

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（１名）

委 員 原 正 三

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

県参事兼総合政策部次長
井 手 義 哉

（政策推進担当）

総合政策部次長
鶴 田 安 彦

（県民生活担当）

松 浦 直 康部参事兼総合政策課長

秘 書 広 報 課 長 横 山 浩 文

広 報 戦 略 室 長 吉 村 達 也

統 計 調 査 課 長 和 田 括 伸

総 合 交 通 課 長 小 倉 佳 彦

奥 浩 一中山間･地域政策課長

産 業 政 策 課 長 重黒木 清

生 活 ・ 協 働 ・
弓 削 博 嗣

男 女 参 画 課 長

最上川 周 一交通･地域安全対策監

川 口 泰 夫みやざき文化振興課長

記紀編さん記念事業
米 良 勝 也

推 進 室 長

人権同和対策課長 工 藤 康 成

情 報 政 策 課 長 蕪 美知保

総務部

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危機管理統括監 田 中 保 通

総 務 部 次 長
渡 邊 浩 司

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
武 田 宗 仁

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
藪 田 亨

兼危機管理課長

平成30年３月７日(水)
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総 務 課 長 丸 田 勉

宮 里 雄 一防災拠点庁舎整備室長

部参事兼人事課長 吉 村 久 人

行 政 経 営 課 長 日 高 幹 夫

財 政 課 長 川 畑 充 代

税 務 課 長 棧 亮 介

市 町 村 課 長 横 山 幸 子

大田原 節 郎総務事務センター課長

消 防 保 安 課 長 福 栄 芳 政

会計管理局

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

会計管理局次長 中 原 順 一

局参事兼会計課長 青 山 新 吾

物品管理調達課長 佐 藤 領 子

人事委員会事務局

事 務 局 長 原 田 幸 二

総 務 課 長 佐 野 由 藏

職 員 課 長 原 拓 実

監査事務局

事 務 局 長 奥 野 信 利

監 査 第 一 課 長 門 内 隆 志

監 査 第 二 課 長 福 嶋 正 一

議会事務局

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

総 務 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 谷 口 浩太郎

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 原 田 一 徳

総務課主任主事 日 髙 真 吾

ただいまから総務政策常任委員○二見委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

おりでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○二見委員長

します。

なお、本日は 原委員が公務のため欠席して

おりますので、御了承願います。

次に、議案第72号に対する人事委員会の意見

についてであります。

。お手元に配付してある資料をごらんください

これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、議会は人事委員会の意見を聞くことと

なっており、その回答でありますので、参考に

お配りしております。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時２分休憩

午前10時５分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

おはようございます。総○日隈総合政策部長

合政策部の日隈でございます。本日はどうぞよ

ろしくお願いいたします。

まず、お礼を申し上げたいと思います。岩切

副委員長におかれましては、議会閉会中の大変

お忙しい中、３月１日に行われました宮崎カー

フェリー株式会社新会社設立記念式典に御出席

いただきました。まことにありがとうございま
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した。本県経済に不可欠なフェリー航路の維持

に向けて、今後とも努力してまいりますので、

引き続き議員の皆様の御指導、御鞭撻のほど、

よろしくお願い申し上げます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す当部所管の議案等につきまして、その概要を

説明いたします。座って説明いたします。

お手元にお配りしております総務政策常任委

員会資料をおめくりいただきまして、目次をご

らんいただきたいと思います。

今回、総合政策部からお願いしております予

算議案は、議案第55号「平成29年度宮崎県一般

会計補正予算 第６号 と 議案第56号 平成29（ ）」 、 「

年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予算

（第１号 」の２件であります。）

資料の１ページをごらんいただきたいと思い

ます。

予算議案の関係でございますが、総合政策部

の一般会計２月補正予算額は、一般会計の欄の

一番下の合計欄にございますけれども、合計で

６億139万7,000円の減額であります。これは、

国庫補助決定、そして執行残等に伴うものでご

ざいまして、その結果、補正後の一般会計予算

額は 右のほうになりますけれども 125億8,261、 、

万3,000円となります。

また、宮崎県開発事業特別資金特別会計予算

につきましては、その下の表にありますよう

に1,054万6,000円の増額であります。これは、

株式配当金の増額及び一般会計への繰出額の確

定などによるものであります。

この結果、補正後の予算額は、1,765万7,000

円となります。

続きまして、２ページをごらんください。繰

越明許費補正でございます。

事業主体において、事業が繰り越しになるこ

とにより、１件の繰り越しをお願いしておりま

す。

それぞれの議案の詳細につきましては、後ほ

ど担当課長から御説明いたしますので、御審議

のほどよろしくお願いいたします。

お手数ですが、目次にもう一度お戻りいただ

きたいと思います。

次に、Ⅱのその他報告事項についてでありま

す。

今回は、目次に記載しておりますとおり、平

成27年度宮崎県県民経済計算についてなど、４

件の報告事項がございます。これらにつきまし

ても、後ほど担当課長から御説明いたします。

冒頭の私からの説明は以上であります。どう

ぞよろしくお願いいたします。

次に、議案についての説明を求○二見委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

。○松浦総合政策課長 総合政策課でございます

当課の補正予算案につきまして御説明をいたし

ます。

お手元の分厚い横長の資料で、平成29年度２

月補正歳出予算説明資料をごらんください。こ

れの９ページでございます。

この表にございますように、総合政策課の補

正額といたしましては、一番上の行の左から２

番目のところにありますように、857万2,000円

。 、の増額をお願いをしております 補正後の額は

一番上の行の右から３番目の列でありますけれ

ども、補正額の欄にありますように、７億4,522

万1,000円となります。

その内訳でございますが、当課におきまして

は、一般会計と開発事業特別資金特別会計の２

つがございます。一般会計の補正額につきまし
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ては197万4,000円の減額、それから下のほうに

ありますが、特別会計につきましては1,054

万6,000円の増額補正をお願いしております。

それでは、補正の主な内容について御説明を

いたします。11ページをお開きいただきたいと

思います。

まず、一般会計でございますけれども、主な

事項ごとに御説明をいたします。

５行目のところの（事項）職員費につきまし

て、819万2,000円の増額であります。職員費に

つきましては、前年度の１月１日の人員構成で

当初予算を計上しておりますので、その後の人

事異動、あるいは給与改定に伴い増額となった

ものでございます。

その下の（事項）連絡調整費74万1,000円の減

額でありますが、これにつきましては、主に説

明欄の２にありますように、政策調整研究費の

執行残によるものでございます。

このページの一番下であります（事項）県外

事務所費につきましては、268万9,000円の減額

をお願いをしております。おめくりいただきま

して、説明欄のところにありますように、県外

３事務所の旅費、需用費等、事務費の執行残に

よるものでございます。

その下の（事項）県計画総合推進費90万9,000

円の減額であります。これは、説明欄の１、総

合計画等管理運営費、それから４、東日本大震

災復興活動支援事業の報償費や旅費等、事務費

の執行残によるものであります。

また、２及び３の基金事業につきましては、

基金の運用利息が見込みを上回ったことによる

若干の増額となっております。

その下の（事項）エネルギー対策推進費524

。 、万6,000円の減額をお願いしております これは

説明欄の１、水素エネルギー利活用促進モデル

事業の減額でございますけれども、この事業の

中で、家庭用燃料電池エネファームの設置補助

を市町村と一緒に行うということで市町村との

協議を進めてまいりましたけれども、調整がな

、かなか進まないというふうな状況がありまして

その分を減額するものでございます。

一般会計については以上でございます。

13ページをごらんください。開発事業特別資

金特別会計でございます。

真ん中から少し下のところの（事項）積立金

のところでありますが、補正としまして1,598

。 、万8,000円の増額をお願いしております これは

九州電力の株式の配当金のうち、運営費や繰出

金への充当後に残額がある場合にこれを開発事

業特別資金積立金に積み立てるものでございま

す。要は、配当金が予定よりも多かったという

ものでございます。

このページの一番下の（事項）繰出金524

万6,000円の減額でありますが、これは先ほど御

説明いたしました水素エネルギー利活用促進モ

デル事業の財源として繰り出しておりますけれ

ども、当該事業が減額となりますことから、繰

出金も減額とするものでございます。

歳出予算については以上でございますが、特

別会計の歳入予算の補正につきまして御説明を

させていただきたいと思います。

資料を変えていただきまして、今度は縦長の

資料でございます。平成30年２月定例県議会提

出議案、平成29年度補正分でございますけれど

も これの20ページをお開きいただけますでしょ、

うか。

開発事業特別資金特別会計の補正予算の議案

でございますけれども、表の上のほうが歳入で

ございます。繰入金のところで、特別会計繰入

金、それから基金繰入金とございます。
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特別会計の繰入金のほうが株式の配当金、そ

れから基金繰入金といいますのが積立金からの

繰り入れというものでございます。これらを合

わせまして、歳入合計欄のところで、当初とし

ては711万1,000円を予定しておりましたけれど

も、先ほど御説明しましたように、株式配当が

予定よりも多かったということでございますの

で、補正額といたしましては1,054万6,000円の

増額をお願いをいたしまして、補正後の金額と

しまして1,765万7,000円となるところでござい

ます。

総合政策課の説明は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

秘書広報課分の一般会計○横山秘書広報課長

補正予算につきまして、説明をさせていただき

ます。

歳出予算説明資料、分厚い資料でございます

が、こちらの15ページをお開きください。

補正額は183万円の減額でございまして、補正

、 、後の額は 右から３列目でございますけれども

４億7,691万6,000円となります。

17ページをお願いいたします。主な内容を説

明いたします。

１つ目の（事項）職員費155万6,000円の減額

でございますが、これは人事異動によります職

員構成の変化に伴うものでございます。

１つ飛びまして 事項 広報活動費14万4,000、（ ）

円の減額でございます。これは、新聞広報活動

や県ホームページ作成支援業務に係ります委託

料の執行残でございます。

秘書広報課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

統計調査課の補正予算に○和田統計調査課長

つきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の19ページをお願いいたし

ます。

統計調査課の補正額は、この表の左から２列

目、3,554万円の減額であります。これによりま

して、補正後の額は、右から３列目、２億9,903

万1,000円であります。

補正の主な内容につきまして御説明いたしま

す。21ページをお願いいたします。

まず、表の上から５段目の（事項）職員費に

つきましては、1,732万5,000円の減額でござい

ます。これは、今年度、職員が１名減になった

ことに加えまして、人事異動により職員構成が

変化したことに伴い、給料及び職員手当に不用

額が生じたものでございます。

次に、21ページの一番下の（事項）労働諸統

計費でございます。413万9,000円の減額でござ

います。これは、雇用や給与等の労働状況を把

握するための調査経費でございますけれども、

国の委託費の交付決定に伴う減額、あるいは統

計調査員報酬等に不用額が生じたことによる減

額でございます。

次に、22ページをお願いいたします。

２つ目の（事項）でございます商工統計調査

費でございますけれども、539万円の減額でござ

います。これは、商工業事業所の活動状況を把

握するための調査経費でございますけれども、

国の委託費の交付決定に伴う減額や、委託料の

入札により不用額が生じたことに伴う減額でご

ざいます。

統計調査課の説明は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

。○小倉総合交通課長 総合交通課でございます

総合交通課の補正予算案につきまして御説明を

いたします。

お手元の平成29年度２月補正、歳出予算説明

資料の25ページをお開きください。
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総合交通課の補正予算は、左から２番目、総

額で１億4,469万6,000円の減額補正をお願いを

しております。補正後の額につきましては、右

から３番目、10億2,449万8,000円となります。

それでは、補正の主な内容につきまして御説

明いたしますので １枚めくっていただいて 27、 、

ページをごらんください。

まず、一番下の（事項）地域交通ネットワー

ク推進費でございますけれども、説明欄１、地

方バス路線等運行維持対策事業について、121

万5,000円の減額補正をお願いしております。

これは、地域住民の生活に必要なバス路線の

維持・確保を図るために、運行費等を国と協調

して、または県単独で補助するものであります

けれども、市町村が主体となって運行します広

域的バス路線に対して、こちらは県補助もして

、 、いるんですけれども その運行費補助について

一部路線の利用促進の取り組みなどにより、運

、行の欠損額が当初見込みより減少したことから

減額補正をするものであります。

次に、説明欄の２の離島航路運航維持対策事

業につきましてでございますが、1,000万円の減

額補正をお願いしております。これは、離島航

路の運航欠損額を国が補塡した後に、残額を県

と延岡市で負担するというものでありますけれ

ども、燃油価格の下落等で、運航欠損額が当初

の見込みより圧縮されたということがありまし

て、欠損額が国の補助額で全額補塡できたこと

により、県の持ち出しがゼロになったというこ

とで、減額補正をさせていただくものでありま

す。

続きまして、説明欄３、地域公共交通ネット

ワーク活性化事業でございますけれども、こち

らは785万円の減額補正をお願いしております。

これは、市町村が既存バス路線の一部を見直

、 、したり コミュニティバスに移行する場合など

再構築を図る取り組みに対して県が補助するも

のでありますけれども、自治体が作成する交通

計画の策定に時間を要して、当初予定されてい

た実証運行、例えば市内循環バスの実証運行が

年度内に実施できなかったということなどがあ

りまして、減額の補正をさせていただくという

ものであります。

続きまして、28ページをお開きください。

上から２つ目の（事項）高千穂線鉄道施設整

理基金事業費の説明欄２の高千穂線鉄道施設整

理基金補助事業についてですが、こちらは１

億1,160万1,000円の減額補正をお願いしており

ます。

こちらは、旧高千穂線の撤去対象施設の撤去

に要する費用を沿線自治体に補助するものであ

りますけれども、延岡市の２カ所の橋梁撤去工

事におきまして 撤去工法の見直しが可能となっ、

たことから、工事費を大幅に縮減できたこと等

により、減額補正をするものであります。

次に （事項）運輸事業振興費の説明欄２、運、

輸事業振興助成交付金（宮崎県トラック協会）

についてですが、1,321万5,000円の減額補正を

お願いしております。

、 、こちらは トラック運送の輸送サービス改善

交通安全対策など、運輸事業の振興を図るため

に宮崎県トラック協会が実施する各種事業へ補

助するというものでありますけれども、補助に

係る軽油引取税などの算定の基礎数値、税収額

ですとか、車両の台数などがあるんですけれど

も、こういったことが年度末に確定しますこと

から、例年、当初予算は暫定の金額で計上して

おりまして、その後、昨年度末に算定用の基礎

数値が確定し、交付額を確定できましたことか

ら、２月補正のタイミングにおいて減額補正を
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させていただくというものであります。

総合交通課の補正予算につきましては以上で

あります。

それでは、中山間○奥中山間・地域政策課長

・地域政策課の補正予算について御説明いたし

ます。

お手元の平成29年度２月補正歳出予算説明資

料の29ページをごらんください。

当課の補正予算額は6,060万2,000円の減額補

正で、補正後の額は、右から３列目でございま

すが、５億5,853万1,000円となります。

それでは、補正の主なものにつきまして御説

明いたします。31ページをお開きください。

まず、中ほどの（目）計画調査費の（事項）

中山間地域活力再生支援費で、3,182万7,000円

の減額補正であります。主なものといたしまし

て、説明欄の３、明日の地域づくり支援事業570

万5,000円の減額補正であります。これは、市町

村が住民と一体となって取り組む地域づくりを

支援するものでありますが、市町村からの交付

申請額が見込みを下回ったこと等による補助金

の執行残であります。

、 、 「 」次に ４ はじめよう！ 宮崎ひなた生活圏

づくり推進事業、2,288万4,000円の減額補正で

あります。これは、地方創生推進交付金を活用

いたしまして、住民主体の所得向上などの取り

組みを支援するものでありますが、国の交付決

定等に伴い減額を行うものであります。

次に、32ページをお開きください。

上から２列目の（事項）地域活性化促進費

で、1,523万5,000円の減額補正であります。主

なものといたしまして、説明欄の３、宮崎県市

町村間連携支援基金事業1,386万2,000円の減額

。 、 、補正であります これは 各市町村が連携して

地域資源を活用しながら地域活性化に取り組む

事業を支援するものでありますが、交付申請額

が見込みを下回ったものであります。

次に、33ページをごらんください。

（事項）エネルギー対策推進費で277万円の減

額補正であります。説明欄１、水力発電施設周

辺地域対策事業でありますが、これは水力発電

施設等の所在する市町村に対し、国から地域活

性化事業等への交付金が交付されるものであり

ますが、国の交付決定に伴い減額を行うもので

あります。

説明は以上であります。

それでは、産業政策課○重黒木産業政策課長

の補正予算について御説明いたします。

歳出予算資料の35ページをごらんください。

産業政策課の２月補正額につきまして

は、8,971万2,000円の減額補正をお願いしてお

ります。その結果、補正後の予算額につきまし

ては 右から３番目の欄ですけれども 10億2,169、 、

万5,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。めくっていただきまして、37ページをごら

んください。

まず、上から５行目 （事項）職員費でござい、

ますけれども、1,514万6,000円の増額となって

おります。これは、昨年度から職員数が２名増

となったこと等に伴う人件費の増によるもので

ございます。

次に、表の中ほど （事項）フードビジネス総、

合推進費でございますけれども、185万1,000円

の減となっております。これは、説明欄の１、

みやざきフードビジネス推進体制構築事業が、

事業執行に伴う旅費や需用費などの事務費の執

行残によりまして、117万5,000円の減となった

こと等によるものでございます。

その下の（事項）みやざき成長産業育成・雇
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用創出プロジェクト推進費につきまして

は、7,903万8,000円の減でございます。

主な内訳ですが、まず説明欄の１、みやざき

成長産業育成プラットフォーム構築事業588

万7,000円の減につきましては、事業推進に係る

事務費や賃金等の執行残によるものでございま

す。

次の２、フードビジネス振興構想推進事業か

ら、４、輸送機器関連産業拡大推進事業まで、

、合計で355万4,000円の減でございますけれども

これは各産業分野ごとに実施しました販路開拓

ですとか、商品開発などの支援に係る委託事業

の執行残による減でございます。

次の５、みやざき成長産業雇用拡大・定着推

進事業につきましては6,959万7,000円の減と、

減額が大きくなっております。この事業は、フ

ードビジネスなどの成長産業分野の企業が新た

に人を雇用して、商品開発や販路開拓を行う場

合に補助する事業でございます。

当初予算では３億9,600万円の予算を計上して

おりまして、年度初めの時点ではおおむね予算

額どおり執行できるという見通しでございまし

たけれども、人材不足が著しいという状況の中

で、補助要件であります新たな雇用について予

定どおり行うことができずに、補助申請額どお

、りの事業執行ができない企業が生じたことから

減額となったものでございます。

次の38ページをお願いいたします。

（事項）みやざき地方創生若者定着促進費で

ございますけれども、113万5,000円の減となっ

。 、 、 、ております これは 説明欄の１ 宮崎で学び

宮崎で働き、世界へ挑戦するひとづくり事業に

おきまして、インターンシップ関連の事業の委

託料などの執行残によりまして、106万9,000円

の減となったこと等によるものでございます。

その下の（事項）みやざき地域活性化雇用創

造プロジェクト推進費でございます。これ

は2,283万4,000円の減となっております。これ

につきましては、説明欄の１、みやざき地域産

業育成プラットフォーム構築事業が2,2 7 9

万5,000円の減となること等によるものでござい

ます。これは、事業執行に当たりまして国と調

整を行う中で、国庫補助の対象とならない事業

が生じまして、国の交付決定額が減となったこ

と等によるものでございます。

産業政策課は以上でございます。

生活・協働○弓削生活・協働・男女参画課長

・男女参画課の補正予算について御説明いたし

ます。

歳出予算説明資料の39ページをごらんくださ

い。

当課の補正予算は、1,001万3,000円の減額補

正をお願いしております。補正後の額は、右か

。ら３番目の欄の４億2,574万5,000円となります

主な内容について御説明いたします。42ペー

ジをごらんください。

下から２番目の（事項）消費者支援対策費150

万9,000円の減額であります。主なものとしまし

て、説明欄３の消費者被害防止・解決支援費107

万2,000円の減額につきましては、消費生活相談

員の報酬、共済費や研修旅費の執行残でありま

す。

次に、その下の（事項）消費生活センター設

置費191万9,000円の減額であります。主なもの

は、次のページをごらんいただきまして、説明

欄２の生活情報センター管理費181万4,000円の

減額につきましては、警備や空調設備の保守点

検等委託の入札残によるものであります。

当課の説明は以上であります。

みやざき文化振○川口みやざき文化振興課長
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興課の補正予算案について御説明いたします。

歳出予算説明資料の45ページをお開きくださ

い。

当課の補正額は、左から２列目の補正額の欄

にありますように、１億1,285万円の減額でござ

います。これによりまして、補正後の額は、右

から３列目の67億692万7,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。47ページをお開きください。

まず、ページ中ほど、上から９段目になりま

すが （事項）職員費4,222万1,000円の増額であ、

ります。これは、組織改正に伴い新たに国民文

化祭担当を設置、加えて記紀編さん記念事業推

進室が移管されたことにより職員数がふえたた

め、人件費が当初の見込みを上回ったことによ

るものであります。

次に、その２段下の（事項）県立芸術劇場

費4,423万4,000円の減額であります。説明欄１

の県立芸術劇場大規模改修事業費4,337万3,000

円の減額につきましては、県立芸術劇場の空調

設備の修繕工事及び舞台音響の改修等に係る入

札残によるものであります。

続きまして、48ページをお開きください。

一番下の段の（事項）私学振興費１億412

万8,000円の減額であります。49ページをごらん

ください。説明欄１の私立学校振興費補助

金4,547万9,000円の減額につきましては、私立

高等学校等に対し、生徒数に応じて当該学校に

、経常的経費の一部を補助するものでありますが

対象生徒数が当初の見込みを下回ったことによ

るものであります。

また、説明欄６の（１）就学支援金2,695

万4,000円の減額につきましては、私立高等学校

等の生徒の授業料のうち、公立高等学校授業料

相当額、もしくは低所得者世帯等に対してはこ

れを増額して支援することにより、授業料負担

の軽減を図るものでありますが、対象生徒数が

当初の見込みを下回ったことによるものであり

ます。

また （２）奨学のための給付金2,576万2,000、

円の減額につきましては、低所得者世帯等を対

象として、授業料以外の教育に係る負担の軽減

を図るため定額を給付するものでありますが、

対象生徒数が当初の見込みを下回ったことによ

るものであります。

最後に、説明欄７の被災児童生徒授業料等減

免事業350万2,000円の減額につきましては、東

日本大震災と熊本地震の被災地域から避難生徒

を受け入れ、授業料等の減免措置を行った私立

学校等を補助するものでありますが、現時点で

該当者の見込みがないことから減額するもので

あります。

みやざき文化振興課の説明は以上でございま

す。

人権同和対策課の補○工藤人権同和対策課長

正予算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の51ページをお開きくださ

い。

人権同和対策課の補正予算は、総額で968

万4,000円の減額補正でありまして、補正後の額

は、右から３つ目の欄にありますように、１

億2,829万7,000円となります。

主な内容について御説明いたします。53ペー

ジをお開きください。

上から３つ目の（事項）人権同和問題啓発活

動費でありますが、383万4,000円の減額補正を

お願いしております。これは、説明欄１の一人

ひとりが尊重されるみやざきづくり人権啓発推

進事業及び２のみんなでつくる「一人ひとりが

尊重しあうみやざき」人権啓発事業の経費につ
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きまして、国庫委託金の決定に伴い減額するも

のであります。

一番下の（事項）宮崎県人権教育・啓発推進

方針推進事業費でありますが、236万1,000円の

減額補正をお願いしております。これは、説明

欄にあります１の宮崎県人権啓発センター事業

ほかの事業につきまして、国庫委託金の決定に

伴う減額が生じたことや、県民人権講座等の講

師に対する報償費や会場使用料等の経費につい

て、執行残が生じたことなどによるものであり

ます。

人権同和対策課の補正予算の説明は以上であ

ります。

情報政策課の補正予算につ○蕪情報政策課長

いて説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の55ページをお開

きください。

情報政策課の補正予算は１億3,449万6,000円

の減額補正で、補正後の額は12億1,340万9,000

円となります。

それでは、主な内容について説明いたしま

す。57ページをお開きください。

中ほどにあります上から２番目の（事項）行

政情報化推進費についてですが、167万9,000円

の減額をお願いしております。これは、インタ

ーネット等で提供されております行財政情報サ

。ービス利用料の執行残によるものでございます

次に （事項）行政情報処理基盤整備費につい、

てですが、822万6,000円の減額をお願いしてお

ります。これは、当課が一括導入しております

職員が使用するパソコンの賃借料に係る契約の

執行残によるものでございます。

次に （事項）行政情報システム整備運営費で、

すが、1,835万3,000円の減額をお願いしており

ます。

まず、説明欄の３の県庁ＬＡＮ運営費につい

ては、単独庁舎向けに回線を別途引いておるん

ですが、その使用料の執行残によるものでござ

います。

説明欄の４の総合行政ネットワーク運営費に

ついては、全国の地方自治体間をつなぐ行政専

用のネットワーク、ＬＧＷＡＮと申しますが、

それに係る運営費の負担金の額が確定したこと

等による減額であります。

その次 説明欄の６の自治体情報セキュリティ、

強化対策事業については、県内の市町村で共同

運営しております自治体情報セキュリティクラ

ウドに係る運営の負担金の額が確定したことに

よる減額であります。

めくっていただいて、58ページをお開きくだ

さい。

（事項）電子県庁プロジェクト事業費です

が、1,902万4,000円の減額をお願いしておりま

す。

まず、説明欄１の公的個人認証サービス運営

事業についてですが、公的個人認証法に基づく

指定認証機関Ｊ―ＬＩＳに対する負担金の額が

確定したこと等による減額であります。

２のサーバ管理委託事業については、現在推

進しています各サーバをデータセンターの仮想

サーバ基盤に集約するための移行の作業が順調

に進んだことから、物理的に持っていましたサ

ーバを設置するためのラック使用料が不用に

なったことによる執行残でございます。

３のソフトウエア資産管理システム運営事業

については、セキュリティ対策やライセンス違

反の発見のため、県が保有しているパソコン等

のＩＴ資産情報を管理するシステムの賃借をし

ておりますが、その執行残によるものでござい

ます。
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次に、その下の（事項）の地域情報化対策費

ですが、8,816万7,000円の減額をお願いしてお

ります。説明欄２にありますように、電気通信

格差是正対策費については、本年度予定してお

、 、 、りました串間市 美郷町 諸塚村の３市町村で

携帯電話の不感地域を解消するための事業を

行っておりましたが、そのうち美郷町につきま

して、当初予定しておりました３地区のうちの

１地区が先送りになったことから、国庫補助額

が減少し、当該国庫補助決定に伴う減額による

ものでございます。

続きまして、繰越明許費について説明いたし

ます。お手元の常任委員会資料の２ページのほ

うをお開きください。

繰越明許費補正の携帯電話等エリア整備事業

についてでございますが、5,748万3,000円の繰

り越しをお願いしております。これは、美郷町

の２地区において、用地交渉や設備機器の調達

に日時を要したことから、年度内の事業完了が

困難となったため、事業主体の美郷町において

事業繰り越しが行われることによるものでござ

います。

情報政策課の説明は以上であります。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

議案について質疑はありませんか。

総合政策課の政策調整研究費、70○緒嶋委員

万7,000円の減額で。29年度でどういうことを研

究したんですか。減も出てるわけじゃけれど、

どういうテーマで研究したか。

政策調整研究費、総合政○松浦総合政策課長

策部につきましては全体で1,000万の予算を組ま

せていただいておりますけれども、その中で幾

つか調査事業等を実施しております。例えで申

し上げますと、情報政策課の関係でデータの活

用のあり方について、官民データ活用推進基本

法等もできましたので、県計画も今後つくって

いかなければならないというふうなことで、活

。用のあり方についての調査研究をしております

それから、例えば東京事務所では、提携を組

んでおります企業等と一緒になりながら、社員

食堂を活用した宮崎の食、あるいは観光を売り

込めないか、そういうふうな方法についての市

場調査といいますか、そういったものを実施し

ておりますし、福岡事務所におきましては、訪

日の外国人観光客が福岡にかなり来ております

ので、そういった方々が宮崎に足を延ばしても

らえるような形がとれないだろうかというよう

なことで、発信力のある方々を呼んできて、そ

の可能性を調査するとか。そういったさまざま

な、その時々に必要かなという調査研究を行っ

ているところでございます。

政策調整研究したものは、次年度○緒嶋委員

にある意味では生かされなきゃいかん面も出て

くるんだと思うんですけれど、そういう連続性

というか、そういうものはかなりあるわけです

か。調査するだけで終わるのか、それをもとに

次年度以降に有効活用というか、新たな予算措

置をするとか、そういうものは出てくるわけか

な。

内容によっては、予算と○松浦総合政策課長

して事業化していくものも当然ありますし、予

算とまでは行きませんけれども、通常の事業の

中で改善をしていく、あるいは新しい取り組み

を始める、そういったところに生かしていくこ

とをしておりますけれども、先ほど御説明しま

したように、情報政策課のデータの活用のあり

方で言いますと、データの官民での活用促進の

ための基本法に基づいて、県の計画をこれから

つくっていく必要がありますので、そういった

、中で当然生かしていくということになりますし



- 12 -

平成30年３月７日(水)

先ほどの東京事務所については、実践としてこ

れからのプロモーションをどう進めていくのか

というところに活用していくところで、当然、

次の取り組みにつなげていくという意味での調

査研究になっております。

そういう次に結びつける調査研究○緒嶋委員

でないと余り意味がない、ゼロ予算的なものも

次年度であるかもわからんけれど、そういうこ

とが言えるのかなというふうに思います。

、32ページの宮崎県市町村間連携支援基金事業

これは減額になっておるわけですが、基金事業

というのは減額になったものは次年度に繰り越

されるわけですかね。

使い切れなかった○奥中山間・地域政策課長

分は次年度の予算ということで、基金のほうに

１回積み戻しをいたしまして、また再度使うと

いうことになります。

37ページ、産業政策課のみやざき○緒嶋委員

成長産業雇用拡大・定着推進事業6,959万7,000

円の減。こういうものが宮崎県の産業政策の上

では雇用の拡大につながらなければ意味がない

わけですよね。減額が大きいというのは、これ

は取り組み方に問題があったのか。

これだけの予算を これは国が８割の補助─

があるということですか、そういうことであれ

ば有効活用するということは大変宮崎県にとっ

てもありがたいと思うんですけれど、このあた

りの取り組みがおくれておったからこうなった

のかな、内容をもうちょっと詳しく。

これにつきましては、○重黒木産業政策課長

昨年度も減額が大きかったところでございまし

て、今年度は昨年度の反省を踏まえまして、年

度中途に何回か、企業に対して進捗状況とかを

。お伺いしながら事業の執行に努めたところです

先ほど御説明しましたように、年度初めに交

付決定を打つわけなんですけれども、その際に

は各企業から手が挙がりまして、ほぼ予算額ど

、おり執行できる見通しにあったんですけれども

やはり昨今の人材不足の状況を踏まえて、もと

もと補助金の要件が人を雇用して商品の拡大で

すとか販路の開拓をやっていくという事業なも

のですから、途中何回か進捗状況をお聞きする

中で、やはり予定どおり人が確保できないとい

うところが少々ありまして、そのことによって

減額になったところでございます。

ただ、そういった状況を踏まえながら、今年

度につきましては２回ほど追加の募集も行いま

したけれども、結果、7,000万円弱の減額補正に

なったということでございます。

また、当初予算のときに御審議いただくんで

すけれども、来年度に向けてもこの事業をやっ

ていきますので、またしっかりとＰＲを図って

いきながら、県内企業に使っていただけるよう

に努力してまいりたいというふうに考えており

ます。

雇用減と言うけれど、まだ宮崎県○緒嶋委員

では県外に流出する人材というのは高校生で

も55％以上おるわけですから、人がいないとい

うことであるが、そこに雇用する企業に逆に言

えば魅力がないから県外に出るということも言

えるわけですので、人材が不足するということ

じゃなくて、宮崎県の雇用に魅力がないから県

外に出るという。それは給与とかいろいろな面

を含めてであるので人材が不足するという前提

で物を考えたら私はいかんのじゃないかと。

福井なんかは、90％も地元定着するわけです

ね。だから、人材不足という前提じゃなくて、

人材はおるけれど、何で地元に定着せんかとい

う前提で物事を考えていかなければ、私は雇用

の拡大にはならんのじゃないかと思うので、こ
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れはもうちょっと知恵を出していかなければ、

宮崎県の雇用の定着化、また人材不足は解消し

ないというふうにも言えると思うわけであるの

で、これは今後大きな課題だと思う。ぜひ定着

、率を高めるためにどうあるべきかという視点で

事業の取り組みが必要ではないかなと思います

ので、そのあたりを次年度以降、積極的に取り

組んでいく必要があると思いますが、そのあた

りはどうですか。

緒嶋委員がおっしゃる○重黒木産業政策課長

とおりだと思っております。来年度の当初予算

、でも御説明することになると思いますけれども

今年度につきましては、産業人財育成・確保の

ための取り組み指針を当課のほうで策定させて

いただきました。

この中で、しっかりと若者に対して県内企業

の魅力等を発信しながら、できるだけ多くの若

者が県内企業に就職するというふうな取り組み

もしていきますので、そういった産業の活性化

の取り組み、産業人財確保の取り組みとあわせ

て、この補助金につきましてもしっかり使って

いただけるように、企業を支援していきたいと

考えております。

それと、38ページのみやざき地域○緒嶋委員

産業育成プラットフォーム構築事業、これも大

体同じことが言えるんじゃないかと思うんです

よね。こういうことで、産業政策課というのが

明確にできて、これが宮崎県の一番大きなテー

マにもなっているわけであるので、このあたり

で不用額が出るようなことでは、本当に宮崎県

の発展を期されておるのかという懸念もありま

すので、この辺も十分関係づけて頑張ってほし

いなというふうに思います。

小さなことですが、確認という○河野委員

か。28ページの運輸事業振興費、項目はどちら

も助成交付金となって、バス協会、トラック協

会、それぞれあると思うんですが、マイナスの

額にこれだけ差があるのは何でですか。

そもそも交付決定額自体○小倉総合交通課長

の桁が１つ違うというところがあるんですけれ

ども、バス協会とトラック協会で車両の台数と

か、これもまた１桁ぐらい大きな差があるとい

うことでして。済みません、今、具体的な数字

がありませんけれども、要するに交付先で使う

バスの台数等に応じて事業の内容が決定してく

るわけですが、規模感がトラック協会とバス協

会で大きく違ってくることで、交付決定額自体

も大きく変わると。もちろん補正額についても

金額が変わってくるというようなところでござ

います。

１桁の違いで、これだけの差が出○河野委員

るんですか。

正確な数字は後でまた台○小倉総合交通課長

数等を御報告させていただきますけれども、た

しかトラックが400事業者程度で、台数ももちろ

んそれに応じて大きいと。バス事業者自体も大

体県内で30から40程度だったというふうに思い

ますので、それによって保有するバスですとか

トラックの台数にかなりの隔たりがあるという

、 、ところで 要するに事業者に対する補助の内容

規模感が大きく変わってくるところでございま

す。

12ページ、エネルギー対策推進費○松村委員

というところなんですけれども、これは説明で

は市町村の計画と折り合わなかったために、今

、回は執行することができなかったということで

金額的には、予算額も700万ぐらいで大きいわけ

じゃないんですけれども、水素エネルギーの利

用というと、かなり壮大なお話ですよね。

その中で、事業というと、私も当初予算のと



- 14 -

平成30年３月７日(水)

きにここは余り詳しく見ていなかったので、も

う一回お聞きしたいんですけれど、推進するた

めの事業というと、エネファームをつくり上げ

ていくというものでしょうけれど、どの段階ぐ

らいまでのお話だったんですかね。

、 、そして これがなくなったということ自体は

水素エネルギーとかいうことには、今後、余り

行政が入っていくところじゃないのかなという

ような感じなんですか。

水素エネルギーにつきま○松浦総合政策課長

しては、平成28年度から、民間の方々、大学も

含めて研究会という形で、今後どういうふうに

普及していくべきなのかというようなところの

議論をしてきておりまして、それは国のほうと

しても、昨年末ですか、水素エネルギーについ

ての方針というのを閣議決定をされておりま

す。10年、20年という少し長いスパンではあり

ますが、全てを石油から置き換えるということ

ではないんですけれども、エネルギーの柱の１

つとして使っていく社会をつくっていこうとい

う考えのもとに、今、国のほうも進めていると

いうふうな状況でございまして、県としまして

も今年度は普及等についての構想というものを

つくっております。これから民間も含めて普及

啓発を図っていかなきゃいけないというふうな

段階にあると考えておりまして、その中の普及

啓発の活動だけではなくて、実際に使ってもら

えるものとしては家庭用のエネファームという

ものがありますので、そういったものの普及を

図っていくことによって、少しずつでも知って

もらえるような形をつくっていきたいというよ

うな考え方で、今年度の当初予算のほうに予算

として盛り込ませていただいたところなんです

けれども。いかんせんまだなかなか市町村と一

緒にやりましょうということで、最初の段階で

はそういうふうに言っていただいているところ

も幾つかあったんですけれども、最終段階とし

てなかなか予算化が市町村の中では難しいとい

うような状況でございます。

ちなみに、先ほど言いましたエネファームと

いいますのは、例えば都市ガスとかプロパンガ

スとか、今はそれをそのまま燃やしてエネルギ

ーとして使っているわけですけれども、それを

エネファームという装置を通すことによってガ

スから水素を取り出して 水素の化学反応によっ、

て電気と熱、両方を取り出せるという効率的に

は非常に高い装置がございまして、それは既に

市販をされております。

ただ、全国の状況で言いますと、本県の普及

はかなりおくれておりますので、そういったも

のの普及というものもひとつ理解を進めていく

上でのツールになっていくのではないかという

ことで、最初の段階で補助を考えたわけですけ

れども、そこまでまだなかなか状況的に市町村

の理解も難しい部分が若干あったのかなという

ことがあります。今後どういうふうに進めてい

けばいいのかというようなことについては、も

う一回、市町村とも話をしながら、トライをし

ていきたいと思っております。

わかりました。特に、ガスメーカ○松村委員

ーとかガス屋さん、プロパンガス関係の方々が

積極的にやろうとしているけれども、民間ベー

スでいくと単価が物すごく高いので、設備投資

等が高く、そこまでの普及はかなり厳しいだろ

うなというところに今あるのはよくわかりまし

たけれども。電気関係はオール電化ということ

で、熱と、それをまたエネルギーに変える、電

気とお湯というんですか、それに変えるという

ことで、こっちのほうは結構進んでいるんです

よね。
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だから、基本的にはメーカーさんというか、

民間がリードして、消費者の利便性について、

コスト関係も含めて、納得してもらって売って

いただくんだけれど、県とか公共がやるときに

はどのアプローチで今後進めていくかというと

ころはしっかり考えていただかないと、なかな

かこれは市町村と組んでも難しいのかなという

気がします。

、 、もう一個は 電気自動車系の啓発のときには

県のほうは結構出だしは遅かったけれど、いつ

の間にか電気スタンドというんですか、至ると

ころにできるような時代になったけれど、そう

いう視点をどこに置くかによって、なかなか行

政がやるべきことというところの視点がぼやけ

てくるんじゃないかという気がしますので、ま

たよろしく検討をお願いしたいと思います。

それと、ちょっと確認なんですが、高千穂鉄

、 、 、道の件ですけれど 28ページの総合交通課 今

ＪＲ九州の減便とか、ＪＲ九州民営化による公

共に対する認識がかなり下がってきているん

じゃないかという課題が議会でもありましたけ

れども、これも民営化じゃないですけれども、

それの後始末ですよね。

大きな事故というか災害の後始末ですけれど

も、これが国有であれば別に再建できたかもし

れないし。ただ後始末ですけれど、後々までこ

ういうところまで民営化によって、行政、ある

いは税金で後始末をしていかないといけないと

いうことになるということを改めて再認識した

んだけれど。工法の変更による減額という話で

すけれど、もともとは鉄橋を撤去するにはどれ

ぐらいかかるという話でしたかね。

撤去のもともとの金額で○小倉総合交通課長

、 、すけれども 今回の場合は２カ所ございまして

いずれも延岡市になるんですけれども、それぞ

れ橋梁で、１カ所が約１億3,000万、もう一カ所

が4,700万。それぞれおおむね大体半額ぐらいに

おさまったというような感じ もっと下がっ─

ている部分もあるんですけれども、もともとこ

れは平成17年ころに概算で撤去工事費について

は見積もっていたと。

概算ということで、その後、計画をつくる前

でも多少見直しはしたんですけれども、そこで

地元と余り協議をせずに、全国的なコンサルが

大ざっぱと言ったら失礼ですけれども 見積もっ、

た上でやったと。それが直前に、地元ですとか

国、河川管理者などとも協議をした上で、具体

的な工法を詰めた結果、ここまで大幅な縮減に

なったというところになってございます。

１億1,000万余の減ということです○松村委員

よね。下がるのは大いに結構ですけれど、それ

でも廃線になって、それの撤去費用にまた税金

をかけてやってというところ。鉄道というもの

の公共性の中では、こんな終わり方がちょっと

むなしいなとここの中を見たんですけれども、

これは決まったことですから。それぞれ自治体

とかで、廃線にしてということが決まった中の

工事の一部ですから、それがどうのとは言いま

せんけれど、お金がかかるんだなと思いながら

感じたところでした。何かありますか。

もともと平成23年から平○小倉総合交通課長

成32年まで10年間で撤去計画をつくって、それ

を10年で案分した形で、毎年、撤去事業費を補

助しているという形になりますけれども、撤去

費の総額で言いますと約12億円かかっておりま

して、それを10年間で満遍なく、撤去費の補助

事業として分けて入れたと。補助事業という形

ですけれども、毎年、工法の見直しなどは直前

に実施するというところもありますので、その

中で今回のように大幅な見直しをするところが
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出てくることがございます。

わかりました。とにかく廃線にす○松村委員

るのにもまた税金がかかるという思いもあった

んでしょうけれど、災害、あるいは鉄道の公共

性ということを考えてまた振り返ってみると、

今、緒嶋委員からあったけれど、南阿蘇鉄道と

いうのは災害に遭って本当にずたずたになった

けれども、98％国費をもって再建するというよ

うなところで、今、着々と復興に向かっている

というお話もありますよね。

だから、いつ、どこで災害があったのかとい

うことで、そこに住んでいる人たちの不公平感

というか、あるいはそこの自治体のこれからの

大変さというのが、鉄道という公共交通の中に

まざまざとあらわれているなと、ＪＲ九州しっ

かりしてくれよと。高千穂鉄道はＪＲ九州じゃ

ないけれども、民営化の姿という一部の陰がそ

こにあるなというのを感じたところでした。

私も、27ページを引き続きお願○前屋敷委員

いします。１点ですが、ここの地域交通ネット

ワーク推進費の３番、地域公共交通ネットワー

ク活性化事業で 実証運行が年度内にできなかっ、

たということですが、どういう要因ですか。

こちらは、日南市におい○小倉総合交通課長

てですけれども、市内循環バスをもともと運行

しようとしていた。日南市は、今、地域公共交

通網の実施計画というもので、路線バスからコ

ミュニティバスと市内の巡回バス等に切りかえ

るというような動きをされていたところなんで

すけれども、その中で事業者さんと具体的な運

賃等の面で、なかなか実証運行に当たる経費と

かで折り合いがつかなかったというようなとこ

ろがございまして、実証運行にまで至ることが

できなかったところがございます。そこの部分

が余ってしまったというところでございます。

今後は、調整も図りながら、来○前屋敷委員

年度に引き続くということでいいんですか。

来年度につきましては、○小倉総合交通課長

交通事業者と整い次第というところにはなりま

すけれども、実証運行するかどうか。基本的に

は実証運行をせずに本格運行と、そのままいく

のではないかというふうに今のところは見込ん

でいるところでございます。

わかりました。○前屋敷委員

ほかはございませんか。○二見委員長

47ページ、芸術劇場の大規模改修○緒嶋委員

で4,337万3,000円の不用額が出た。この大規模

改修はどういう内容ですかね。

大きくは５つ○川口みやざき文化振興課長

あって、１つは屋根等の防水改修工事が入札後

で言いますと1,126万2,000円、あと消防設備、

空調設備改修工事が2,412万円、舞台周りの舞台

、機構とか音響設備の修繕に１億3,098万2,000円

、あと次年度の予定工事の設計が２件ありまして

これがそれぞれ307万1,000円と456万2,000円と

いうことになっていて、それが入札後の価格に

なっています。

トータル、もともと当初では２億1,737万の予

算でしたが、補正後は１億7,399万7,000円とい

うことで、4,337万3,000円の入札残での減とい

うことになっています。

まだ、あと２つぐらい改修がある○緒嶋委員

のは、次年度予算でやるということですか。

、○川口みやざき文化振興課長 改修については

年度計画を立てていまして、費用の平準化を図

りながら、緊急性、優先度を見きわめて取り組

んでいるんですけれども、毎年大体１億とか２

億とか３億とか、そういったものがかかってい

る状況です。空調設備とか電気設備、あと舞台

、照明の改修の工事を来年度以降考えていまして
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その設計をことしやったというところでござい

ます。

49ページ、私学振興ですが、生徒○緒嶋委員

数の減によって、それぞれ全て減額になってお

るわけですが、これは生徒数を基準に考えれば

当然こうなると思うんですけれども、私学の学

校運営というのは、こういうことを見ると、か

なり厳しいんじゃないかなというふうに思うと

ころでございますが、実態は大体どういうふう

に我々は理解すればいいわけですかね。

学校によりまし○川口みやざき文化振興課長

ては、入学者がふえていたりするところもあり

まして、特に宮崎市内の高校とかは、私学とか

は集中したりしているところもあって、生徒数

が多いところもありますし、全体的に減少傾向

なので どうしても全体として見れば減っていっ、

ているというところで。県外からも生徒を呼び

込んだり、そういった努力を各学校はされてい

て、基本的には特色ある教育のカリキュラムを

組んだりとか、努力、工夫されて生徒を集めら

れている状況にあります。

これは、県立と７・３という１つ○緒嶋委員

のルールが大体あるわけで、その中でいくと、

毎年、これは生徒数が減るのは必然の状況です

わね。そうなった場合に、今言われたような努

力だけでは。私学の学校数は何校あるわけです

かね。

私立高校は今14○川口みやざき文化振興課長

校あります。

14校が将来的に、これは公立学校○緒嶋委員

もなかなか我々のところも厳しいわけですけれ

ども、守っていけるのかどうか。こういう支援

が生徒数を基準にすれば、県外から来るといっ

ても、ある程度限界もあるだろうし、それは特

殊な野球とかなんとか、そういういろいろなこ

とで呼び込むというのがあるだろうと思うんで

すけれど、将来的な私学の統廃合というと、な

かなかそれぞれ個性があるところで、行政がそ

れに口を出すことは難しいと思う。将来的に14

校がやっていけるのかなという気がせんでもな

いわけですけれども、将来的にはそのあたりの

状況はどういうふうに考えておられますか。

議員がおっしゃ○川口みやざき文化振興課長

いましたように、公立学校みたいに統合したり

するのはなかなか難しいということで そういっ、

た地域によっては生徒数そのものが減少して

いって、公立学校もなくなっていっている現象

もありますので、ひょっとしたらそういう方向

に行く場合も出てくる可能性があるとは思って

おります。

今、文化振興課長が申し○日隈総合政策部長

上げたとおり、生徒数が減ってきているんです

けれど、私学は私学で特色ある教育ということ

で、例えば看護学科とかの学科を新しくつくっ

て生徒募集を始めたような学校もあります。延

岡のウルスラ学園であるとか、都城の都城東高

校。ウルスラ学園は初めて卒業生も出たところ

で、そういうふうに生徒募集の観点、あるいは

ニーズの把握をして、県立よりも臨機応変にそ

ういう学科新設等もしながら、生徒確保に一生

懸命やられているんじゃないかなというふうに

思っております。

国のほうで教育費の公費負担をや○緒嶋委員

れということの中では、私学に対しても国の段

階で。教育というのは国民に対しても大変重要

な位置づけになるわけで、これは公立だけじゃ

なくて、私学に対する支援の仕方も、国に対し

ても要請していく必要があるだろうと思うんで

すね。学校規模は小さくても、個性ある学校は

残していく、また時代のニーズに合ったものは
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大きく守っていくと、そういうのが教育には絶

対必要だと思っているんですね。

そういう意味では、公立と私学との共存共栄

、 、といいますか 両方が守られるような形の中で

教育の振興が進められるべきだというふうに思

いますので、私学に対する支援のあり方等も、

生徒数が少なくても単価を上げるとか。これは

国の段階でやらんとなかなかできんことだと思

うので、県は県なりに国に対する要請というの

はやっていく必要があるんじゃないかと思いま

すので、ぜひ努力していただきたいということ

を要望しておきます。

先ほど河野委員に、少し○小倉総合交通課長

曖昧にお答えしましたバス協会とトラック協会

のそれぞれの台数でございます。これによって

差が生じるというものでございますけれども、

バス協会の登録台数が、平成28年、一昨年時点

ですけれども、９月末時点で777台、トラック協

会が9,187台ということで、10倍以上差が開いて

いる。ここが大きな変数ということで、交付決

定額にも差が出てきているところにもなってお

ります。

ほかにないですか。○二見委員長

それでは、次にその他報告事項に関する説明

を求めます。

。○和田統計調査課長 統計調査課でございます

。常任委員会資料の３ページをごらんください

本日、公表を予定しております平成27年度宮

崎県県民経済計算についてでございます。

なお、お手元のほうに別冊の資料１もお配り

いたしておりますけれども、常任委員会資料の

ほうで御説明をさせていただきます。

県民経済計算につきましては、本県の１年間

の経済活動を新たに生み出されます付加価値の

面から把握するものでございます。

まず、３ページの四角囲みのところをごらん

ください。

平成27年度の本県の経済成長率、名目で2.6％

の増、実質で0.9％の増となってございます。

その次の黒丸でございますが、県内総生産額

は、名目で３兆6,339億円、実質で、下のほうで

、 。すけれども ３兆5,378億円となってございます

県民所得につきましては、その次の黒丸のと

ころでございますけれども、２兆5,558億円と

なっておりまして、１人当たり県民所得は231

万5,000円となっております。

次に、その下のほうの図の１をごらんくださ

い。これは、実質経済成長率の推移を示したも

のでございます。点線が国、実線が本県の推移

となっております。

国、本県、いずれもリーマンショックに伴い

まして、平成20年度から21年度にかけて成長率

が落ち込んでおります。また、本県は、平成22

年度に口蹄疫の発生、高病原性鳥インフルエン

ザの発生、そして新燃岳の噴火などの影響を受

けまして、回復がおくれたところでございます

が、その後はおおむねプラス成長を続けてござ

います。消費税率の引き上げが実施されました

平成26年度におきましてはマイナス成長となり

ましたが、平成27年度は２年ぶりのプラス成長

となったところでございます。

次に、図の２をごらんください。

棒グラフは、１人当たり国民所得と、本県の

県民所得の推移を示してございます。左側の濃

いほうの棒グラフが、本県の１人当たりの県民

所得でございます。平成18年度からおおむね210

、万円前後で推移してきたところでございますが

平成25年度、平成26年度は220万円台、平成27年

度は230万円台となっております。

そしてまた、折れ線グラフがありますけれど
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も、これは１人当たり国民所得を100とした場合

の本県の県民所得の水準でございます。平成27

年度は、国民所得を100とした場合、県民所得

が75.7の水準となってございます。

続きまして、４ページをごらんください。

、 、 、 、県民経済計算というのは 生産 分配 支出

この３つの面から把握するものでございますけ

れども、平成27年度におきますそれぞれの特徴

について簡単に御説明いたします。

まず、２の県内総生産（生産）でございます

けれども、これは各産業の生産活動によって生

み出されました付加価値を、名目値ベースで推

計したものでございます。内訳といたしまして

は、建設業の総生産額が減少した一方、農林水

産業、製造業、さらに第３次産業の各産業が増

加したことによりまして、全体では2.6％の増加

となってございます。

この表の宮崎県のところの平成27年度のとこ

ろの実数の隣、増加率のところをごらんくださ

い。一番上が全体での2.6％の増、その次のパー

セントが3.3となってございますけれども、これ

が第１次産業の伸び率、成長率でございます。

そして、下に行きまして、三角が立っています

けれども、これが第２次産業全体の成長率、マ

イナスの1.0となってございます。

ずっと下がりまして、マイナスの7.6というの

がございますが、その下のところの4.0という経

済成長率 これが第３次産業の経済成長率となっ、

てございます。ですから、第１次産業について

は3.3％の増加、第２次産業が1.0％の減少、第

３次産業が4.0％の増加となっております。

続きまして、５ページをごらんください。

県民所得についてでございます。これは、生

産活動により生み出されました付加価値、これ

がどのように分配されたかというのを推計した

ものでございます。表にございますように、県

民所得は、県民雇用者報酬、財産所得、それと

企業所得で構成されてございます。

県民所得全体としては、3.4％の増加となって

ございます。この表でいきますと、宮崎県のと

、 、ころの一番右側 増加率と書いてございますが

ここに3.4とございます。これが県全体での増加

率、その下が0.4ということで県民雇用者報酬の

増加率、そして財産所得はマイナスの6.8となっ

てございます。マイナスの6.8の４つ下、下から

いきますと４番目のところの11.5、これが企業

所得の増加率となってございます。

内訳として、雇用者報酬が増加し、財産所得

が減少していますけれども、それらの影響とい

うのは余り大きいものではないんですが、県民

所得の伸びた要因のほとんどが企業所得の増加

によるものということが言えるのかなと思いま

す。

特徴的なところといたしまして、宮崎県の横

に国を載せてございます。県民所得の増加率

が3.4に対しまして27年度の国のほうは2.7％の

増加と、そしてその下でございますが、県民雇

用者報酬の本県の0.4％の増加に対して国は1.5

になってございます。そして、下のほうから４

行上がっていただきまして、国のほうの企業所

得の伸びが5.4に対して本県が11.5と。特徴的に

は、伸び率が国が2.7に対して雇用者報酬1.5、

本県3.4の伸び率に対して雇用者報酬0.4と、企

業所得のほうに大きく行っているのかなという

のがわかるところでございます。

最後に、４の県内総生産（支出）の面からで

ございます。これは、生産された付加価値につ

きまして、消費や投資などの支出の面から見た

ものでございます。

内訳といたしまして、民間最終消費支出の伸
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びは0.1％の増。この表でいきますと、宮崎県の

一番右側の増減率の２番目のところ、民間最終

消費支出0.1というのがございます。微増にとど

まっておりますけれども、その次、政府最終消

費支出、それとその下、総資本形成などの伸び

によりまして、全体では、一番上のところです

が、2.6％の増加となったところでございます。

説明は以上でございます。

。○小倉総合交通課長 総合交通課でございます

委員会資料の７ページをお開きください。日

。豊本線高速化調査の結果についてでございます

こちらにつきましては、既に６月議会のほう

で実施方法等は説明させていただいておりまし

て、新幹線調査との比較の中で、将来の高速鉄

道網のあり方を検討する材料として、今年度、

調査を実施いたしまして、整備手法や費用につ

いて調査を行って、まとめたというものでござ

います。実施区間としては、大分から鹿児島中

央駅までというところでございます。

。 、２番の調査結果をごらんください こちらで

東九州新幹線の調査結果との比較を書いており

ます。右側が27年、過年度に実施した調査結果

でございますが、こちらは大分から鹿児島まで

の費用の合計１兆8,950億円で、４時間余り短縮

というところでございますが、今回の在来線高

速化の調査でおきますと、一部新線の建設です

とか、新型車両、これは振り子車両の導入です

とか、あとは駅の改良、曲線部を少しカントを

改良したり緩やかにするなどの改良、こういっ

たものを最大限フルパッケージでやりますと、

どのぐらいかかるかというところでございます

けれども、同区間で2,762億円かかると、短縮時

間としては約１時間というようなところの調査

結果が出ているところでございます。

整備効果としましては、下に１分削り出すた

めにどのぐらいの費用がかかるかというところ

は一応書かせていただいておりますが、新幹線

と在来線高速化でおおむね倍ぐらいの結果が出

ているというところでございます。

一番下の参考に県内整備費用と書いておりま

、 、すが これは整備費用を単純に距離で案分して

県内が大体どのぐらいかかるかということを目

安に書いたものでございますので、これは必ず

しもこの額を負担するというものではないとい

うところを御理解ください。

実際に、こういう調査をどういうふうにやっ

たかというところでございますけれども、在来

線高速化の整備は、最高速度の向上、曲線通過

速度の向上、駅構内通過速度の向上等を図るこ

とが一般的な整備内容でございまして、これら

をコンサル会社に委託しまして現地調査を行っ

て、個々に具体的にどのような改良が可能かと

いうことをある程度網羅的に、駅、それから改

良箇所を調査させていただいております。

駅構内につきましては、調査対象73駅につい

て現地調査を行っておりますし、曲線改良につ

いても全区間、これは主に曲線となる部分の647

カ所でございます。できる限り現地の確認を行

いながら、こういった費用を出させていただい

ているというところでございます。

資料の参考、調査結果（パターン比較）とい

うところで、各手法ごとのコストと効果を出さ

せていただいているところでございます。

一番右の③をごらんいただきますと、こちら

が先ほど申し上げたフルパッケージでやったも

のの効果を、大分―宮崎と宮崎―鹿児島で分け

たものでございます。こちらが合わせて2,762億

で、約１時間強短縮というものの内容、内訳で

ございます。

それから、②、左に行っていただきますと、
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新線建設を行わない場合でどうなるかというこ

とですけれども、この場合がおおむね約30分程

度の短縮で、費用としてはおおむね約350億程度

かかると。

仮に、新型車両も導入しないとした場合に、

①と、一番左にございますが、ただ130キロを目

指すとした場合は おおむね約15分の短縮で 150、 、

億程度の費用がかかると。

①’とございます。130キロ高速化を目指すに

は、下にも米の１番で書いておりますとおり、

ロングレール化とかの軌道の強化で相当なお金

がかかるというふうなところがございまして、

その分110キロまででよければ、ある程度安くお

さまるところなんですけれども、その場合です

と、約11分、費用ですと80億程度かかるという

。ような調査結果が出ているところでございます

我々として、これについて何か綿密な評価を

しているわけではございませんけれども、比較

的という点で申し上げると、まだ高速化が実施

されていない宮崎―鹿児島間、これは下の欄の

ほうでございますけれども、こちらのほうがあ

る程度整備効果が高いというようなところがあ

るのかなと。改良可能な箇所が多いというとこ

ろかと思いますけれども、そこがやはり効果が

高いと考えております。

それから相当なインパクトを残すという意味

では、現行車両で、なおかつ新線を建設しない

というような手法ですと、合わせて15分程度の

短縮にしかならないというところでございます

、 、ので それ以上に大幅な短縮を望むのであれば

振り子車両ですとか一部短絡線の建設 こういっ、

たものが必要になってくるのではないかという

ような調査結果になっているところでございま

す。

３番の今後の対応でございます。

この調査自体、あくまで高速鉄道網の将来の

鉄道のあり方を検討する際の基礎データという

ことで出させていただいたと。今後は、もちろ

ん新幹線の調査結果と比較しながら、どうして

いくかを検討していくというところでございま

す。

この基礎データを用いて、もちろんすぐに実

、現できるものではないとは思っているんですが

具体的にどういうやり方で、これを県民に周知

していくかとか、そういったことにつきまして

、はこれからいろいろ議会で御意見も伺いながら

、我々としても検討していきたいなと思いますし

もしくはＪＲとの協議、要望にも活用していき

たいというふうには考えているところでござい

ます。

説明は以上でございます。

それでは、常任委○奥中山間・地域政策課長

員会資料の８ページをごらんいただきたいと思

います。国土利用計画第５次案の概要について

であります。

国土利用計画につきましては、これまで計画

の骨子、あるいは計画素案につきまして御報告

してまいりましたが、いただいた御意見等を踏

まえまして、計画案を作成したところでありま

す。

計画案につきましては、別冊資料としてお配

りしておりますが、本日はその概要につきまし

て、常任委員会資料で御説明させていただきま

す。

まず１、県土の利用に関する基本構想につい

てであります。

（１）県土利用の基本方針のア、県土利用を

めぐる基本的条件の変化といたしまして、本格

的な人口減少社会の到来による土地需要の減少

と県土管理水準の低下、気候変動による自然環
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境の悪化や生物多様性の喪失の懸念、大規模自

然災害に対する備え、安全・安心に対する県民

意識の高まりといった状況がございまして、こ

のような中、イ、本計画が取り組むべき課題と

いたしまして、人口減少社会に対応した県土管

、 、理 自然環境と美しい景観の保全・再生・活用

災害に強い県土の構築の３つの課題を掲げてお

ります。

そして、これらの課題に対応するため、ウ、

県土利用の基本方針といたしまして、次の３つ

の柱を定めております。

１つ目は、適切な県土管理を実現する県土利

用でありますが、都市的土地利用につきまして

は、市街地の郊外部への拡大抑制や、低・未利

用地、空き家の有効活用など、農林業的土地利

用につきましては、優良農地の確保や良好な管

理、荒廃農地の発生防止や効率的な利用など、

さらに土地利用展開につきましては、慎重な配

慮のもとで計画的に実施していくこととしてお

ります。

２つ目は、自然環境と美しい景観を保全・再

生・活用する県土利用といたしまして、すぐれ

た自然条件を有している地域等を核とした自然

環境の保全・再生、そして地域の個性ある美し

い景観の保全・再生・活用を図ることなどとし

ております。

３つ目は、安全と安心を実現する県土利用と

いたしまして、災害リスクの高い地域の土地利

用の適切な制限など、安全を優先的に考慮する

県土利用や、経済社会上重要な諸機能の適正な

配置やバックアップの推進など、県土の安全性

。の総合的な向上を図ることといたしております

それでは、９ページをお開きください。

続きまして （２）地域類型別の県土利用の基、

本方向についてであります。都市、農山漁村、

自然維持地域の３つの地域類型別に、県土利用

の方向性を定めております。

都市におきましては、人口減少下における都

市機能の確保や、低・未利用地の有効利用など

による効率的な土地利用など、農山漁村につき

ましては、県民共有の財産であるという認識の

もとに、良好な生活環境の整備による地域社会

の維持と良好な県土管理の継続など、自然維持

地域におきましては、高い価値を有する原生的

な自然地域などすぐれた自然環境の保全や、自

然体験学習など生物多様性の取り組みの社会へ

の浸透などといたしております。

次に （３）利用区分別の県土利用の基本方向、

でありますが、農地、森林、道路などの利用区

。分に応じた県土利用の方向性を定めております

例えば、農地につきましては、食料の安定供

給に不可欠な優良農地の確保、優良な管理を通

じた多面的機能の維持・発揮、森林につきまし

ては、県土の保全、水源の涵養等の重要な役割

を果たす森林の整備・保全や、県産材の利用・

拡大等を通じた森林資源の循環利用の推進、道

路については、地域間交流、災害時の輸送等、

県土の有効利用及び安全・安心な生活・生産基

盤の整備を進めるために必要な用地を確保、住

宅地につきましては、低・未利用地や空き地、

既存住宅の有効活用及び自然的土地利用等から

の転換抑制により、必要な用地の確保を図るこ

となどといたしております。

それでは、10ページをごらんください。２の

県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標

についてであります。

県土利用の基本方向を踏まえ、平成39年の目

標を定めておりまして、例えば一番上の農地に

つきましては、住宅地や道路などへの転用によ

り、これまで減少傾向で推移してきております
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が、優良農地の確保や荒廃農地の発生抑制と再

生を図ることなどによりまして、平成27年の６

万7,900ヘクタールからの減少幅を2.1％に抑え

まして、平成39年には６万6,500ヘクタールを確

保することとしております。

また、表の中ほどに記載しております宅地に

つきましては、これまで一貫して増加してまい

りましたが、今後、人口減少により、特に住宅

。地への需要は減少していくことが予想されます

また、近年、空き家も増加していることから、

農地等からの転用をできるだけ抑制することに

より、平成27年の２万7,219ヘクタールからの増

加幅を１％とし、平成39年の目標を２万7,500ヘ

クタールとしております。

最後に、３、必要な措置の概要であります。

（１）土地利用関連法制等の適切な運用とし

ましては、国土利用計画法を初めとした土地利

用関係法の適切な運用 （２）県土の保全と安全、

性の確保といたしまして、森林の持つ県土保全

の機能向上のための適切な保育、間伐などの森

林整備など、また（３）持続可能な県土の管理

といたしまして、優良農地の確保、農地の集積

・集約化や農業担い手の育成・確保など （４）、

自然環境の保全・再生・活用と生物多様性の確

保といたしまして、高い価値を有する原生的な

自然の行為規制等による適切な保全など （５）、

土地の有効利用の促進といたしまして、空き家

の実態把握や空き家バンクの活用、居住環境の

改善等の利活用の促進など （６）土地利用転換、

の適正化につきましては、低・未利用地や空き

家等の有効利用を通じた自然的土地利用等の転

換抑制など （７）県土に関する調査の推進につ、

きましては、地籍調査の実施による土地境界の

明確化など、そして（９）県民の参加による県

土管理といたしまして、住民、企業、ＮＰＯな

ど多様な主体による森林づくり活動、地元農産

品の購入等のさまざまな方法により、県土管理

に参画する取り組みの推進などを図るといたし

ております。

説明は以上でございます。

、○米良記紀編さん記念事業推進室長 それでは

引き続き委員会資料の11ページをお開きくださ

い。

記紀編さん記念事業の今年度の取り組み状況

について御説明いたします。

まず、知る機会、触れる機会の創出でござい

ますが、これは主に県民の皆様に神話や神楽な

ど宮崎の貴重な宝を再認識していただき、郷土

に対する愛着や誇りを深めていただくための取

り組みであります。

１の神話のふるさと県民大学ですが、ここで

は県内の大学と連携したリレー講座や講演会、

小・中・高校への出前講座を行う記紀みらい塾

などを開催いたしました。全国から著名な研究

者などをお招きし、さまざまな切り口から宮崎

の神話の魅力に触れていただきますとともに、

記紀みらい塾ではそれぞれの地域に伝わる神話

伝承を題材とするなど、子供たちが親しみやす

い講座となるよう取り組んでいるところであり

ます。

続きまして、13ページをお開きください。神

楽シンポジウムであります。

神楽に対する県民の理解を深め、保存・継承

につなげていくとともに、その魅力を県内外に

発信するための取り組みであります。

現在、本県が中心となりまして、九州のネッ

トワークづくりを進めておりますが、その動き

と合わせまして、教育委員会と連携しながら取

り組んでいる事業であります。

文化勲章を受章されております中西進先生の
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講演や、高原町の祓川神楽など県内外の神楽を

お招きし、２日間で1,000人を超える県民の皆様

。に神楽の魅力を体感していただいたところです

続きまして、その下、３の古墳講座の開催で

は、古墳の世界文化遺産に向けた取り組みの一

環といたしまして、教育委員会や関係市町と連

携しまして、高鍋町など県内３カ所で県民向け

の講座を開催いたしました。

次に、右側の14ページ、ブランドイメージを

確立するためのプロモーションでございます。

主に、県外において、神話の源流みやざきのブ

ランドイメージの向上を図るための取り組みで

あります。

まず、１の首都圏等大学との連携による連続

講座では、神話などに関心の高い層をターゲッ

トとした一般向けの講座を、次の15ページの中

ほどになりますけれども、東京、大阪に加えま

して、今年度初めて福岡市の西南学院大学とも

連携して開催いたしました。

その下、２の神楽の県外公演でございます。

本県に伝わる神楽の魅力を全国に発信するた

め、また神楽のユネスコ無形文化遺産登録や、

東京オリパラ開会式での天岩戸開き神話の採用

、 。に向けまして 取り組んでいるものであります

一番下の（２）になりますが、昨年度、自治

体主催として初めて実施いたしました国立能楽

堂での神楽公演を、今年度も椎葉神楽に御出演

いただき、開催いたしました。その上の國學院

大學での公演とあわせまして、定員を３倍、４

倍と超える参加申し込みをいただき、首都圏の

皆様の神楽に対する関心の高まりを感じたとこ

ろであります。

また、次の16ページになりますが、関西地区

では奈良県のかしはら万葉ホールにおいて、ま

た福岡県の九州国立博物館では、福岡県、大分

。 、県と連携して開催をしたところです こちらも

毎年、多くの皆様に足を運んでいただいており

ます。

次に、その下の３の神話の源流みやざきプロ

モーション映像作成でございます。

カンヌ映画祭などで数々の賞を受賞されてお

ります映画監督の河瀨直美氏に依頼いたしまし

て、プロモーション映像「美しき日本 宮崎」

を制作しております。今年度の延岡市編で９作

目となりますが、河瀨監督独特の感性で、それ

ぞれ５分程度の映像に仕上げていただき、これ

、をユーチューブにアップするなどいたしまして

神話の源流みやざきの魅力を全国に向けて発信

しているところでございます。

、 、次に １枚おめくりいただきまして17ページ

４の雑誌・メディアを活用したプロモーション

でございます。

ここでは、首都圏の女性を主なターゲットと

いたしまして 「オズマガジン」とのタイアップ、

により、雑誌やウエブサイトによる情報発信を

行いますとともに （２）のラジオ番組とのタイ、

アップでは、ＭＲＴラジオの番組の中で、ドラ

マ仕立ての「海幸・山幸」の物語に、一般の方

にもわかりやすい解説を加える内容で、県内リ

スナーにお届けをしたところでございます。

最後に、５の市町村との連携によるプロモー

ションでございます。

現在、14の市町村と連携し、市町村ごとの神

話素材と食や観光を結びつけて発信する、神話

をテーマとする新たな観光づくりに取り組んで

おります。

その取り組みの１つとして、シリーズ化した

地域ごとのパンフレットを年次的に作成をして

おりますが、今年度は、お手元にお配りをして

おります小林・高原編と高千穂・日之影編の２
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種類を作成をいたしました。

高千穂・日之影編の３ページをごらんいただ

きますと、歌人の俵万智さんにエッセイをいた

だいておりますように、著名な有識者の方々に

実際に現地を回っていただき、その地域の魅力

を紀行文として寄せていただくなど、神話や古

代に興味がある人のみならず、広く一般の皆様

にも読んでいただけるような工夫に努めながら

作成をしたところであります。

今後とも、これまでの実施事業の課題などを

踏まえ、改善を図りながら、より一層の取り組

みを進めてまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

その他報告事項について、質疑はありません

か。

まず、統計調査課長にお尋ねしま○中野委員

す。事前の説明会でも一部は聞いたんですが、

調査結果を今報告されたんですが、これは何か

法律に基づいて、そしていつまでに報告しなけ

ればならないとか、それがあるんですかね。そ

して、その報告先はどこになるんですかね。

、○和田統計調査課長 県民経済計算というのは

いつまでにというのはまずございません。今、

本県分を、この常任委員会の場で説明して、公

表予定なんですけれども、全国で公表に至って

いる県がうちのほかに４県ございます。本日ま

、 、 、でに公表されているところが 茨城県 愛知県

三重県、兵庫県、そして本県の５団体というふ

うになってございます。

そして、県民経済計算というのがどういうも

のかといいますと、内閣府の経済社会総合研究

所の国民経済計算部というところから、県民経

済計算標準方式というものを示されておりまし

て、この方式に準じて推計をやってくださいと

いうふうになってございます。

法的な根拠についてはございません。

宮崎県を含めて５県以外は、調査○中野委員

をしていないということ。

今、申し上げたうちを含○和田統計調査課長

めての５県以外は、まだ公表に至っていないと

いうような状況でございます。

全国どこも一応はつくるんですか○中野委員

ね。

全ての都道府県で作成を○和田統計調査課長

されております。

一番遅いところはどこの県ですか○中野委員

ね。いつごろ発表になるものですか。

平成27年度につきまして○和田統計調査課長

は、今のところ把握できておりません。不明で

ございます。

前年度まででもいいです。一番遅○中野委員

いところを。

この県民経済計算は27年○和田統計調査課長

、 、度なんですけれども 平成26年度でいきますと

遅いところが３月30日とか、これは佐賀県さん

、 。ですね ３月末までにはほぼ出そろっています

ただ、26年度というのは、基準年というのが

ございまして、平成17年基準年で計算しており

ます。平成27年度からは、23年度に基準年を改

定しており、その作業に各県時間がかかってお

りますので、昨年度より多分遅くなるのかなと

いう推測をしてございます。

ぐだぐだ聞きましたが、要は国で○中野委員

既に実数として出ているわけよな。これを見ま

したが 出ている それで ちょうど中２年たっ、 。 、

て発表ですから、国のほうは歴年ということだ

から、12月31日までのデータ、次のページを見

れば歴年でもないような数字があるんですが。

国が全国をまとめてこのように出るから、宮崎
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県は早いほうとかいう数字はわかったんだけれ

ども、何かいろいろ計画を立てたり、いろんな

指標になるために、位置づけを決めたり使うわ

けだから、もっと早くならんものかなと、そう

いう気がするんですよね。

この前も言いましたが、国というのは速報値

なんですかね これはきちんとしたデータがあっ。

て出た数字なんですか、既に国は発表している

んだけれど。

国の場合ですけれども、○和田統計調査課長

国は平成28年度の国民経済計算というのを平

成29年12月22日に公表してございます。

データをとるのがうまいのか、日○中野委員

ごろのデータの把握がいいのかどうか知りませ

んが、早いですね。県も本当に早くしてもらっ

て、その数字をもとにして、次の政策をどうす

ると。来年度は長期計画の見直しをするという

話ですが、そのデータになるのは恐らく27年度

のデータをもとにしていろいろとされると思う

んですよね。

、 、そうすると 31年度以降のものをどうするか

その先をどうするかというのに、３年前のデー

タをもとにして、そして四、五年後先をどうす

るというわけだから。この前も人口のとり方が

基準年度をした場合に、さかのぼったら全然差

があるわけでしょう。

だから、こういうものを含めて、近似値を求

めて、その近似値でずっとしていくと。それに

対して５年後は10年後は30年後はという、そう

いう求め方をしてもらうと、政策の打ちようが

あるような気がするんですよね。そういうこと

、 。 、を感じたので あえて しかし法的根拠も云々

ないとかいろいろでしたから、ということは宮

崎県が勝手にしてもいいという話ですから、国

もそういうことでしていると思うんですよね。

まねをしてやってくださいよ。ぜひ、お願いし

ておきます。

、 、それから 日豊本線の高速化調査の件ですが

県費を使って、こういうデータが出ました。Ｊ

Ｒに対しては、今から要望だということですよ

ね。県の言うことを聞かんＪＲがどんどんワン

マン化にする、路線の便数を減らしていく、そ

こにこういうのでしたけれど、もっとスピード

を上げてくれ、向上してくれと言った場合に、

どのくらいの効き目があるものですか。

確かに、私も減便等の問○小倉総合交通課長

題があった関係で、ＪＲが本当にこういった要

望に実際話を聞いてくれるのかどうかというこ

とも大変気になったので、本社にまで確認をさ

、 、せていただいたんですけれど 彼らからすれば

、基本的に減便の効率化の問題とこういう高速化

ある意味、利便性の向上の問題というのは別だ

というふうに一応説明は受けております。

あくまで投資に対して効果があるかどうかと

いうことが問題であって、それと効率化の問題

の話とはまた別ということで、そこは地道に我

々としてはこれまで以上にというか、これまで

どおり要望を続けていくところかなと思ってい

ます。

要望はどんどんしてもらわないか○中野委員

んと思うんですけれども、ワンマン化もちょっ

とばかり見直しというか、自分たちで乗ってい

る人のチェックをするために要員をそのままと

いうふうに、この前の事前説明では聞こえまし

、 、たが 高速を図ってスピードをどんどん上げて

ワンマン化になれば危険性がふえるということ

になりゃせんですかね。だから、果たしてそう

いうこと等を県が要望していくのが、何か矛盾

を感じるような気がするんですよね。

新幹線はもちろん速度が○小倉総合交通課長
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上がることで、何か大きな事故が起きているわ

けではないんですけれど、速度が上がることで

何か安全面に影響があるというようなことは、

多分ＪＲ側も説明はしないし、そういうふうな

話は聞いておりません。

コストという面でも、なぜそこまでかかるか

というと、レールの改良ですとか、枕木の交換

ですとか、それを木材から石に変えるとか、そ

ういったことである程度安全投資にそれなりの

コストをかけるということでもって、ここまで

の経費がかかっているということかと思います

ので、速度が上がることでどうこうということ

ではないかなと思っております。

それから、経費の推定もしてある○中野委員

んですが、過去にこういうのを調査して、そし

て速度化というか、速度を速めるということで

工事をした例がありますよね。その場合の工事

の負担というのは、全部ＪＲが持ったものです

か。

過去、延岡と宮崎間で、○小倉総合交通課長

そのときは110キロ化ということで、高速化の工

事を平成３年から５年度にやっております。こ

のときの負担としては、事業費の半分を県が負

担しているところでして、ＪＲの負担率として

は38％ですので約９億円です。事業費の全体が

約25億でしたので、約９億円程度の事業費、半

分は県が負担していたというところでございま

す。

暫時休憩します。○二見委員長

午前11時59分休憩

午前11時59分再開

委員会を再開します。○二見委員長

、 、○中野委員 かえって 前も言ったんだけれど

陸の孤島宮崎県ですから、こんなに多額の経費

が想定されて、ひょっとすると半分は宮崎県で

持てと言われた場合、こういうお金は別に使っ

て、かえってゆっくりしてきたほうが宮崎でい

いよというような、何か逆手にとった政策をし

たほうがいいような気がするんだよな。

どうしてもスピードを上げたいという人は、

立派な空港があるから飛行機で来なさい、あと

はのんびりして、ゆっくり汽車で来なさいと。

個人でめいめいで行きたい人は高速道路がある

わけですから、私は鉄道に対する政策、新幹線

は別として、在来線の政策というのはそういう

ふうに別の視点から政策をというか、したほう

がいいような気がするんだけれどな。

委員の御指摘は承りまし○小倉総合交通課長

たということで、ローカル線はローカル線で、

また維持について今後も非常に努力して、利用

促進事業もやっていかなければいけないという

ところにございます。一方で高速化、速達性の

向上を図ることで、高速道路はいい例かと思い

ますけれども、経済効果、ストック効果という

ものが大きく出てきているというような状況も

あります。

入り込み客数もふえてきているというような

こともありますので、そういったところも踏ま

えてどこがいいのか、一方は一方でちゃんと利

益、メリットがあるということも踏まえて、総

合的に検討していく必要はあるかなとは思って

おります。

昔、交通標語に「狭い日本、そん○中野委員

なに急いでどこへ行く 、スピードが上がれば交」

通事故が発生して、死亡事故が発生しますよ、

あの世へ行くんですかというような標語だった

。 。と思うんですよね そのことを思い出しました

答弁は要りません。あとは午後。

それでは、暫時休憩します。○二見委員長
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午後０時１分休憩

午後１時７分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

次に、10ページについてお尋ねし○中野委員

ます。

県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目

標ということで、例えば農地が６万6,500ヘクタ

ールということですが、現実的に耕作放棄地と

か、そういうこと等でした場合に、これよりも

現実の面積が下回っているということはないん

ですかね。

これは、農政水産○奥中山間・地域政策課長

部のほうの統計資料等からの統計上の数字でご

ざいます。ですから、実態と若干合わない部分

はあるかもしれませんが、統計上の数字として

はこの数字ということであります。

耕作が放棄されておっても、農地○中野委員

は農地だということで、数字だけがただ上がっ

てきているのかなという気がしたものだから、

質問しました。いかにして耕作放棄地が発生し

ないようにするのか、放棄地になったところを

また再開するのか、その辺のこともいろいろと

取り組んでほしいなと、こう思います。

それから、空き家の実態把握とありますが、

現に実態把握をされていると思うんですが、そ

れには国なり県なりの予算措置がされて、調査

というのがされているわけですかね。それぞれ

の市町村が独自にしているわけですか。

統計資料といたし○奥中山間・地域政策課長

ましては、５年ごとに住宅土地統計調査という

のが行われておりまして、最新は平成25年でご

ざいますが、統計調査の中で空き家の実態も把

握されているということでございます。

ちなみに、空き家の数等にあわせまして空き

家の特別措置法というのが先般できましたけれ

ども、この調査によりまして、特定空き家の調

査というのがまた別途ありまして、実態調査に

つきましては各市町村が個別に実施をしている

ということでございます。

ぜひ、こういう調査を徹底しても○中野委員

らって、そして最後のほうに改善と利用・活用

の促進とあるわけですから 利活用の促進を図っ、

ていただくようなものになるように、よろしく

お願いしておきます。

次に、記紀編さん記念事業の取り組み状況に

ついてお尋ねしますが、14ページの首都圏での

講座、例えば國學院大學と宮崎県連携講座、受

講者27名とあるんですが、こういうのは受講者

が27名おって、そういうメンバーが繰り返し５

回、講座を開かれて、そこに参加したというこ

とですかね。

そのとお○米良記紀編さん記念事業推進室長

りでございます。27名の方が、毎回受講される

という形でございます。

では （１）から（３）まで、実際○中野委員 、

の出席者がどうだったかというのを教えてくだ

さい。

済みませ○米良記紀編さん記念事業推進室長

ん、ちょっと調べますので、少しお時間をくだ

さい。

調べる間に、この講座ごとの予算○中野委員

は幾らですかね。

講座ごと○米良記紀編さん記念事業推進室長

に予算組みがしてございませんで、大学との連

携講座全体でということで、今年度の当初予算

が218万2,000円ということになっております。

（１）から（３）まで合計がとい○中野委員

う意味ですか。

次のペー○米良記紀編さん記念事業推進室長
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ジもございます。そこまで含めてということで

ございます。

関西、福岡まで入れて、合わせて○中野委員

二百何十万じゃったですかね。

218○米良記紀編さん記念事業推進室長

万2,000円です。

回答がないと、質問が進められま○中野委員

せん。

218○米良記紀編さん記念事業推進室長

万2,000円になります。

人数のほうです。○中野委員

少しお待○米良記紀編さん記念事業推進室長

ちください。

次に進みますが、15ページの下の○中野委員

ほうですが、首都圏での神楽の公演 （１）の國、

學院とのですが、申込者が1,873名もいて465名

が参加、そして国立能楽堂のほうは2,271名おっ

てわずか550名ですが、なぜこんなに申し込みは

多いのに実際の参加者が少ないんですか。

それぞれ○米良記紀編さん記念事業推進室長

会場のキャパシティがございまして、定員が500

名、600名というぐらいのものになっております

ので、申し込みは多数ございましたけれども、

お断りをしている分がたくさんあるということ

でございます。

キャパシティがと言われたが、○中野委員

（１）と（２）は何名なんですかね、座席数と

いうんですかね。

國學院大○米良記紀編さん記念事業推進室長

學が556、国立能楽堂が627です。

ということは、今言われた数字と○中野委員

参加者数の間は 実際は参加できたのに来なかっ、

たということになるわけですか。

そのとお○米良記紀編さん記念事業推進室長

りでございます。これは無料公演ということで

行っておりまして、実際は少し定数を超えて整

理券は出しておるんですけれども、やはり当日

のキャンセル等がございまして、実際、最終的

には定数を下回る数ということになっておりま

す。

今、整理券と言われたが、整理券○中野委員

はそれぞれ何名分発行されたんですか。

正確な細○米良記紀編さん記念事業推進室長

かい数字がございませんけれども、おおむね１

割から２割程度プラスした数字で出しておりま

す。

國學院大學のほうが715名の方に、先ほど整理

券と申し上げましたけれども、聴講券というこ

とになると思いますが、出しております。

国立能楽堂は。○中野委員

能楽堂○米良記紀編さん記念事業推進室長

が641名の方に出しているということです。

、○中野委員 大体４倍ぐらいの申込者がおって

そして整理券を発行したら、半分までいかない

けれど、715名が465ぐらいしか来なかったとい

うことで、かなりの人が来ないんですが、これ

は普通なんですかね。せっかく1,873名分希望者

がおられたのに、座席数が556名あるわけですか

ら、満杯になるような策というものは、今まで

の経験からしてなかなか難しいものですかね。

せっかくいい事業になったと思うんだけれど、

そういうことを思いました。

委員が○米良記紀編さん記念事業推進室長

おっしゃるとおり、ここは私どもとしても苦慮

、 、しているところでございまして 内容によって

あるいは天候であったりとか、いろんな要件で

左右されるところが大きいかと思いますけれど

も、大体６割から８割ぐらいの幅で、当日来ら

れない方が２割から４割程度という幅で、その

ときそのときでさまざまございます。
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一方で、会場のキャパシティがございますの

で、もし多過ぎて入り切れないというようとこ

ろも考えながら、どこまでとるかという判断を

その都度しているところでございます。できる

だけ定数に近くなるように、またいろんな検討

をしていきたいとは思います。

前の段階の質問の回答をしていな○中野委員

い。わずか27名のメンバーなのに、９月30日は

何名来たとか把握しているはずだがな。

國學院大○米良記紀編さん記念事業推進室長

學の連携講座でございますが、９月30日の第１

回目から、26名、25名、21名、23名、22名とい

うふうになっております。

それから、早稲田大学につきましては、今現

在、１回ごとの数字が手元にございませんけれ

ども、大体75名、５名ぐらいの欠席で推移をし

ていたということでございます。

それから、３番、東海大学につきましては、

これは各県での連携講座になっていまして、私

ども宮崎県が１月20日の分ということでござい

ますが、この回が37名と報告をいただいており

ます。

例えば、受講者27名のうち大体お○中野委員

おむね出席されておられますが、こういう対象

者というのは何かこういう研究者というか、こ

、 、れに興味があって 将来的には何か研究したり

いろいろそういうことで専門的に勉強していき

たいという人たちが対象なんですか、一般の方

なんですか。

基本的に○米良記紀編さん記念事業推進室長

は、一般の方ということになります。

予算は218万2,000円と言われまし○中野委員

たかね、そのぐらいだからいいとして、どうい

うことが狙いなんですかね。わずか27名を対象

にしてですよ。

都市部に○米良記紀編さん記念事業推進室長

おける宮崎の認知度の向上、神話等の発信とい

うことでございますけれども、県内で行うもの

と違いまして、県外、特にこういった都市部で

はたくさんの方がいらっしゃいますので、でき

るだけこういったことに興味のあられる方向け

、に講座をしたいというふうに考えておりまして

そういった意味で大学でのオープン講座などを

活用しているというところでございます。

余り大衆性のないものですよ。最○中野委員

初から、こういう首都圏とかいうようなところ

でされていますが、余り効果があるのかなと。

、 、こういう専門的にしたい人は 宮崎に来てでも

個人のお金を出してでも来られると思うんだよ

、 。な いろんな講座で調べられると思うんですよ

もっと最初に言った何百人も集まるような、

こういうのがいいような気がするがな。来年度

以降、あとわずかなんだけれど、どういうふう

にされるかわからんけれど、ちょっと工夫され

たほうがいいんじゃないかなと、こんなふうに

思いました。

委員の○米良記紀編さん記念事業推進室長

おっしゃることもよくわかります。宮崎県内で

は、今、委員もおっしゃいましたように、11ペ

ージ、12ページあたりの神話のふるさと県民大

学であるとか、記紀みらい塾であるとか、県民

向けの講座に取り組んでいるところです。

あわせまして、県外、全国に向けて宮崎を発

信したい、宮崎のファンをふやしていく、認知

度を上げていくというようなことで、都市部に

いらっしゃる熱心なファンの方ですとか、好奇

心の旺盛な方に向けて、こういった講座の展開

をしているところでございます。

それをやれと言いたい気もするん○中野委員

ですが、この27名というのはメンバーは人が変
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わらないわけでしょう。その人が繰り返し来る

という意味でしょう。そういう人向けに、こう

。いうのでいいのかなという気がしたんですよね

その人は、一般であっても専門的に知りたい人

だから、もっと別な意味でいろいろ研究やら、

ほっておいてもいろいろされると思うんですよ

ね。

わざわざ27名の方に、ずっとこの講座を延べ

５回もする必要があるのかと。もっと一般に向

けて多くの人に。後ろの２つの事業は （１）は、

これも國學院でしょう。ここでたくさんの人

が、1,873名も申し込まれたわけだから、比較し

て何かそういう一般向けのほうがいいんじゃな

いかなという気がするんですよね。

。 、どっちも國學院 國學院という大学は首都圏

東京にあるわけですよね。同じ大学の講座に来

て、東京あたりの27名を対象に、今月、来月の

。 、講座をされる 研究者がするような話ですから

だから研究者ですか、専門家ですかとお聞きも

したんですよね。

果たして、宮崎県の記紀1300年事業とどうい

う関連性があって、効果があるのかな。

いろんな○米良記紀編さん記念事業推進室長

形で幅広く宮崎を発信したいということで、首

都圏でもこういった連携講座もございますし、

また一方で神楽公演とかをやっておりますが、

その中でも専門家の講師の方に講話をいただい

たりとか、いろんな形でいろんな方々に宮崎に

触れていただきたいということで、その取り組

みの一環というふうにお考えいただきたいと思

います。一つこういった大学との連携講座とい

うものは、いわゆるコア層といいますか、先ほ

どもちょっと申し上げましたけれども、熱心な

ファンですとか、こういったところに興味をお

持ちの方々に専門的な面からも学んでいただい

て、またその方々からの派生といいますか、広

がりを期待してと、そういったところもござい

ます。

いろんな視点からの取り組みの１つだという

ことで、御理解をいただければと思います。

余り理解できませんね。こういう○中野委員

のを毎回一般に公開して、次はいつします、次

はいつしますということで、来る人が入れかわ

り立ちかわりとはいきませんが、来たい人は毎

回でも来ると思うんですよ。そして、27名は限

。 、定されているわけでしょう ＡさんからＢさん

Ｃさんというので27人、同じ人ばかり対象にし

て、繰り返し５回もする必要があるのかなと。

１講座１講座、次はどういうのがあります、

私はそういうものだとずっと思っていたから、

あれっと思ったものだから。なぜ後の数字も聞

いたかというと、こんなに1,873人もいて実際は

限定されておったということで来ない人もおっ

たけれど、神楽とかいろいろ形は違いますけれ

ど、興味のある人はたくさんいらっしゃるわけ

ですから、東京都だけでも1,300万人、人口がい

るんでしょう。

日本の４割ぐらいがあの周辺におるわけです

から、そしてそれを宮崎県の例えば観光か何か

。 、につなげていく 一般にとさっき言われたから

一般をするんだったら大衆性のある何かこうい

う事業をしてもらいたいなと。わずか27名のた

めに、大学がするからといって、大学講座のこ

んなのをするよりもという気がしましたが、工

夫してくださいよ。

委員の○米良記紀編さん記念事業推進室長

おっしゃるとおり、広く多くの皆様方を対象と

した、そういった講座というのも非常に大切か

なと思います。そういった意味でも、神楽の公

演ですとか そういうところでの講座とかもやっ、
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ているわけでございます。

１点、國學院、あるいは早稲田大学との連携

講座は、大学のオープン講座のスキームにのっ

てやっているものでございまして、毎回同じ方

を５回という、そういったスキームの中で連携

してやっているということでございますので、

この分についてはそういった形にならざるを得

ないというところはございます。

例えば、27名のメンバーは、ずっ○中野委員

と今も把握されているわけですか。講座そのも

のは連携だけれど、宮崎県とその人たちの連携

ですよ その人を通じて もっと宮崎を深く知っ。 、

てもらうために、しょっちゅう宮崎に来てもら

うとか、何か名簿で管理されて、いつも情報提

供したり、何かそういうつながりはされている

わけですかね。

今のとこ○米良記紀編さん記念事業推進室長

ろ、そこまでの取り組みはやっておりません。

その辺まで含めて、本当に27名が○中野委員

宮崎県はいいところだと、神話から歴史、ずっ

と深くつながって、いいところだというふうに

思ってもらって、その人をまた中心にもっと宮

崎を知る人がふえたりして、それが観光とかい

、ろんな意味合いで非常に宮崎県の発展というか

我々県民のためによくなるというのであればい

いけれど、何も後の管理もしていない。

この27名の名前を教えて。今は個人情報です

から教えんでも せめて宮崎県が把握して せっ、 。

かくこんなふうに１年間通して、こういう人た

ちは過去も来ていらっしゃるのかもしれません

よ。

同じことを何年も続けているから、そういう

人ぐらいはちゃんと管理して、それこそ宮崎県

とのつながりを深めてもらって、いろんな情報

を流したり、資料提供したりして、もっと深い

つながりをつくってもらって、宮崎県のために

ならないと意味がないですから。日本全体のこ

となら国にしてもらえばいいわけですので、宮

崎県がする行事ですから ただ研究者のためじゃ、

なくて、受講者のために宮崎県が何をするかと

いうふうな視点にしてもらいたいと思いますよ

ね。

少数のためのというのは余りいただけません

ね。門戸を開いた講座に、もし来年度計画があ

れば、まだ来年度事業の発表はないけれど、変

更してほしいと思います。

宮崎県県民経済計算だけれど、県○緒嶋委員

民所得１人当たり、３ページ、231万5,000円と

なっている。これは市町村ごとの所得というの

はわからんわけかな。当然、県の分がわかるな

ら、市町村もわかるんじゃないかと。

、○和田統計調査課長 県民経済計算については

１人当たりの県民所得までは出ますけれども、

今度はそれを各市町村ごとの例えば市町村民所

得ということでは、県のほうでは出してござい

ません。推計値というか、数値の信頼性がない

ので、表に出せないというような考え方でござ

います。

ただ、市町村においては、そこの市町村の県

民所得を自分のところの人口で割って、例えば

どこどこ市の１人当たりの市民所得が幾らだと

いうのを公表されているところはございます。

ただし、県として幾らですということで公表は

していません。

だけど、県民の恐らく平均という○緒嶋委員

、 、 、ことは 市町村ごとにとれば 半分は平均以上

半分は平均下とも見られるわけですよね、平均

だから。そうなると、その中で中山間地と都市

部というか、宮崎あたりでは相当格差があるん

じゃないかと思うんですよね。
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豊かな生活をということであれば、格差がな

いほうがよいわけだ。そうなれば、そういう中

で、政策的に所得の少ない地域に対する政策を

どうとるかという県の１つの方針も出てこんと

いかんわけです。そうなれば、市町村ごとの数

字を出さんことには、県の政策の本当の妥当性

というのも疑わしくなるような気もするわけで

す。

だから、市町村の数字をどうしても私は出す

べきだと思っているんですね。これは市町村ご

とに出してもらってもいいと。そういう全体を

見る中で、県の政策をどうとっていくかという

ことが私は重要だと思っているけれどね。

統計調査課におきまして○和田統計調査課長

は、県民経済計算以外に冊子をつくっておるん

ですけれども、市町村民経済計算の冊子という

のもつくってございます。先ほど申しましたよ

うに、各市町村ごとの１人当たりの市町村民所

得は県のほうから出していないんですが、今、

委員がおっしゃったことを踏まえて、前提条件

づきですけれども、こういう条件だからあくま

でも参考値ですよとか、そういう言葉を入れて

、お示しすることはできるのかなと思いますので

研究してまいりたいと思います。

。○緒嶋委員 それは絶対必要だと思うんですね

１つの計算の方法はある程度統一せないかんだ

ろうけれど、そういうものの中で、いろいろな

ものをそういう数字的に見て、本当にどうかと

、 、いうのじゃないと 観念的とか概念的にこうだ

ああだということだけでは政策というのは立て

られんと思うんですよね。そういうことになる

と、これは県民所得についてはもうちょっと、

平均がこうですということはそれはそれでいい

けれど、それだけでは私は本当に宮崎県の全体

の型というのが見えてこんというふうに思いま

すので、研究してみてください。

それから、県民総生産の中で、今、いろいろ

建設業の皆様方の深刻さが伝わってくるんです

けれども、26年度も3.5％のマイナス、そして27

年度も7.6のマイナスですわね。いわゆる建設業

の厳しさ、これは増加率だから、これだけ減に

なっているわけですね。こういう状況というの

は、相当いろいろな意味で政策的に考えていか

なければ、建設業は衰退する一方と見てもいい

んじゃないかなと。

そのことが宮崎県の安心・安全というか、将

来的にいろいろな災害のおそれがある中では、

これは大変なことになるんじゃないかなという

気がするわけでありますので、このあたりも県

、の政策としてどうあるべきかということも十分

これは総合政策部の中でも研究してもらわない

かんのじゃないかなという気がいたします。

それから、日豊線の高速化調査の結果、中野

議員の発想もあったわけですけれども、これは

結果はこういうふうに出てきたわけですが、問

題は県の政策として、結果が出て何もしません

ということでは。県民は鉄道の高速化について

の期待感は全体としては大きいわけですね。特

、 、に 日本の中の宮崎県という中で見た場合には

宮崎県の経済的な発展のためには、高速道路も

ですが、社会資本の整備のおくれが宮崎県の経

済的な発展を阻害している要因になっているこ

とは間違いないわけですよね、マイナス的な意

味で。

そういうことを含めた場合に、将来、いろい

ろな計算を踏まえた上で、整備効果とか書いて

ありますが、これを踏まえて今後どう進めてい

くのかと。これはこれで終わりですということ

になるのかどうか。西のほうは新幹線、鉄道も

複線化、そのほか高速道路も九州高速道路の西
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側に、ずっと鹿児島から熊本、佐賀までもでき

よるです。50％できとるんですよ。

こっちはまだおくれておる、そういうことを

考えた場合に、鉄道網の整備をどうするかとい

うのは、将来的な目標というか、それは立てて

いかんと、県は何をしておるのかということに

。 、 、 、 、もなる また実際 建設するために 国 ＪＲ

地元の負担がこうなっているけれど、負担率、

負担区分は正確にはどういうことになるんです

か。

まず、負担区分のほうか○小倉総合交通課長

ら御説明させていただきますと、これは本当に

いろいろな協議の中で決まってくるということ

しか言いようがないところではあるんですが、

先ほども説明しました延岡―宮崎間が平成３年

度から５年度までやったときに関しましては、

それによって利便性を得る、メリットが得られ

るということもあって、地元とＪＲと旭化成さ

んと三者で協議をした上で、それぞれ負担をし

たということで、その中でもおおむね13分の短

縮を達成したところでございます。

今回の結果を受けて、実際に負担をどうする

かというところになりますと、もちろんＪＲと

も協議をしていく形になりますけれども、もち

ろんそれでもって地元はどう負担するのか、も

しくは企業さんを含めてどう関係性を持たせる

のかという点は、議員がおっしゃるように、今

後の議論のあり方、進み方で、いかにメリット

を示せるかどうかというところにかかってくる

のかなというふうに思います。

宮崎―延岡間は既に高速化されている中で、

整備効果としては宮崎―鹿児島間が高いという

ふうに書いておりますけれども、今後、こうい

うところができるのかどうかも含めて、少しよ

く考えていかなきゃいけない。もちろん、今回

の調査結果が、新幹線との比較の中で出してい

るというところもございます。

県としては、知事を会長にして期成会を立ち

上げて、新幹線の整備ということでも推進して

いるという立場でもありますので、それを今後

どうしていくのか、どちらかということではな

くて、どちらもしっかり可能性を見きわめてい

きながら、県民全体でどうすべきか議論をして

いくということの発端としてのデータであると

思います。

もちろん、今後、議会とも相談させていただ

きながら、そこはよくよく進め方については検

討していきたいなと思っています。

長崎新幹線は部分的に整備が進ん○緒嶋委員

でいるわけですよね。長崎駅も今は着工してお

りますが、いろいろなことを考えても、宮崎県

としては何もしないというわけにはいかんと思

うんです。東九州新幹線の建設促進の協議会が

できたというのは、一応つくるという前提がな

ければ、そういうものをつくる必要もないわけ

であるので、そういうことも含めた場合、これ

はすぐにできることではないけれども、手順を

踏まえて前に進むということはある程度明確に

していかないかんのじゃないかなと。

このような結果が出ましたというだけでは、

私は政策として、政治としてはおかしいんじゃ

ないかと。どうですか、今後の取り組みについ

て。

先ほどの答弁のとおり、○小倉総合交通課長

今後、今回の基礎データをどう使っていくかと

いうことについては、よくよく検討していく必

要があるかなと思います。地元とかに、どうい

うふうにしてＰＲをしていくかというテーマに

、 、ついても また検討していきたいと思いますが

実は国のほうで同じような高速化手法に対する
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課題とかコストの検討を今年度と来年度で全国

的なネットワークの調査ということで実施して

いるというところがございます。

これは、実は在来線だけではなくて、整備新

幹線のあり方という点でも、ミニ新幹線にする

、 、 、のか 整備新幹線にするか フル規格にするか

それが単位当たりでどのぐらいのコストがあっ

て、課題がどうなるか、そういったことを実は

国がかなり綿密に来年度にかけて調査をしてい

、 、るところがありまして それが今後出てくると

ある程度、各地方部においても、特に基本計画

路線である地域においても、どうすべきかとい

うことの議論が噴出してくる可能性があるかな

と思いますので、そういったタイミングをつか

まえて、準備をしていく必要があるかなと思っ

ています。

国との連携は当然必要だと思いま○緒嶋委員

、 。すので 十分検討していただきたいと思います

それと、県土の利用目的の区分でありますけ

れども、27年から39年になっている。途中でこ

れを見直すということは当然あるべきだと思う

んですけれど、そのあたりの手順はどうなるわ

けですか。

国土利用計画につ○奥中山間・地域政策課長

きましては、10年間の計画になっております。

何か大きな変更があった場合にはもちろん見直

しも必要かと思いますが、これまでの例でいく

と、今までは見直しをしてきたということはご

ざいません。

農地にしても、このまま減少率が○緒嶋委員

マイナス2.1ならいいけれど、耕作放棄地とか、

いろいろ我々は考えるときに、農業従事者の減

少等を考えた場合にはとてもじゃないと思うん

です。

それと、私はこの前も言ったことがあるが、

工業用地なんかも、今度はキヤノンが高鍋に来

ることで、面積があそこだけでも大分あると思

うんですが、これもわずか４ヘクタールしか39

年までに増加せんというのがどうも私は理解で

きんとです。これは統計のとり方でこうなると

いう話も聞いたわけですけれども、本当にこれ

でいいのかなという気がするんですが、４ヘク

タールしかふえんとですよね。

ちなみにでござい○奥中山間・地域政策課長

ますが、第４次の計画で、工業用地の目標は10

年間で3.0％増という目標をつくっておりまし

た。ただ、実際に今見てみますと、平成27年度

現在でマイナス4.6％という数字でございます。

これは、統計のとり方というお話がありまし

たが、この統計につきましては、従業員10人以

上の事業所の敷地ということでございます。で

すから、本県の場合、いわゆる大きな製造業の

企業が少なく、食料品製造業ですとか飲料製造

業、木材業とか、そういった中小企業事業所が

多い関係で、実際に統計をとると、こういう数

字になろうかというふうに考えております。

これは、数字的にはこのとおりに○緒嶋委員

いかないこともあるということで、理解したい

と思います。

それと、記紀編さん事業ですけれども、本当

に宮崎県は歴史ある地域であるので、記紀編さ

んの10年間をいかに有効に持っていくかという

ことで、将来的に宮崎県の観光的な意味を含め

て、すばらしく充実したものになっていかない

かんと思うんですけれども、今のところ、なか

なか記紀編さん事業というのが盛り上がりが私

はいま一つ見えてこんような気もするわけです

、 。が そのあたりをどのように考えておられるか

こういうふうにいろいろやられることはいい

んですけれども、それによって県民に記紀編さ
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ん事業に対する理解がどこまで進んでおるのか

なという気がしてならんわけですが、そのあた

りはどう考えておられますか。

記紀編さ○米良記紀編さん記念事業推進室長

ん事業、委員のおっしゃるとおり、2012年から

９年間の事業ということで取り組んでおりまし

て、いよいよ後半戦に入ってくるところでござ

います。これまで、まずは県民への意識を上げ

ていく、あるいは県外に向けて発信していくと

いうところからの取り組みから始まりまして、

それを充実・発展をさせながら、また事業の拡

大等を行いながら、今、取り組んでいるところ

でございます。

こういったこれまで積み重ねてきました取り

組みを、あと2020年までにさらに充実・拡充を

していって、またその後に定着をしていくよう

な形でいかないといけないと十分思っておりま

す。残りの期間、これまでの取り組みに加えま

して、さらに創意工夫をしながら取り組んでい

きたいと思いますし、また2020年は記紀編さん

の集大成の年であるとともに、国民文化祭等も

ございますので、そういったところとの連携も

図りながら、より県内では県民に浸透していく

ように、そしてまた県外に向けて発信できるよ

うに取り組んでまいりたいと考えております。

、 、 、○緒嶋委員 それと こういう文化的 伝統的

芸能的なものは、今はなかなか後継者をいかに

守っていくかというか、継続させてやるかとい

うのをやらんと、イベントだけやっても、実際

は高千穂でも夜神楽するところが毎年１カ所ぐ

らいずつ減っておるわけです、部分的には活発

だけれど、全体的なものは。世界農業遺産でも

伝統的なものは重要な位置づけにもなったんだ

けれど、実質的には後継者不足というのが物す

ごく深刻なわけですね。

だから、後継者をいかに育てていくかという

視点も持ちながらやらんと、イベント的に華々

しくやるだけでは後が続かない。だから、後継

者を育てていくために、県は何をすべきかとい

う視点を取り入れていかんと、なかなか継続し

て将来にわたって、歴史ある伝統的な芸能とい

うか こういうものを存続することは難しくなっ、

てくると。

だから、そこ辺はそれぞれ地域の市町村、あ

るいはこういう伝統的な組織のある中で十分検

討していかんと 私は将来的にはこういうのが10、

年過ぎたら 逆にその後は衰退してしまうんじゃ、

ないかというおそれがあるので。それを県は、

これは教育委員会も含めて、どういう形でそう

いうものを継続的に、伝統ある組織を守ってい

くかという視点をもうちょっと私は組み入れて

もらう必要があるんじゃないかなと思うんです

が、そのあたりはどうですか。

緒嶋委員のおっしゃると○日隈総合政策部長

、 、おりでして まず記紀編さんの取り組みの中で

神楽のお話で申し上げると、最終的には時間が

かなりまだかかるんですが、ユネスコ無形文化

遺産登録を目指して、その道筋をつけていきた

いということで取り組んでいるわけですが、一

方、課題として、今、担い手のお話がありまし

た。

それぞれの中山間地域においては、我々も取

り組んでいるんですけれど、人口問題という非

常に大きい課題があります。地元に定着してい

く、いわゆる学卒者の地元就職率の問題、ＵＩ

、 、Ｊターンの問題 そういうものを克服しながら

それでもまだ足りないかなというふうに認識し

ています。

そこのところは、これから恐らく流動人口の

中でも関係人口というんですけれども、一遍出
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た人、あるいは全く縁のない人でも、そういう

担い手になっていただくような人に年に何回か

来ていただいて、無形文化遺産を担っていただ

くと。そういう人まで視野に置いて、こういう

文化遺産については継承していく必要があるの

かなというふうに思っております。

いろんな手段はあるんですけれども、地元が

まず第一でございますが、そこらあたりまで視

野を広げて、文化遺産については継承というこ

とで頑張っていきたいと思っています。

今、部長が言われたとおりであり○緒嶋委員

まして、関係人口の中で、県の職員の方なんか

も西臼杵支庁に勤務されて、神楽を覚えるとい

うか、されておる方がこの中にもおられるかも

しれませんが、そういう人が頑張っておられる

し、先生も五ヶ瀬とかの地域で教職をしながら

神楽を覚えて、年に１回、夜神楽のときはまた

五ヶ瀬においでいただいて、神楽を33番あると

何番か舞っていただくというような人もおられ

るから、関係人口、リピーターを含めて、そう

いう人とのつながりを守ることで、地元の人も

元気づくわけですね。

関係人口が来て、そういう関係を深めること

、 、 、も 仲間意識というか 地域意識が強くなって

大変重要なことだと思いますので、そこ辺も含

めて今後の課題として十分取り組んでいただき

たいということを強く要望しておきます。

ほかにありませんか。○二見委員長

15ページの記紀編さんの中で、東○松村委員

京オリパラ開会式へのアピールということで、

これも大きな課題であったわけでございますけ

れども、このあたりはどうなんでしょうかね。

日本の誕生、神話を開会式のイメージとして取

り入れてもらいたいというようなことで、また

ＵＭＫの何か「ドラマティック古事記」とか、

その辺との関係とか、向こうのプロデューサー

も含めて、誰がするのかわからないけれど、何

、かやっていくんだというお話を聞いていたので

記紀編さん事業の取り組みで、東京オリパラ開

会式での採用に向けてというのは、何かがどこ

かに入っているんですか。

オリパラ○米良記紀編さん記念事業推進室長

開会式の天岩戸開き神話の採用についてという

ことで、ここ数年来、知事を先頭に国や関係機

関への要望活動でありますとか、さまざまな情

報収集等を行っているところでございます。今

年度につきましても、国への要望活動を行いま

、 、したほか 私どもも組織委員会でありますとか

開会式の受託事業者が電通ということで決まり

ましたけれども、電通のほうにも足を運びまし

、 。て さまざま情報収集等をしているところです

ただ、総合コーディネーターがまだ決まって

いないということで、全てはここが決まらない

とというようなお話も再三いただいている状況

なものですから、私どもの取り組みであります

とか、宮崎の神話の魅力ですとか、そういった

ものは引き続き訴え続けながら、情報収集に努

めていきたいというふうに思っております。

かなりハードルが高いでしょうけ○松村委員

れど、チャレンジして、ぜひつかんでいただけ

れば、記紀編さん集大成の2020年、オリンピッ

クの年ですから、非常にうまくいきますし、関

連イベントとしての芸文祭もまた輝くでしょう

から。あくまでも芸文祭は記紀編さんの集大成

の中の一こまだと思うので、10年間の結果とし

て、その結果、神話のふるさととして、宮崎に

たくさん人が来るという結果が出てくるための

事業であると私も認識しておりますので、とり

あえずはオリンピックをよろしくお願いしたい

なと思っております。
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それから、鉄道、７ページの時間短縮という

のは、あくまでも条件的には駅に待ち合わせが

ないということを前提で、複線化じゃなくて今

の単線で、駅にはちょっとしかとまらないとい

う計算ですよね。

そうですね、複線ではな○小倉総合交通課長

くて、基本的には駅に滞在して、駅間での移動

時間の短縮という形になります。

在来線というと 駅にとまらなかっ○松村委員 、

たら今でも結構早いんですよね。例えば、日豊

本線というか、大分方面は。延岡方面と、鹿児

島方面は非常に遅いですよね。景色がゆっくり

見えるから非常にいいですけれど、駅でとまっ

ている待ち合わせ時間が長いんですよね。だか

ら、定時定出というか、そういう期待には余り

応えられない日豊本線なんです。

例えば、延岡―宮崎間って、ゼロ秒しか変わ

らないんですよね。110キロ、これは今の現状と

いうやつですね。お金をかけた割には、余り変

わらないなということにもなりますし。

ゼロ秒は既に110キロ化さ○小倉総合交通課長

れているということで、単純計算ではあるんで

すけれども、既に高速化が図られていると。宮

崎―延岡間も既に110が最高ですので、110キロ

を前提にするとということでゼロ秒という形に

はなりますけれども、御指摘の駅に滞在すると

いう意味では、例えば駅間、駅の改良というも

のも、実は今回、全体で言いますと13駅ほど、

１線は特急がすぐできるようにできるとか、少

し駅の構造を変えるとかというのも入ってはい

ます。駅改良の中にはそういうのも入っていま

す。

そこらも含めて短縮効果には一応入っている

、 、んですけれども いわゆる複線化という点では

今回、対象には入れていないというか、そこで

大きくスピードが変わるというふうなＪＲの見

解では実はないというところがありまして。あ

くまで供給量をふやすための複線化であって、

スピードがそれだけ大きくふえるわけではない

という。待合時間というのはあるかもしれませ

んけれど、一応そういう見解の中で調査がされ

ているところでございます。

複線になると、おくれないという○松村委員

ことはありますよね。わかりました。

今のページのところですが、聞き○中野委員

忘れておりました。説明があったんだと思うん

ですが、申しわけありません。短縮の参考の調

査結果の表ですが、一部新線建設、大分―宮崎

間では佐伯―延岡間、宮崎―鹿児島間では宮崎

―国分間、この区間は今の路線を新しくどこか

につくるというわけでしょう、そこを教えて。

どこからどこに路線を変えるのか、用地代は含

まれないというが、用地代が出たら、かなりま

たプラスになることですよね。

おっしゃるとおり、佐伯○小倉総合交通課長

―延岡間と宮崎―国分間で計３カ所、短絡線を

。整備するということで調査結果が出ております

１カ所目が、これは佐伯―延岡間のうちの直川

駅から市棚間、県境を挟むんですか、ここを短

絡でずばっとトンネルで抜く、直線化すると。

計20キロ程度ですけれども、そこを抜くという

感じになっております。間に２駅ありますけれ

ども、その２駅は通らないルートにするという

形になります。

２カ所目が、これが日向沓掛から山之口間で

すね。これは南側になりますけれども、ここも

間に田野駅や青井岳駅がありますけれど、そこ

を通らずに、間20キロ程度を短絡線で抜くとい

うところになります。

３カ所目が財部―国分間ですね。こちらは、
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、 、４駅程度飛ばして 霧島神宮駅なども飛ばして

、間22キロ程度を短絡で抜くというような中身で

ここで大きな効果が出ていると。

そのかわり、それぞれ大体１カ所当たりおお

むね800億程度の試算が出ていますので、それに

大きなコストがかかっているというところに

なっております。

今の区間やらは、説明を見ながら○中野委員

やったけれど、どこに書いてあるんですかね。

今言われたのが、我々の資料のどこに。

それの箇所に関しては、○小倉総合交通課長

資料の中には入っておりませんので、もし必要

であれば後で。

一番お金がかかるところで、他県○中野委員

の了解ももらわないかん、トンネルというから

地主は関係がないかもしれんけれど、今までの

。日豊本線をどこかへ変えるというわけでしょう

トンネルを抜けたら真っすぐ行くということな

んでしょうが、それを入れたらかなりお金がか

かるというわけですから、そのときに地方自治

体の県下関係市町村の負担が要るとなれば、宮

崎県はお金を出すつもりだから調査もしたんだ

と思うけれど、大分、鹿児島県に今から頭を下

げないかんわけでしょう。そのことが一番金額

が跳ね上がっているわけですから、そういうふ

うにしたいという考え方でも、何となく大分県

にも鹿児島県にも、あるいはＪＲにも一応は構

想みたいなことの話はされているわけですか。

調査結果まで含めて、隣○小倉総合交通課長

県に話をしているというわけではないんですけ

れども、調査をこういう要領で我々の県でやっ

て、県内の高速鉄道のあり方を検討するという

趣旨では、隣県にもお知らせはしているところ

です。

せっかくだから、区間について、○中野委員

地図やら何やら我々にも教えてほしいな。あな

たなんかは見ながら言ったけれど、我々にも教

えてくださいよ。夢でありますから。

わかりました。資料につ○小倉総合交通課長

、 。いては また後ほど御提供させていただきます

ほかにありませんか。１点いい○二見委員長

ですか。

県民経済計算についてお伺いしたいんですけ

れども、これは今回出てきたということなんで

すが、大体27年度の宮崎県と国の動きというの

を見たときに、今後、どういうふうに宮崎県政

のかじ取りをしていけばいいのかという。今の

段階では何か大きな判断をされるような見解と

いうのはないんですか。

質問でもございましたけ○日隈総合政策部長

れども、人口問題の関連、あるいは人材確保の

関係、人材不足の関係で、産業人財育成・確保

のための取り組み指針というのを12月に取りま

とめたところです。その中の１つとして、企業

自身も労働環境の改善ということで、特に初任

給を含めた若いところの給与水準等についても

努力していただきたいということを申し上げて

いるところです。

その点で、５ページにちょっとありましたけ

れども、県民所得の分配状況を見ますと、上の

３のところ、企業所得は11.5％上がっているん

ですが、県民雇用者の報酬はわずかに0.4にとど

まっているというような状況もありますので、

企業のほうで分配として労働者のほうに、特に

人材確保のほうにも力を入れていただきたいと

いうことを呼びかけて、当然働く会社の魅力と

か成長性とか、そういったものは必要なんです

けれども、プラス雇用環境もあわせてお願いし

たいというのを、こういうデータから企業のほ

うにもお願いしていきたいなというふうに考え
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ているところです。

ここのところが次に消費に回って、地域内経

済を回していくということにもなりますので、

またそこもないと、なかなか人材不足というの

も解決しませんので、そういった点ではこうい

う分析結果を踏まえて、今後、取り組んでいき

たいというふうに考えています。

、 、○二見委員長 この見方で おっしゃるとおり

。僕もそこがちょっと気になっていたんですよね

特に、企業所得のところが11.5上がっているけ

れど、民間法人企業が16上がっているわけです

よね。個人企業は３％しか上がっていないとい

、 、うことは 中小企業が大きい宮崎地方の中では

個人は上がったとはいえ、まだ苦労はしている

んだろうと。だけど、企業のほうでは、結果的

には所得がふえているというようなことになっ

ている。

であれば、ちょうど僕は27年度ごろ、東北震

災があって、向こうでいろんな公共事業等の需

要がふえるから、人が向こうに流れるんじゃな

いか、オリンピックが決まったから、東京に流

れるんじゃないかというふうな話をしていたと

きに、大体宮崎でも人材不足というか、就職の

相談から、逆に求人の相談に変わってきたとい

うのが大体このころかなというのを今改めて感

じるんですけれども。このときにも既に全国の

ほうでは1.5％の伸びで県民所得が上がってい

る。本県が0.4にとどまってしまったということ

は、これは３年前の話なので、スタートがおく

れたということなのかなと思うんですね。

先日の一般質問での知事の答弁の中でも、県

民所得、給与を上げていかないといけないとい

うこともお話しされていたと思うんですけれど

も、もちろんそこをやらないといけないんだと

思うんです。ただ、これは知事本人にも聞かな

いといけないなと思うんですが、やっぱりこれ

は行政の力というか、政治力なんじゃないかな

と思うんですよね。

こういうデータをもとに、各企業に話をして

進めていくということも大事でしょうし、ただ

そこ辺はリーダーシップをとって引っ張ってい

くという取り組みというのも必要なのかなとい

うように思うんですが、総合政策部として、今

のようなお話を知事に提言というか持っていっ

、 、て 本当に宮崎県のリーダーとして旗を振って

県民、企業、そういったところを引っ張ってい

くんだというところを表にどんどんアピールし

ていくということが今求められるんじゃないか

なと思うんですが、いかがでしょうか。

代表質問、一般質問で知○日隈総合政策部長

事も答弁しておりましたけれども、今、委員長

がおっしゃったとおり、これからのことを考え

れば、政治力というお言葉でありましたけれど

も、やはり企業にそこはしっかり求めて、その

結果として宮崎県にしっかり80万人の人口をキ

ープしていくということが一番考えられるとこ

ろじゃないかなと思います。

学卒の人たち、あるいはＵＩＪターンでもう

一遍こっちに来てもらう、あるいは新たに来て

もらう、そういった人たち、そういったものを

受け入れるためには、せめて全国平均ぐらいの

給与水準、少なくとも若いところ、魅力のある

ところ、そういったところは条件を整えていく

必要があるのかなと思います。

もう一つは、先ほど申し上げたとおり、中核

企業、伸びていく企業をしっかり育てて、魅力

ある企業に育てていくという取り組みも必要か

なというふうに考えています。一応、そういっ

た点については、知事とも随分議論して、知事

みずから産業界に対してもそのお話をしていた
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だいているところです。

そういったことに今後しっかり取り組んでま

いりたいというふうに考えておりますので、い

ろんな場面でまた議会のほうにも御相談しなが

ら進めていきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。

今の県民所得に関連してなんで○前屋敷委員

すけれど、３ページのところに、１人当たり県

民所得が231万5,000円というふうにあるんです

が、県民所得の総体が２兆5,558億円。これは企

業所得も含めた金額を人口で単純に割ったとい

うことなので、１人当たり県民所得という点で

は実態からして正確な数字ではないんじゃない

かというふうに思うんですよ。だから、本当に

今は非正規の方々も多いし、若い世代で低賃金

のところもあるし、そういった意味では231万円

というのはかなりレベルが高い所得になるんで

すよね。

ですから、これがひとり歩きすると、本当に

県民所得を引き上げるという点では、もう少し

、 、データのあらわし方といいますか 公表の仕方

難しいところがあるんでしょうけれど そういっ、

た工夫ができないものなのか。より実態に即し

たもので数字が出るような、そういうものが必

、要じゃないかなというふうに思うんですけれど

それは難しいんですかね。

県民経済計算は、先ほど○和田統計調査課長

内閣府から示されました標準方式というものに

基づいて、１人当たりの県民所得というのは出

すようにしてございます。しかしながら、今、

前屋敷委員がおっしゃったように、それじゃ労

働者の賃金水準とか そのあたりが見えないじゃ、

、 、ないかと 企業所得なんかも入っておりますし

そこあたりがわかりやすくなるように。資料の

１のほうの８ページをごらんください。

資料１の８ページでございます。下のほうに

棒グラフがあるかと思います。

これが県民所得の推移というのをグラフにし

てございます そして 県民所得総体が２兆5,560。 、

億ということで、折れ線グラフで231万5,000円

。 、というのが見えるようになっています そして

白いところが県民雇用者報酬、いわゆる賃金の

ところ、ここのパーセンテージが65.2％という

ふうになっていますので、昨年度より県民所得

の総体から雇用者報酬のパーセンテージが減っ

ているよねというようなことが見えます。その

あたりで、県民所得が、雇用者報酬が伸びてい

るかどうかというのが少しはわかるようにお示

。しをさせていただいているところでございます

８ページのところの右側の単位が、1,000円と

いうのが漏れてございます。申しわけございま

せん。修正をさせていただきます。

そういう形で、しっかり見れば○前屋敷委員

見えるんだということかもしれませんけれど、

押しなべて県民の皆様方がわからないとだめだ

し、私たちも県の目で見るデータ、あれも参考

にさせてもらっているんですけれども、そこま

で詳しくこちらも調査をしながら見るというこ

とはなかなか難しいので、特に宮崎は最低賃金

も最低という状況の中で、県民一人一人の所得

というのが低いというのは実態ですので、そう

いったものが押しなべてしっかり目で見て、単

純にわかるというようなものが必要じゃないか

なと思っていますので、いろいろ工夫していた

だきたいなと思います。

ほかございませんか。○二見委員長

では、最後にその他で何かありませんか。よ

ろしいですか。

それでは、以上をもって総合政策部を終了い

たします。執行部の皆様、お疲れさまでした。
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暫時休憩いたします。

午後２時15分休憩

午後２時21分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

総務部でございます。よろし○桑山総務部長

くお願いいたします。

それでは、本日御審議いただきます議案等に

つきまして、お手元に配付しております総務政

策常任委員会資料により御説明申し上げます。

資料の１ページをごらんいただきたいと思い

ます。

まず、平成29年度２月補正予算案の概要でご

ざいます。

今議会に提出しております一般会計の補正予

算案は、国の平成29年度補正予算（第１号）の

成立及び公共事業費等の国庫補助の決定に伴う

もの、その他必要とする経費について措置する

ものでございます。

補正額は一般会計で104億8,811万4,000円の減

、 、額でありますが 括弧書きしておりますように

このうち、国の補正予算に伴う経費といたしま

して233億5,971万2,000円を計上しているところ

であります。

この結果 一般会計の予算規模は5,774億3,431、

万2,000円となります。

この補正による歳入財源を記載しております

が、主なものを申し上げますと、一番上の県税

が24億円余、それから２つ飛びまして、地方交

付税が同じく24億円余、それから、下から２番

目の県債が22億円余のそれぞれ増額、一方で、

下から４つ目の繰入金が80億円余、それから、

その下の諸収入が90億円余のそれぞれ減額と

なっているところでございます。

２ページをごらんいただきたいと思います。

一般会計歳出の款別の内訳でありますが、こ

の表の３列目の真ん中に、今回補正額の欄に補

、 、 、正額の全体の額を それから その右の４列目

うち国の補正予算に伴うものの欄に、国の補正

。予算に伴う補正額を内数で記載をしております

まず補正額全体といたしましては、上から２

番目の総務費が、県税や地方交付税等の増収に

伴う県債管理基金等への積み立ての増、また一

番下の諸支出金が、市町村への地方消費税交付

金の増等によりまして、それぞれ増額となって

おります。

その他、農林水産業費、土木費で国の補正予

算に伴い増額となっておりますが、その他につ

きましては、いずれも減額でございます。

次に、内数として記載しております国の補正

予算関係でございますが、主なものを申し上げ

、 、ますと 上から３つ目の民生費につきましては

地域における少子化対策を推進するため、市町

村が実施する子育てしやすい社会づくりへの取

り組みでありますとか、結婚に対する取り組み

等を支援する事業などを行うものであります。

それから２つ飛びまして、農林水産業費であ

りますが、ＴＰＰ等関連事業といたしまして、

畜産業の収益性向上を図るため、地域の中心と

なる経営体に施設整備等を支援する事業、ある

いは畜産物の輸出拡大を図るため、ＨＡＣＣＰ

等の国際基準に対応した食鳥処理加工施設の整

備を支援するための事業、さらに木材製品の国

際競争力強化を図るため、高性能林業機械の導

入などを支援する事業、それから、農地の生産

性向上等を図る公共土地改良事業などを行うも

のであります。

それから１つ飛びまして、土木費であります
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が、道路事業等の公共事業を行うものでありま

す。

また、増額としては一番下になります災害復

旧費でありますが、直轄災害復旧事業を行うた

めの県の負担金でございます。

補正予算案につきましては以上であります。

次に、ページ飛びますが、８ページをごらん

いただきたいと思います。

、総務部における２月補正予算の課別集計表を

８ページに記載をしております。

今回お願いしております総務部の一般会計と

特別会計をあわせた補正額でありますが、一番

下の表の太枠で囲んであります補正額の欄にあ

りますように、44億5,157万9,000円の増額補正

であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

になりますが、2,767億3,965万7,000円となりま

す。

次に、９ページをごらんいただきたいと思い

ます。

繰越明許費補正であります。

防災拠点庁舎整備事業につきまして、工法の

検討などに日時を要したことから、翌年度への

繰り越しをお願いするものでございます。

予算議案については以上であります。

次に、特別議案についてであります。

資料の10ページをごらんいただきたいと思い

ます。

特別議案といたしましては、この10ページか

ら15ページまでになりますが、ここに記載の議

案第70号「県税の課税免除等の特例に関する条

例の一部を改正する条例」など、４件について

でございます。

最後に、その他報告事項でございますが、16

ページをごらんいただきたいと思います。

本日御報告いたしますのは、ここに記載して

おります、宮崎県庁における働き方改革の取り

組みについてなど２件ということで、新燃岳関

連の資料も別途お配りしておりますが、それぞ

れ詳細につきましては、危機管理局長及び担当

、課長・室長のほうから御説明申し上げますので

御審議のほどをよろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

次に、議案についての説明を求○二見委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

議案第55号の歳入予算につい○川畑財政課長

て御説明いたします。

。常任委員会資料の３ページをお開きください

今回お願いしております補正予算の一般会計

歳入一覧であります。

それでは、内容について御説明いたします。

太枠で囲ってあります今回補正額の欄をごら

んください。

主なものを申し上げますと、まず自主財源に

、 、つきましては 一番上の県税が24億円余の増額

下から３番目の繰入金が80億円余、１つ飛びま

して、諸収入が90億円余のそれぞれ減額となっ

ております。

続きまして、依存財源につきましては、上か

ら３番目の地方交付税が24億円余、２つ飛びま

して、県債が22億円余のそれぞれ増額となって

おります。

今回の補正による歳入合計は、一番下の欄に

ありますとおり、104億8,811万4,000円の減額と

なっておりまして、補正後の一般会計の予算規

模は、その右の欄にありますとおり、5,774

億3,431万2,000円となります。

次に、４ページをお開きください。
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ただいま御説明いたしました歳入の科目別概

要であります。

県税及び地方消費税清算金につきましては、

後ほど税務課長が御説明いたしますので、これ

以外の主なものについて御説明いたします。

まず、上から３番目の分担金及び負担金です

が、国の補正予算に伴う土地改良事業に係る市

町村からの負担金の増等により、３億7,574

万4,000円の増額となっております。

次に、一番下の繰入金ですが、財政調整積立

金繰入金の減等により、80億6,476万3,000円の

減額となっております。

次に、５ページをお開きください。

一番上の諸収入ですが、各種貸付金元利収入

の減等によりまして、90億5,991万2,000円の減

額となっております。

次の地方譲与税、地方特例交付金及び地方交

付税につきましては、いずれも国の交付決定に

伴い、それぞれ減額もしくは増額を行うもので

あります。

次に、国庫支出金ですが、補正額全体としま

しては 災害復旧事業費の減等に伴い ８億8,943、 、

、 、万7,000円の減額となっておりますが そのうち

国の補正予算に伴うものとして、公共事業費や

畜産競争力強化整備事業に係る国庫補助金等、

あわせて139億円余の増額となっております。

最後に、６ページをお開きください。

上から２番目の県債ですが、災害復旧事業費

の減等に伴う減額はあったものの、国の補正予

算に伴う公共事業等の財源として80億円余追加

発行することから、補正額全体としましては22

億3,551万円の増額となっております。

歳入につきましては以上でございます。

それでは、税務課から県税及び○棧税務課長

地方消費税清算金の補正予算につきまして御説

明いたします。

委員会資料の３ページをお開きください。

まず、地方消費税清算金について御説明いた

します。

表の上から３段目、太枠で囲みました今回補

正額の欄に記載しておりますが、９億2,727

万8,000円の増額補正をお願いするものでありま

す。

これは、清算対象期間であります平成29年２

月から平成30年１月までの本県を含めた全国の

地方消費税額が、当初見込み額よりも多くなっ

たことによるものであります。

次に、県税収入について御説明いたします。

７ページをお開きください。

県税全体につきましては、表の一番上の段と

なりますが、県税計の予算額①の欄のとおり、

当初958億3,000万円を計上しているところであ

。 、ります 今年度の収入見込み額につきましては

現計予算額に比べ、個人県民税、法人事業税等

の税目で増収が見込まれますことから、表の中

ほどの列の収入見込み額の欄のとおり、983

億1,000万円、現計費102.6％と見込んだところ

であります。

その結果、その右の補正額の欄にありますよ

うに、24億8,000万円の増額補正をお願いするも

のであります。

それでは、増減の大きかった主な税目につい

て御説明いたします。

補正額及び備考の欄をごらんください。

まず、上から２段目の個人県民税ですが、個

人所得が増加したこと等によりまして10億5,228

、 、 、万円の増 次に その２つ下の利子割県民税は

郵便貯金の定額貯金について満期となったもの

が多かったことによりまして１億2,046万円余の

増、次に、その２つ下の法人事業税につきまし
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ては、主に建設業、サービス業の業績が堅調に

推移したこと等によりまして５億1,629万円余の

増、その下の譲渡割地方消費税は、本県におけ

る納付額につきましては、昨年度より若干ふえ

ているものの、還付額が大幅に増加したことに

よりまして、２億7,638万円余の減と見込んでお

ります。

次に、その２つ下の不動産取得税につきまし

ては、賃貸などの事業用の中古マンションの取

得が増加したこと等によりまして２億2,924万円

余の増、次に、その３つ下の自動車税につきま

しては、年度中の登録件数が堅調に推移したこ

と等によりまして、課税件数が増加したことに

より１億1,307万円余の増、次に、その２つ下の

自動車取得税につきましては、税制改正による

エコカー減税の見直し等によりまして、課税対

象がふえたことにより３億4,535万円余の増、最

後に、その下の軽油引取税につきましては、輸

送量の増等による軽油の消費量増加によりまし

て、４億403万円余の増と見込んでおります。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

総務課でございます。総務課○丸田総務課長

の補正予算について御説明をいたします。

資料が変わりまして、平成29年度２月補正歳

出予算説明資料、こちらをごらんいただきたい

と思います。61ページになります。

総務課の補正額は、３億3,777万6,000円の減

額をお願いしております。

この結果 補正後の予算額は18億3,695万6,000、

円でございます。

それでは、主な補正内容について御説明をい

たします。

63ページをお開きいただきたいと思います。

、（ ）ページ中ほどより少し下になりますが 事項

、文書管理費109万6,000円の減額でございますが

非常勤職員の人件費や文書管理システムの運用

経費など、事務費の執行残でございます。

続きまして、64ページをお開きいただきたい

と思います。

まず （事項）情報公開推進費144万5,000円の、

減額であります。

これは、審査会・審議会の開催や県民情報セ

ンターの運営に係る事務費の執行残でございま

す。

次に （事項）文書センター運営費187万8,000、

円の減額であります。

これは、非常勤職員の人件費などの執行残で

ございます。

続きまして （事項）庁舎公舎等管理費3,128、

万6,000円の減額でございます。

説明欄の１でありますが、本庁舎・総合庁舎

などで使用いたします光熱水費及び、企業局庁

舎内におきます知事部局所管部分の維持管理経

費の執行残であります。

また、２につきましては、職員宿舎等の維持

。管理・保守点検業務委託の入札残でございます

次に、一番下になりますが （事項）防災拠点、

庁舎整備事業費２億1,217万8,000円の減額であ

ります。

これは、主に、今年度11月議会で承認をいた

だき契約を締結いたしました防災拠点庁舎建設

工事に係ります工事請負費及び、関連業務委託

料の入札残等でございます。

続きまして、65ページをお願いいたします。

（事項）公有財産管理費2,122万3,000円の減

額であります。

説明欄の１につきましては、公共下水道受益

者負担金などの執行残、２は、未利用財産の運

。用・処分に要する事務経費の執行残であります
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また、３につきましては、県有施設評価システ

ム整備に伴う入札残でございます。

次に （事項）県有施設災害復旧費7,270万円、

の減額であります。

これは、庁舎等の災害復旧に要する経費の執

行残でございます。

最後に、繰越明許費について御説明をいたし

ます。

お手元の総務政策常任委員会資料の９ページ

を、お開きいただきたいと思います。

防災拠点庁舎整備事業でありますけれども、

４億9,799万5,000円の繰り越しをお願いいたし

ております。

これは、県庁５号館移転工事におきまして、

工法の検討に日時を要したこと、また、これに

付随いたしまして防災拠点庁舎建設主体工事等

もあわせて事業を繰り越すこととなったためで

ございます。

総務課の説明は以上でございます。よろしく

お願いをいたします。

人事課からは、補正予算のほ○吉村人事課長

か、２議案につきまして御説明をいたします。

まず、２月の補正予算につきまして、歳出予

算説明資料のほうをお願いいたします。67ペー

ジでございます。

人事課の平成29年度の２月補正予算は、8,253

万8,000円の減額をお願いしております。

、 、 、この結果 補正後の予算額は 右から３列目

補正後の額の欄にありますように、48億6,389万

円となります。

それでは、主なものについて説明をいたしま

す。

めくっていただきまして、69ページをお願い

いたします。

上から４段目 （目）一般管理費で6,017万8,000、

円の減額補正であります。

内訳としましては、まず （事項）職員費、

で4,900万7,000円の減額であります。

これは、再任用職員が当初予定より15名減で

あったこと、また、市町村から派遣される職員

が２名減になったことなどによるものでありま

す。

次に その下の欄 事項 人事調整費で1,117、 、（ ）

万1,000円の減額であります。

これは、説明の欄にありますように、１の赴

任旅費から４の本省等への派遣研修職員宿舎借

上料までの経費につきまして、いずれも執行残

に伴う減額補正を行うものであります。

次に （目）人事管理費で2,236万円の減額補、

正であります。

内訳としましては 事項 県職員研修費で443、（ ）

万3,000円の減額、ページをめくっていただきま

して、70ページの上のほう （事項）職員派遣研、

修費で510万2,000円の減額、次の（事項）東日

本大震災被災地職員派遣事業費で450万円の減

額、次の（事項）熊本地震被災地職員派遣事業

費で822万5,000円の減額であります。いずれも

執行残に伴う減額でございます。

以上が人事課の補正予算の説明であります。

続きまして、議案の内容につきまして、常任

委員会資料のほうで御説明いたします。

常任委員会資料の12ページをお願いいたしま

す。

議案第72号「職員の退職手当に関する条例等

の一部を改正する条例」であります。

まず、１の改正理由であります。

国家公務員の退職手当制度におきまして、支

給水準を民間と均衡させるために用います調整

率が、平成30年１月１日から引き下げられたと

ころであります。このため、本県職員の退職手
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当制度におきましても、国に準じた改正を行う

ものであります。

また、雇用保険法の改正に伴いまして、国家

公務員の退職手当制度が改正されましたことか

ら、国に準じて本県制度の改正を行うものであ

ります。

２の改正内容であります。

まず１つ目としまして （１）の表の下 （参、 、

考）にありますように、退職手当につきまして

は、退職時給料月額に支給率を乗じまして、退

職手当の調整額を加えた額となっております。

この支給率につきましては、条例の本則で定

める率に調整率を乗じたものでありますが、こ

の調整率につきまして、表にありますとおり、

現行の100分の87から100分の83.7に引き下げる

ものであります。

また、改正の２つ目としまして （２）にあり、

ます定年前早期退職者、これは25年以上勤続し

て、定年前10年以内で、定年前に退職する職員

をいうものですが、その退職手当の算定に用い

ます退職時給料月額について、定年と退職時の

年齢の差１年につきまして100分の２を乗じた額

を加算していますけれども、この割増率を国と

同じ100分の３とするものであります。

３つ目といたしまして （３）にありますよう、

に、雇用保険法が改正されまして、一定の条件

を満たす者の給付日数が延長されるなど、失業

等給付の基本手当の支給が拡大されたこと等に

伴いまして、国において失業者の退職手当制度

が改正されたことから、本県においても同様の

扱いとするため、必要な規定の整備を行うもの

であります。

なお、ここで失業者の退職手当と申しますの

は、職員が退職した場合において、勤務年数が

短いことなどによって退職時に支給される退職

手当の額、これが雇用保険の失業等給付相当額

、 、よりも低く かつ退職後に失業状態にある場合

その差額について、雇用保険の例によって支給

するというものであります。

最後に、３の施行期日でありますが、公布の

日から施行することとし、また、２の（２）定

年前早期退職者に係る規定につきましては、30

年４月１日からとするものであります。

続きまして、13ページをお願いいたします。

議案第83号「退職手当支給制限処分に係る審

査請求に対する裁決について」であります。

まず、１の知事への審査請求と議会への諮問

についてであります。

本件は、県教育委員会が行いました退職手当

、 、の不支給処分につきまして これを不服として

地方自治法第206条第１項の規定によって、知事

に対して審査請求がなされたものであります。

その裁決を行うに当たって、同条第２項の規定

により、知事から議会に諮問を行うものであり

ます。地方自治法の規定は、四角囲いで表記し

ております。

ここで内容の説明に入ります前に、審査請求

の流れについて御説明いたします。

めくっていただきまして、15ページをお願い

いたします。

、 、上のほうの図にありますように 一番左の列

審査請求人から審査請求を受けた後に、真ん中

の列、審査庁であります知事は、行政不服審査

法に基づきまして、審査請求人と処分庁双方か

ら弁明書、反論書等で意見を聞いた上で審査を

行うものであります。

その審査結果を裁決という形で決定すること

となりますが、裁決に当たりましては、先ほど

、御説明しました地方自治法の規定によりまして

議会に諮問することが義務づけられております
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ので、知事は議会の御意見を伺った上で裁決を

行うことになります。

以上が審査請求の流れでございます。

もう一度13ページにお戻りください。

２の審査請求の概要でございます。

（ ） 、（ ）１ 審査請求人は元県立学校の教員で ２

処分庁は県教育委員会であります。

（４）事案の概要ですが、審査請求人は、勤

務先の学校から自宅まで帰宅する途中で立ち寄

りましたコンビニの店内で飲酒し、その後すぐ

に運転して、ガードレールに衝突する物損事故

を起こしました。

事故の通報を受けまして現場に駆けつけた警

察官がアルコール検査を行いました結果、酒気

帯び運転とされる基準の４倍を超えます0.62ミ

リグラムのアルコール濃度が検出されて、道路

交通法違反の容疑で現行犯逮捕されたところで

す。

これを受けまして、県教育委員会は、審査請

、求人に対して懲戒免職処分を行いますとともに

退職手当条例等に基づいて、退職手当約1,690万

円の全部を不支給とする処分を行いました。

審査請求人は、退職手当の支給制限処分を不

。服としまして審査請求を行ったものであります

めくっていただきまして、14ページをお願い

します。

３の審査請求人の主張であります。

審査請求人は、懲戒処分につきましては一切

不服はないとしておりますが、退職手当の支給

制限処分について不服としまして、その支給を

求めております。

その理由としましては、教職の仕事を30年間

全うしたこと、扶養すべき３人の子供がいるこ

と、健康面でも不安があること、そして、年齢

的に再就職が困難な状況で、安定した収入を得

るのが難しい状況にあることなどから、特に参

酌すべき情状があるという場合に該当する旨を

主張しております。

一方、４の処分庁の主張であります。

処分庁は、本件審査請求を棄却するとの裁決

を求めています。

その理由としまして、本件処分は、審査請求

人が懲戒免職処分を受けたことに起因するもの

であり、処分庁は、退職手当条例及び退職手当

条例の運用方針の定めるところによって判断し

たものであって、適法かつ正当なものであると

主張をしております。

それでは、その退職手当条例と退職手当条例

の運用方針について御説明いたします。

再度15ページのほうを見ていただきたいと思

います。

まず、退職手当条例第12条でございます。

この規定では、懲戒免職等処分を受けて退職

した者について、２行目の後半からになります

けれども、当該退職をした者が占めていた職の

職務及び責任、勤務の状況、行った非違の内容

及び程度、非違に至った経緯などを勘案しまし

て、退職手当の全部または一部を支給しないこ

とができる規定とされております。

その下には、この退職手当の適用について詳

細を定めた運用方針を記載しておりますが、そ

の第12条関係第１号では、非違の発生を抑止す

るというこの制度目的に留意して、下線を引い

ておりますが、退職手当の全部を支給しないこ

とが原則となっております。

ただし、懲戒免職等処分の理由となった非違

の内容及び程度が、第２号にあります（１）か

ら（３）までに該当するもので、特に参酌すべ

き情状のある場合で、かつ基準によって検討を

し、必要があると認められる場合に限って一部
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を支給するとする処分にとどめることができる

とされております。

このような取り扱いは、国に準じたものであ

、 。りまして 他県でも同様の取り扱いであります

、 、これらを踏まえまして 審査庁としましては

本件審査請求の裁決を行うに当たり、退職手当

の支給制限処分が、退職手当条例等の関係規定

に基づいて適正に行われたか、処分庁の裁量権

の範囲を超えていないかという観点から判断す

ることとなります。

14ページに戻っていただきまして、５の裁決

案をごらんください。

審査庁としましては、本件審査請求を棄却す

べきと考えます。

その理由としまして、処分の根拠となります

退職手当条例及びその運用方針の規定により、

懲戒免職処分を受けた者に対しては不支給が原

則であり、一部支給にとどめることを検討でき

るのは、下の括弧囲みに四角で囲んであります

ように、運用方針に定める要件の１から３まで

。のいずれかを満たす場合に限定されております

本件処分の前提となる懲戒免職処分の理由と

なった非違行為は、みずからの意思により飲酒

し、酒気帯び運転になることを認識しながらみ

ずから運転して、物損事故も起こしたものであ

り、これらの要件をいずれも満たしておりませ

ん。

また、情状を参酌するのは、これらの要件に

示す場合に限られており、審査請求人が特に参

酌すべき情状があるとして列挙したものは、こ

れに該当しないことから、その主張を認めるこ

とはできません。

よって本件処分は、退職手当条例及び運用方

針の規定に従って適正に行われたと認められま

して、処分庁の裁量権の範囲内において行われ

たものでありますことから、違法または不当は

ないと判断するものであります。

なお、資料には記載しておりませんが、教育

委員会における懲戒免職処分を行った他の事例

において、一部支給にとどめた事例はなく、ま

た知事部局においても同様であります。参考ま

でに申し添えます。

人事課からの説明は以上です。よろしくお願

いします。

２月補正予算案の行政経○日高行政経営課長

営課分について御説明をいたします。

お手元の歳出予算説明資料の行政経営課のと

ころ、71ページをお願いいたします。

行政経営課の平成29年度２月補正予算は、99

万2,000円の減額でありまして、補正後の予算額

は１億1,427万6,000円となっております。

主なものにつきましては、73ページをごらん

いただきたいと思います。

目で申しますと、下のほうの欄の（目）文書

費 （事項）法制費が88万1,000円の減額であり、

ますが、これは、公益法人の認定や監督等に係

る諮問機関として設置しております宮崎県公益

認定等審議会の委員報酬などの執行残及び、事

務費の節約等に伴う減額補正であります。

行政経営課分については以上であります。

財政課の補正予算について説○川畑財政課長

明をさせていただきます。

歳出予算説明資料の75ページをお開きくださ

い。

財政課の２月補正予算は、一般会計、特別会

計あわせまして46億5,599万2,000円の増額をお

願いしております。

その内訳としましては、一般会計が68億2,754

万2,000円の増額 公債管理特別会計が21億7,155、

万円の減額となっておりまして、この結果、財
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政課の補正後の予算額は、この表の一番上の行

の補正後の額の欄にありますとおり、2,217

億9,216万円となります。

77ページをお開きください。

補正予算の主な内容について御説明をいたし

ます。

、 、まず 今回の補正の主なものにつきましては

このページの中ほどになりますが （事項）諸費、

であります。

これは、概算で受け入れていました国庫補助

金等の実績が確定したことによりまして返還が

必要になったもので、返還が当初見込みより増

加したことから、２億5,000万円の増額を行うも

のです。

次に （目）財産管理費であります。、

これは、財政課において所管しております財

政調整積立金など５つの基金への積み立てに要

する経費で、合計で88億5,918万1,000円の増額

を行うものであります。

その主なものは、ページ一番下の（事項）県

債管理基金積立金が79億7,025万6,000円の増額

及び、次のページの一番上（事項）県有施設維

持整備基金積立金が８億9,341万3,000円の増額

であります。

これは、今回の全庁的な歳出の減額補正等に

より確保された資金について、今後の県債償還

や県有施設整備のための財源としての基金に積

み立てを行うものであります。

次に、このページの下の段から79ページにか

けまして、公債費になりますが、まず、78ペー

ジの下のほうの記載でございます（目）元金の

（事項）元金償還金が、１億7,312万円の増額で

あります。

、 、これは 満期一括償還による借り入れに伴い

県債管理基金への積み立てが増となったことな

どによるものであります。

次に、79ページ（目）利子の（事項）利子償

還金が、24億4,753万8,000円の減額となってお

ります。

これは、県債の支払い利子に執行残が生じた

ことによるものであります。

次に （目）公債諸費の（事項）事務費であり、

ますが、これは、県債の発行に係る登録手数料

の減などにより、469万3,000円の減額を行うも

のであります。

続きまして、ページをおめくりいただきまし

、 。て 80ページをごらんいただきたいと思います

。公債管理特別会計について御説明いたします

公債管理特別会計は、県債に係る元利金の償

還等を行うための特別会計でありますが、今回

の補正では21億7,155万円の減額となっておりま

す。

その内訳につきましては （事項）県債管理基、

金積立金が１億6,730万円の増額 （事項）元金、

償還金が582万円の増額 事項 利子償還金が23、（ ）

億4,074万4,000円の減額 （事項）事務費が392、

万6,000円の減額となっておりますが、これらの

補正理由につきましては、先ほどの一般会計の

公債費での説明のとおりでありますので、省略

させていただきます。

財政課からの説明は以上でございます。

それでは、税務課の補正予算に○棧税務課長

ついて御説明いたします。

歳出予算説明資料の83ページをお開きくださ

い。

税務課の２月補正予算は、５億8,547万6,000

円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の予算は、右から３列目に

なりますが、441億9,742万1,000円となります。

それでは、補正予算の主なものについて御説
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明いたします。

ページをめくっていただきまして、85ページ

をごらんください。

中ほどに記載しております（事項）諸費でご

ざいます。これは、税の過年度収入分に係る還

付等に要する経費でありまして、その所要額が

当初見込みを下回るため、４億円の減額となる

ものであります。

次に、その下の（事項）賦課徴収費です

が、6,199万7,000円の減額をお願いしておりま

す。

その主なものといたしましては、まず、その

下の説明欄の１の（１）徴税活動経費ですが、

、県税の徴税活動に必要な納税通知書等の印刷費

郵送料、税務電算システム機器等の賃借料等の

執行残に伴いまして2,574万9,000円の減額、ま

た、その２つ下の（３）個人県民税徴収取扱費

交付金ですが、御承知のとおり、個人県民税の

賦課徴収は市町村長に法定委任されております

ことから、その経費を補償する目的で市町村へ

交付するものでございまして、その所要額が当

初見込みを上回ったことにより、1,300万9,000

円の増額となるものであります。

次に、２の（２）の各種団体との協力体制推

進費ですが、355万5,000円の減額となっており

ます。

ページをめくっていただきまして、86ページ

をごらんください。

これは、主にイの軽油引取税徴収取扱費報償

金につきまして、交付対象となる28年度収入が

当初見込みを下回ったことによりまして、352

万9,000円の減額となるものであります。

次に、３の（３）税務電算トータルシステム

運営費ですが、税制改正等に伴うシステム改修

費が当初見込みを下回ったことによりまし

て、4,014万3,000円の減額をお願いしておりま

す。

次に 款 諸支出金につきましては 全体で10、（ ） 、

。億8,256万7,000円の増額をお願いしております

まずは （事項）地方消費税清算金ですが、こ、

れは、各都道府県に納付された地方消費税につ

いて、都道府県間で清算を行うために支出する

ものでありまして、平成29年２月から平成30年

１月までの交付期間の実績等に基づき、774

万2,000円の増額としております。

次の（事項）利子割交付金から、次のページ

の自動車取得税交付金までの事項につきまして

は、いずれも税収の一定割合を市町村に交付す

る法定交付金であります。それぞれ交付金の算

定期間の税収の増に伴いまして、補正をお願い

するものであります。

、 、まず 利子割交付金が7,775万4,000円の増額

次に、87ページになりますが、配当割交付金が

１億1,443万2,000円の増額、次の株式等譲渡所

得割交付金が１億4,124万5,000円の増額、次の

、地方消費税交付金が４億6,367万2,000円の増額

次のゴルフ場利用税交付金が127万4,000円の増

額 次の自動車取得税交付金が２億7,744万7,000、

円の増額となっております。

ページをおめくりいただきまして、88ページ

になりますが （事項）利子割精算金につきまし、

ては、本県で徴収した利子割県民税のうち、他

の都道府県に帰属するべき額について、関係す

る都道府県間で精算をするために要するもので

ありまして、99万9,000円の減額となっておりま

す。

補正予算につきましては以上でございます。

次に、資料を変えていただきまして、常任委

員会資料の10ページをお開きください。

特別議案２本について御説明いたします。
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まず、議案第70号「県税の課税免除等の特例

に関する条例の一部を改正する条例」について

御説明いたします。

１の改正の理由ですが、企業立地の促進等に

よる地域における産業集積の形成及び活性化に

関する法律、いわゆる企業立地促進法が、地域

経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基

盤強化に関する法律、略称、地域経済牽引事業

促進法に昨年の７月31日に改正されまして、改

正前の企業立地促進法のときにもありました、

一定の要件を満たした者に対して県税の課税免

除を行った場合、減収額に対して国から交付税

を補塡する措置、いわゆる減収補塡措置につい

て、改正された地域経済牽引事業促進法におい

ても整備がされましたことから、条例の改正を

行うものであります。

２の改正の内容ですが、まず（１）の地域経

、済牽引事業に係る課税免除措置の整備について

地域経済牽引事業促進法に定める地域内、これ

は宮崎県内全域ということになります。総務省

令に定められた一定の要件を満たした施設を設

置した者に対して課する県税について、課税免

除措置を整備するために、関係条項の追加改正

を行うものであります。

次に （２）の所要の改正についてですが、、

（１）の改正により、引用をしている地方税法

に条ずれ及び項ずれが発生することの修正等を

行うため、関係条項の改正を行うものでありま

す。

、 、３の施行期日ですが 県の基本計画について

国から同意を受けた平成29年12月22日に遡及し

て適用することとしております。

続きまして、11ページをごらんください。

議案第70号「宮崎県税条例及び宮崎県産業廃

棄物税条例の一部を改正する条例」について御

説明いたします。

これは、２つの条例を改正するものでありま

す。

１の改正の理由ですが、平成29年度税制改正

法案である地方税法及び航空機燃料譲与税法の

一部を改正する法律の施行によりまして、地方

税法において、一般に脱税などの租税犯罪を犯

則といいますが、その調査及び処分を行うため

の規定、いわゆる犯則規定が整備されたこと等

に伴い、関係する２つの条例の改正を行うもの

であります。

２の改正の内容です。

まず （１）の宮崎県税条例の改正についてで、

すが、犯則規定の整備に伴いまして、県税・総

務事務所長に委任している事務について、犯則

事件に係るものを整備するものであります。

次に （２）の宮崎県産業廃棄物税条例の改正、

についてですが、犯則規定のうち、一部の規定

を産業廃棄物税について適用をする必要があり

ますことから、条例において産業廃棄物税を指

定するものであります。

次に （３）の所要の改正についてですが、引、

用をしている地方税法の項ずれの発生及び漢字

表記の改正等に伴い、関係条例の改正を行うも

のであります。

３の施行期日ですが、所要の改正に係る規定

の一部を公布の日から施行し、それ以外の犯則

規定に係るもの等につきましては、平成30年４

月１日から施行することとしております。

以上でございます。御審議のほどをよろしく

お願いいたします。

市町村課の２月補正予算に○横山市町村課長

つきまして御説明いたします。

。歳出予算説明資料の89ページをお願いします

市町村課の補正予算は、２億9,060万3,000円
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の減額をお願いしております。

その結果、補正後の予算額は、右から３列目

、 。になりますが 19億7,999万8,000円となります

主なものについて御説明いたします。

91ページをお開きください。

まず 事項 地方分権促進費であります 654、（ ） 。

万9,000円の減額をお願いしております。

これは、権限移譲した事務の執行に要する経

費として、市町村に交付する権限移譲交付金の

額が確定したことに伴い、執行残が生じたもの

であります。

次に 下のほうの 事項 自治調整費は 1,030、 （ ） 、

万4,000円の減額であります。

主なものといたしまして、説明欄の５の住民

基本台帳ネットワークシステム事業費が735

万2,000円の減額となっております。

これは、システムを運用するため、全都道府

県が共同で負担しております経費について、本

県の負担金の額が確定したことに伴い、執行残

が生じたものであります。

次に、92ページをごらんください。

上から２つ目の事項です。市町村振興宝くじ

事業費は、5,188万8,000円の減額をお願いして

おります。

これは、市町村振興宝くじとして発売されま

したサマージャンボ宝くじとハロウィンジャン

ボ宝くじの収益金の配分額が確定したことに伴

い、公益財団法人宮崎県市町村振興協会に対す

る交付金を減額するものであります。

次に、93ページをごらんください。

下から２つ目の（事項）県議会議員補欠選挙

執行費であります。970万8,000円の減額をお願

いしております。

これは、昨年10月に執行しました県議会串間

市選出議員補欠選挙に係る経費の執行残であり

ます。

次に、一番下の（事項）衆議院議員選挙執行

費であります。２億156万2,000円の減額です。

主なものといたしましては、投開票経費など

の市町村への交付金や、立候補者のポスター印

刷経費などの選挙運動費用公費負担分に執行残

が生じたものであります。

市町村課は以上であります。

総務事務セン○大田原総務事務センター課長

ターの補正予算について御説明いたします。

同じく歳出予算説明資料の95ページをお開き

ください。

２月補正予算は、2,778万7,000円の減額をお

願いいたしております。

、 、 、この結果 補正後の予算額は 右から３列目

７億762万5,000円となっております。

それでは、補正予算の主なものについて御説

明いたします。

97ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）総務事務センター運

営費でありますが、155万円の減額をお願いして

おります。

これは、本庁総務事務センター及び各県税・

総務事務所にあります総務事務センターの運営

に要する事務費などの執行残であります。

次に、その下の（事項）健康管理費でありま

すが、544万2,000円の減額をお願いしておりま

す。

説明欄の２の職員のからだの健康に関する事

業につきましては、定期健康診断や特殊業務従

事職員の健康診断等の執行残であります。

また、３の職員のこころの健康づくり総合支

援事業につきましては、病休・休職からの復職

。支援に係る会議開催経費等の執行残であります

98ページをお開きください。
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（ ）このページの下段にあります警察費の 事項

恩給及び退職年金費でありますが、340万円の減

額をお願いしております。

これは、元警察職員の恩給等の支給対象者の

減によるものであります。

総務事務センターは以上でございます。

危機管理課の補正予算に○藪田危機管理局長

ついて御説明させていただきます。

歳出予算説明資料の99ページをお願いいたし

ます。

危機管理課の補正額は、4,562万円の減額であ

りまして、補正後の額は、右から３列目になり

、 。ますけれども ６億1,654万2,000円となります

主な補正の内容について御説明をさせていた

だきます。

101ページをごらんください。

まず、一番下の（事項）防災対策費の2,646

万4,000円の減額であります。

主なものでございますけれども、説明欄の一

番下の６、南海トラフ地震応急対策体制構築支

、援事業の1,499万1,000円の減額につきましては

県が指定します広域物資輸送拠点の機能強化を

行うために購入しました大型エアテントなどの

資機材購入の執行残及び、市町村の受援計画に

位置づけられる拠点運営の機能強化に必要な資

機材購入に対する補助金の執行残などに伴う補

正でございます。

次に、102ページをごらんいただきたいと思い

ます。

一番上の説明欄の７、減災力強化推進事業

の564万8,000円の減額につきましては、沿岸の

市町が行う津波避難タワー等や市町村が行う避

難経路等の整備に伴う事業費が確定したことに

伴う補助金等の執行残でございます。

次に、一番下の（事項）災害救助事業費の418

万2,000円の減額であります。

これは、主に、熊本地震及び東日本大震災被

災者の本県における民間住宅借り上げ経費につ

きまして、熊本地震被災者につきましては、対

象となる借り上げ世帯がなかったこと、東日本

大震災の被災者につきましては、対象となる１

世帯が年度途中に退去されたことによる執行残

に伴う補正でございます。

説明は以上でございます。

消防保安課の補正予算に○福栄消防保安課長

つきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の105ページをお開きくださ

い。

消防保安課の補正額は、457万3,000円の減額

であります。補正後の額は、右から３列目の欄

にありますように、６億3,078万9,000円となり

ます。

主な補正の内容について御説明いたします。

107ページをお開きください。

まず 中ほど２段目の 事項 予防指導費の220、 （ ）

万円の減額であります。

これは、危険物取扱者免状交付や保安講習委

託に要する経費につきまして、当初計画より交

付件数等が減少したことによる委託料の執行残

であります。

次の（事項）消防学校費の200万円の減額であ

ります。

これは、消防学校の各訓練課程における執行

残であります。

消防保安課につきましては以上であります。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

議案について質疑はありませんか。

69ページで質問いたします。職員○中野委員

研修費が443万3,000円減額でしたが、職員研修

は計画どおりいっておりましたか。
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69ページの県職員研修費マイ○吉村人事課長

ナス443万3,000円でございますけれども、研修

につきましては、自治学院で所管しておりまし

て、自治学院のほうで研修講師を依頼する場合

の報償費、委託料、それと事務費等を執行する

ものでございます。本年度予定しておりました

報償費なり委託料につきましては、講座の委託

費用が予定よりも少ない経費で対応できたとい

うことでございまして、研修回数の削減ではな

く、実際に行った分の中で委託費用が予定より

少なかったということでございます。事務費に

つきましても、備品購入等で節減を図ったとい

うことでございます。

、 、研修につきましては 質・効果を高めるため

研修のあり方に向けた検討会というのも重ねて

おりまして、研修の調査研究なり各県で共同で

開催しますプレゼンなどに参加しまして、研修

のあり方について検証・研究を行っているとこ

ろであります。

市町村課長にお尋ねします。この○中野委員

市町村振興宝くじ事業費ですが、5,188万8,000

円減額ですが、この宝くじの分配決定に伴う補

正ということですけれども、計画よりも余り申

し込みがなかったということですかね。

市町村の宝くじ交付金につ○横山市町村課長

いてですけれども これは 宝くじの売上によっ、 、

てもたらされます収益金の全てを、公益財団法

人宮崎県市町村振興協会へ全て交付していると

。 、ころであります この減額の理由としましては

宝くじの売り上げが減少をしていることに伴い

まして、本県に市町村分として来る分の配分額

が少なかったためという事情でございます。

ということは、なかなか分配する○中野委員

お金が申し込みよりか少ないということで、競

争率が激しくなっているんですかね。

その配分につきましては、○横山市町村課長

例えば、サマージャンボ宝くじの場合ですと、

、全国の販売額で収益がもたらされた分について

人口割ですとか販売額に応じて配分されており

ますので、市町村から自分のところに幾らこう

してくださいといった申し出があってから分け

ているものではなくて、人口ですとか販売額に

応じて分けているところですので、特に手を挙

げているというものではありません。ただ、販

売実績がやはり伸びないと、その配分について

も減ってしまうということで、私どもとしても

市町村と一緒に、販売促進について今後も努力

していきたいとは考えております。

委員会資料の７ページについてで○中野委員

すが、法人事業税の補正額が５億1,600万ふえま

したよね。ふえている説明で、それは、主に建

設業等の業績が堅調に推移したことによる増と

いうことの説明でしたが、午前中の国内総生産

を見ると、建設業は非常に厳しいという説明を

受けたんですよね。県内総生産額が前年対比7.6

％も減ということだったんですよ。しかし、実

際は、こういう法人事業税は建設業が堅調だっ

たからふえたというのが、何かおかしく矛盾し

て聞こえるんですよね。その辺のことをちょっ

と、矛盾していないということを教えてくださ

い。

県内総生産のことにつきまして○棧税務課長

は、私どもは余りよく承知はしておらないんで

すが、ここに記載しております建設業、サービ

ス業の業績が堅調に推移したこと等による増と

いいますのは、私どもが税収として収納をした

実績を業種ごとに集計いたしまして、それを分

析した結果、主に税収が堅調な原因としまして

は、建設業、サービス業の業績が堅調に推移し

たというふうに考えております。よく、実感と
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して建設業とかサービス業はそんなによくない

んではないかと言われておるのですが、税収と

してはこのような状況になってしまっていると

いうことになっております。税自体は、売り上

げの伸びというよりも、企業さんの経費節減等

によりまして収益等が上がれば、当然税収とい

うのは伸びてきますので、その辺とは若干やっ

ぱり乖離が出てくるのかなと思っておるところ

でございます。

それはおかしいよ。その説明では○中野委員

理解ができませんがね。実態は、建設業者は非

常に苦しくて、いわゆる雇用についても、技術

、 。者 一般職員ともに大変だという話なんですよ

その証拠には、倒産ももちろんありますが、現

実には事業を閉鎖するというのが物すごく多い

んですよね。もうひところからすりゃ、かなり

減っていますよ。経営が厳しいから、それに追

い打ちをかけて雇用もできなくなっている状況

だと。それで、何とかして賃金を上げたいと思

うけれども、上げる余力はないんですよ。午前

中の説明では、宮崎県の企業もかなり実績はよ

くて、質問はしませんでしたが、これは国ばか

りじゃなくて県内の企業も内部留保がかなりふ

えているのかなと思いながら聞いておったんで

すが、その中で具体的に建設業もふえたような

書き方ですよね。その次はサービス業と書いて

あるから、サービス業はどうか知りませんが、

建設業も事業が堅調に伸びているということが

。 、本当なのかなという気がするんですよね ただ

。言葉のついでに書かれたんじゃないかなという

建設業自体では幾ら伸びていますか。サービス

業とは分けて教えてください。

県内の建設業につきましては、○棧税務課長

委員おっしゃるとおり、いろんな事業体がある

と思います。県税の場合につきましては、他県

法人につきましても本県に収められるというこ

とがございまして、建設業の税収でいいます

と、11月までの実績でございますが、県税の前

年比といたしましては117.5％の伸びというふう

になっておるところでございます。ちなみに、

サービス業につきましては119.5％の伸びという

ような実績を示しておりまして、他の業種に比

べて少し高い伸びを示しているところでござい

ます。

それは数字が示しているんですか○中野委員

ら、もう何とも言えませんが、ただ、説明を一

方から聞くばかりにはいきませんから。こうい

うデータがあれば、実態はこうじゃなかかとい

うことで、業界に言わないかんとですよね。年

度のぶれがあるのかもしれませんが、厳しいと

いうことは言っていますがね。その証拠に、ほ

かの産業もだけれど、なかなかもう働く人がい

ないという実態が本当にあるんですよ。税金を

どんどん納められるぐらい業績がよければ、給

料を上げて、どんどん高額給料を払えばいいわ

けですからね。そこに至らないというところと

実際の納税のギャップですね。内容はわかりま

した。

ほかはございませんか。○二見委員長

議案の70号でお聞きしたいんで○前屋敷委員

、 、すけれど この企業立地促進法が改正をされて

新たな法律ができたということをもって、県が

企業誘致と認定をした企業に対して税の免除を

した分が国から補塡されるということのような

んですけれど、ここに一定の要件を満たした施

設を設置したものと。これをちょっと詳しく説

明していただけますか。

今回の法改正によりまして、一○棧税務課長

定の要件を満たしたものというふうになってお

、 、 、りますが 一定の要件といいますのが まずは
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県の基本計画の同意を受けまして、その基本計

画に基づき、事業者が今度は事業計画を立てま

す。その事業計画につきまして、県の承認を受

けていただきます。その後、今度は、国の主務

大臣のほうでその事業計画について確認を受け

るという手続があります。その確認を受けたも

のについて、その確認どおりに対象となる施設

をつくっていただくわけですが、この場合、改

正前の企業立地促進法では製造業そのほかの事

業の縛りがありましたが、今回は、先ほど申し

ました手続を踏むことによりまして事業の限定

がなくなりました。その上で、対象施設が、製

造とかそういうものにかかわる施設になります

が、それの取得価格の合計が、従前は２億円で

、 、したものが 今度の新しい改正法によりまして

土地と施設と土地の取得価格の合計額が１億円

を超えるものというふうな要件になっていると

ころであります。ただ、農林水産業関連につき

ましては、5,000万円以上という要件になってい

るところであります。

従来は製造業に関してだけこの○前屋敷委員

規定が認められていたものが、今度それが全部

取っ払われて、どういう職種においてもという

ことになるわけですか。

従来は、製造業、情報通信業、○棧税務課長

情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科

学研究所というのが対象になっておりました。

今回は、先ほど申しましたように、事業の限定

はございません。ただ、基本計画にのっとって

。 。事業計画はつくられておる 県の承認を受ける

その後、経済産業大臣とかそういう主務大臣の

確認を受けると。

その際にポイントとなりますのが、事業の先

進性ということのようでございます。先進性プ

ラス売り上げの見込みが伸びると、役務提供で

すとか商品生産をするわけで、その売り上げが

伸びていくというのがポイントになるようでご

ざいます。

さっきの御説明の中で、土地と○前屋敷委員

何か条件がありましたよね。何でしたかね。

土地と建物等の施設でございま○棧税務課長

す。

土地と施設の価格が、２億円が○前屋敷委員

１億円に、農林業については5,000万円というこ

とに緩和されたわけですね。

農林業の5,000万円につきまして○棧税務課長

は、従前から5,000万円以上でございました。

いずれにしても、県が、そうい○前屋敷委員

う事業であるということや、県の計画に沿った

ものであるかどうかは、算定をして認めたもの

。 、にもちろん限られるでしょうけれどもね はい

わかりました。

もう一つ。12ページの72号の職員の退職手当

に関する条例の改正ですが、これは国に準じて

ということになっているようですが、ちなみに

額にして幾ら、どの程度減額になるんでしょう

か。

退職する職員の勤続年数とか○吉村人事課長

退職の理由によって異なるわけですけれども、

仮に勤続35年以上の者が定年退職したという仮

定で申し上げますと、七十数万円程度の減額に

なると考えております。

それと、もう一つ。定年を待た○前屋敷委員

ずに早期退職という場合は、これは割り増しが

つくということなんですね。

定年前の10年までの中で、そ○吉村人事課長

の10年のうちに定年年齢との差に２％を掛けて

いくということになっております。

今のついでですけれど、これは、○緒嶋委員

特別職やらは該当しないわけですか。
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これは一般職の退職手当でご○吉村人事課長

ざいますので、特別職は、該当しません。

。○緒嶋委員 特別職はそのままにしておくわけ

特別職につきましては、別途○吉村人事課長

条例規定がございますので、今回、一般職の手

当を下げること、あるいは他県の条項がどうか

ということで、特別職の報酬審議会というのを

持っておりますので、その審議会で議論をいた

だくということを予定しているところでござい

ます。

やはり、特別職はそのままにして○緒嶋委員

一般職だけ下げるのは、ちょっと何か不公平感

もあるんじゃないかなと思うので そこ辺はやっ、

ぱり十分配慮せないかんのじゃないかなという

気はします。それ以上は言いませんけれど。

ほかはございますか。○二見委員長

101ページの防災対策費じゃけれ○緒嶋委員

ど、繰入金が2,664万9,000円減額になったんだ

けれど、この繰入金は大体どこから入ってくる

ことになっとったですか。

歳出予算説明資料の101ペ○藪田危機管理局長

ージにあります防災対策費で、繰入金が2,664

万9,000円になっておりますけれど、これは大規

。模災害対策基金からの繰入金になっております

その中で、南海トラフ地震応急対○緒嶋委員

策体制構築支援事業、これは必要ないから減額

したの。どういう意味で減額したの。

南海トラフ地震応急対策○藪田危機管理局長

体制構築支援事業につきましては、このうちに

事業が幾つかございます。このうちの市町村が

策定いたします受援の計画 これは、南海ト─

ラフ地震などの大規模災害が起こったときに他

県からの応援を受けるための計画になりますけ

れども、この計画に位置づけられます拠点の運

営に必要な資機材、これを市町村が購入するた

めの支援補助金の減額が大きな理由になってお

りますけれども、当初予算の積算におきまして

は、県で整備しております拠点の資機材を参考

にして予算を計上したわけですが、この際に、

大型のエアテントですとか発電機つきの投光器

ですとか、そういった資機材の交付にも対応を

できるような形で、ある程度多めに予算を計上

しておったところです。実際に申請が上がった

のは、今年度につきましては、通信関係の整備

が多かったことで、金額が大きく下がったとい

うこと。

それから、もう一点は、前提として市町村の

、受援計画の策定を求めているわけですけれども

この受援計画の策定が市町村において作業がお

くれておりまして、前提となるところがおくれ

たために、手を挙げられなかったということに

なっております。

今後は、まず市町村において、この受援計画

を策定していただくよう、私ども県としまして

も支援を行ってまいりたいと考えております。

今言われたとおり、やっぱり市町○緒嶋委員

村に対する指導というか、これをやらんと、最

終的には、やはり地震での人命にかかわる問題

でもあるし、体制の強化は、備えあれば憂いな

しという言葉もあるように、できるだけ早めに

やらんと、いつ南海トラフ地震が発生するかわ

からんけれど、確率は高くなるという想定でも

あるので、それは急ぐ必要があると思います。

今後の審議ですけれど、新年度予算では、ある

程度またやっぱり予算計上はするわけですか。

30年度予算におきまして○藪田危機管理局長

も、この事業の予算をお願いしておりますけれ

ども、30年度については、ある程度市町村等の

事情も勘案しながら予算を計上させていただい

ております。
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それは、ぜひ進めてください。○緒嶋委員

それと、次に、減災力強化推進事業。これは

減額ですが、どんな事業ですか。ちょっともう

一回説明をしてください。

減災力強化推進事業につ○藪田危機管理局長

きましては、まず一つは、市町村の指定します

避難所、それから避難場所、それから避難場所

に至るまでの避難経路、こういったものを市町

村が整備いただくときに必要になってきます費

用に対して支援をする補助金。それから、もう

一つが、津波避難タワー等の整備に要する経費

の交付金。それから、もう一つが、避難訓練等

を市町村でいろいろ工夫してやっていただいて

おりますけれども、それに対する支援。この３

、 、つでございますけれども これにつきましては

今回564万8,000円の減額をお願いしております

が、ほぼ計画どおり事業は進められておるとい

うふうに考えております。

もともと避難タワーは 計画が今26○緒嶋委員 、

かな。それで、15ができたとかいう説明じゃっ

たと思うんだけれど。避難想定者は、実際どの

くらいの避難タワーで避難できるもんなの。26

の避難タワーで十分ということは言えんのじゃ

ないかと思うんだけれど そのあたりはどうなっ、

とるの。計画は小さいっちゃないかと思うんだ

けれど。

南海トラフの津波による○藪田危機管理局長

、 、被災者を減少するための方策としては まずは

この津波避難タワーだけではなくて、市町村に

おいては、津波避難ビルの指定ですとか、ある

いは高台の指定ですとか そういったことをやっ、

ておりますので、それとあわせまして、どうし

ても周囲にそういう高いところがないところに

ついては、こういった避難タワーを整備すると

いうことで、津波での被災者の減少を図ること

としております。

今、垂直避難かな。いわゆるビル○緒嶋委員

やらが近くにあれば、高層ビルに避難するとい

うものは、地域によって十分うまく調整はして

おられるわけですね。住民が、それこそ近くに

高層マンションとか、大きなビルがあれば、そ

こに避難するという手順は、もうそれぞれ地域

では、ある程度想定をして訓練をされておるわ

けですか。

それぞれ各市町村におき○藪田危機管理局長

まして、最寄りのといいますか、津波が到達す

るまでの間に避難できるようなところに高台で

すとか避難の場所を設ける、あるいは、ないと

ころには避難タワーを整備するなどの方法によ

り解消を図っていくと、被災者の減少を図って

いくということで取り組みが行われております

が、実際にそういったところに、いざ地震が発

生し、津波が押し寄せてくるときに避難をして

いただかないといけませんので、そこについて

は、県も市町村もやはり引き続き県民への啓発

を続けていって、実際に逃げていただく行為に

移っていただかないといけませんので そういっ、

たことは引き続きやっていく必要があるという

ふうには考えております。

、 、○緒嶋委員 この前 我々は和歌山に行ったら

もう避難を100％して、津波による死亡者をゼロ

にすると。政策としては、やっぱりゼロでない

といかんとですね。人命に関して8,000人の死亡

を想定して津波対策を立てますというような感

じの何か計画があったような気がするけれど、

やっぱりそういう３万5,000人から8,000人はや

むを得ませんというようなのは、私は政治じゃ

ないと思っている。和歌山はゼロにすると。ゼ

ロにするためにはどうするかということで、や

はり何か津波の防波堤とか、いろいろそういう
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ものをもう進めておるわけですね。それは静岡

とか愛知なんかでもそうですが、やっぱりそう

いうものがあって、それでも足らないものは何

かというようなことで、ゼロにするためには何

をしなきゃいかんかと。それは財政的にもいろ

いろあるけれど、そのためにこうしなければ人

の命は守れんというような想定の中で、やはり

地域住民との連携を深めながらやるというの

が、30年以内に80％も津波の可能性が起こるだ

ろうと言われておる中では、私は政治じゃない

かと思うとですよね。犠牲者が出るのは、やむ

を得ませんというような感じの対策はいかがな

ものかなと。やっぱりそこが、宮崎県の置かれ

ておる地勢的な位置づけからすれば、避難タワ

ーも26で十分といえばそれでいいのかもしれん

けれど、もうちょっときめ細かな津波対策は、

市町村が当然立てないかんけれど、県が全体的

、に総括してそういう計画を進めるというような

前向きのというか、県民を守るという、その政

治という意味での努力が、私にはちょっと見え

てこんような。どこへ行っても津波対策の堤防

をつくりましたとかを見ておらんわけじゃけれ

ど、そういうことまで含めた対策はないわけで

すかね。防波堤みたいなもので部分的に、特に

危険なところ、人家密集地帯にそれをやるとか

いうような計画は、宮崎県は全然ないわけです

ね。

現時点においてそういっ○藪田危機管理局長

た計画はまだございませんけれども、先ほど委

員からお話がありました地震の減災計画につき

ましては、建物の耐震化の技術の向上、それか

ら、津波からの早期避難率の向上により、一定

程度の減少を図るということが最終目標ではな

くて、死傷者数を限りなくゼロに近づけていく

ということが最終目標でございます。さらに、

いわゆる津波避難タワー等の整備以外のいろん

な事業を活用しながら減災に努めてまいりたい

というふうに思っておりますし、津波の避難に

つきましては、やはり何よりも施設を整備して

終わるということじゃなくて、先ほど申し上げ

ましたとおり、やはり県民の方にそういった危

険が迫ったときに、まずすばやく避難していた

だくということが何より大切だと思っておりま

すので、地道に啓発活動を続けていく必要があ

ると思っております。

それと、福祉施設、特別養護老人○緒嶋委員

ホームでもほかの障がい者施設でも、津波が想

定される範囲内にはもう新設は認めないという

ような形の中で、人命を守る、そういうふうな

将来を見越した対策を立てんと。どこでも福祉

施設をつくってもいいですじゃなくて、やっぱ

りそういうものを規制して、安全に守られるよ

うなところに、身体障がいのあるような人を。

そういう施設をつくったところには住居を構え

させないとかいうような、そういうものも考え

ていかないと、どこでも今は高齢者対策は重要

だし、やっぱり夜来るかもわからん、いつ来る

かもわからんわけですので、そういう総合的な

対策を、それこそ総合政策部で考えないかんの

かもしれんし、福祉で考えないかんか、危機管

理のほうで考えないかんかわからんけれど、全

ての意味でそういう対策をやっぱりそれぞれ総

合的に立てていかないかんと思うんですね やっ。

ぱりそこ辺の目に見えた対策のビジョンが、県

民にわかってこんといかんと私は思うとですけ

れど、それの連携というのはやっておられるわ

けですかね。

いわゆる避難の要支援者○藪田危機管理局長

の施設等につきましては、現在のところは、い

わゆる避難の活動計画というのをそれぞれの施
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設につくっていただきまして、それに基づいた

避難訓練等を常日ごろから実施していただくと

いうことで対応をしているのが実情でございま

す。委員がおっしゃったように、究極には、そ

もそも危険なところには、そういう施設をつく

るべきではないというのも、当然あると思いま

すので、今後、福祉部門ともよく意見を交換し

てまいりたいと思っております。

一つだけちょっと教えてほしいん○松村委員

、 、ですけれど ７ページの軽油引取税というのが

輸送量の増加で消費量がふえたことで上がって

いますよね。ガソリンスタンドとかの取り引き

で、86ページの軽油引取税徴収取扱費報償金も

何かふえるというようなイメージがあるが、こ

れの仕組みがわからないんですけれど 何で減っ、

ているのかと。

軽油引取税の税収については今○棧税務課長

年度分でございまして、交付金につきましては

前年度分を算定基準にしておりますので、年度

が違うことによって変わってくるということで

ございます。

あと、自動車税云々の地方自治体○松村委員

への交付というのは当年。

交付金につきましては、当年度○棧税務課長

の収入をそれぞれの基準に応じまして市町村に

交付していくものでございます。

わかりました。○松村委員

人事課の歳出予算のほうの70ペ○前屋敷委員

ージで、職員の派遣、それから職員の派遣費用

についてなんですけれど、海外派遣研修が約400

万円の減額になっていますが、現在何名、どち

らのほうで研修されているのか。

職員派遣研修費で予算上マイ○吉村人事課長

ナス510万2,000円ということでございますが、

この研修といいますのは、そこの説明資料の１

と２にございますように、国内と海外があるん

でございますが、御質問にありました海外の分

につきましては、自治体国際化協会のほうに、

今、ソウル事務所とシンガポール事務所に１名

ずつの２名を派遣しております。

、 、それとあわせまして 県庁内の職員について

、自主企画というもので研修を設けておりまして

職員が興味のある分野ですとか地域を自分でコ

ーディネートといいましょうか、組み合わせを

行って、どこの地域に行ってどういう勉強がし

たいというのを事前に企画していただき、それ

を応募して行っていただくというのも海外の

ジャンルの中に入れてございますが、これにつ

きましては、当年度１名の派遣にとどまってい

るところでございます。

29年度が１名、大体平均して１○前屋敷委員

名ぐらいの予算なんですかね。

予算としましては、５名を予○吉村人事課長

定していたところなんですけれども、１名しか

なかったということでございます。過去におき

ましてでございますけれども 28年度が２名 27、 、

年度も２名、26年度が５名、その前も５名とい

、うのがずっと続いておったところですけれども

ここ３年が２名、２名、１名とちょっと少なく

なっているところでございます。これにつきま

しては、また職員への啓発なり所属への説明と

いったものを努力してまいりたいと考えており

ます。

それと、東日本大震災の被災地○前屋敷委員

への職員の派遣と熊本の地震地への派遣は、今

何名、どちらにいらっしゃっていますか。

本年度につきましては、東日○吉村人事課長

。 、本大震災のほうに９名でございます それから

熊本につきましては、枠としまして10名。この

枠といいますのが、月数で年度途中に交代して
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行っていたりするものもございまして、10名の

。枠というような形で行かせていただいています

延べ10名ということですか。○前屋敷委員

延べというか、行った仕事を○吉村人事課長

半年とか３カ月で交代していただきますので。

行っていただく職員は、年に２回だったり３回

だったり交代することはあるんですけれども、

仕事の枠としましては10名分の 一年間通せば10、

名が行ったというような形での人数でございま

す。

それと、ことし起きました九州北部の豪雨に

つきまして、２名を出させていただいておりま

す。

東日本のほうの９名の方々は幾○前屋敷委員

つかの県にまたがっているんですか。

、 、○吉村人事課長 岩手県に１名 宮城県に６名

福島県に２名でございます。

わかりました。ありがとうござ○前屋敷委員

いました。

ほかはございませんか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○二見委員長

説明を求めます。

それでは、委員会資料16ペー○吉村人事課長

ジをお願いいたします。

その他報告事項、宮崎県庁における働き方改

革の取り組みについてでございます。

９月議会の常任委員会で取り組み状況につい

て御説明したところでございますが、まず、１

の趣旨でございます。庁内働き方改革推進会議

におきまして、働き方の現状なり職員の意識調

査を分析・検討をいたしまして、また意見交換

等も実施してきましたが、これらを踏まえ、新

たに取り組みの方針というのを定めて、働き方

。改革を促進していこうというものでございます

２の検討の経緯にありますように （１）の推、

、（ ） 、進会議での検討を初め ２ にありますように

職員の意識や現状を把握するため知事部局全職

員を対象としましたアンケート、それと （３）、

にありますように、職務や職種、職責の異なる

さまざまな職員を対象としました意見交換会等

を実施してきたところでございます。

その結果、３の（１）にありますとおり、公

務能率を高めつつ、職員の心身を健康に保ち、

県民サービスの向上を図ることを目的としまし

て、四角囲みの中にありますようにワーク・ラ

イフ・バランスの推進、公務能率の向上、長時

間勤務の是正、非正規雇用者の処遇改善、高齢

者の就業促進、この４つを柱とする働き方改革

の方針案を取りまとめたところでございます。

右側の17ページをごらんください。

方針案の概要について記載しております。

内容としましては、四角囲いで表題をくくっ

ておりますが、これの上から３つ目の第３、庁

内働き方改革の取り組み方針及び、第４、庁内

働き方改革の具体的取り組み、こちらについて

主なものを記載しておりますが、行政サービス

の質を維持しながら、幹部職員が強いリーダー

シップを発揮して、職員一人一人の強い問題意

識のもと、2020年度までを重点推進期間としま

して、４つの柱をそこに１、２、３、４と書い

ておりますが、それぞれについて取り組みの主

な内容を示しております。こちらについてはご

らんいただきたいと思います。

また、第５にありますように、この改革の進

捗・達成度を図るものとしまして、ワーク・ラ

イフ・バランスの実現度や働き方や仕事の進め

方に対する満足度の向上、それと、職員の一人

当たりの年次有給休暇取得日数の拡大などにつ

きまして、目標値を掲げて進めてまいりたいと
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思っております。

、 （ ）、16ページに戻っていただきまして ３の ２

推進体制につきましては、今後も推進会議を中

心として、それぞれの取り組みを着実に推進し

ていくこととしており、また、各部局にワーク

、・ライフ・バランス推進委員会を設置しまして

それぞれの部局で取り組みの浸透を図ってまい

りたいと考えております。

今後、今月下旬までにこの案を方針として決

定しまして実行をしていくこととなりますが、

県内の働き方改革を推進していくためにも、ま

ずは県庁が率先して取り組んでいきますととも

に 県内市町村や民間団体にもよい影響が広がっ、

ていけばというふうに考えております。

以上でございます。

それでは、霧島山におけ○藪田危機管理局長

る火山防災対策の推進について御説明いたしま

す。

常任委員会資料の18ページをお願いいたしま

す。

まず１の、最近の各火山の噴火警戒レベルと

規制についてであります。

（１）の新燃岳につきましては、３月１日に

噴火が発生し、火山性微動の継続、火山ガスの

増加があったことから、噴火警戒レベルは３で

変更ありませんけれども、警戒範囲が２キロか

ら３キロに拡大をされました。新燃岳への登山

道につきましては、警戒範囲２キロ時の規制を

継続実施しております。

なお、噴火に伴う被害状況等については、後

ほど説明をさせていただきたいと思います。

次に （２）の御鉢につきましては、２月９日、

に火山性地震の増加等から噴火警戒レベルが２

に引き上げられ、警戒範囲は火口から１キロと

。 、 、なっております これを受けまして 高千穂峰

御鉢に登る登山道の規制を実施しております。

次に （３）の硫黄山につきましては、２月20、

日に熱異常域の拡大や火山性地震の増加等によ

り、噴火警戒レベルが２に引き上げられ、火口

から１キロ範囲の韓国岳登山道、池巡りコース

。の一部及び県道１号の規制を実施しております

19ページに、新燃岳が再噴火した３月１日現

在の規制図を添付しております。赤の円が各火

山の警戒範囲を、赤と黒の道路が規制を実施し

ております登山道・県道等を示しておりますの

で、これは後ほどごらんいただきたいと思いま

す。

次に、２の平成29年度の主な取り組みについ

てであります。

、霧島山の警戒避難体制の整備を推進するため

霧島山火山防災協議会の関係機関で協議を重ね

まして、２月５日に霧島山火山防災協議会を開

催して、承認をいただいた事項について御説明

をさせていただきます。

まず （１）の新燃岳の噴火警戒レベルの見直、

しについてであります。

これは、噴火のシナリオや噴火の各レベルご

との規制範囲の見直しを行うもので、新燃岳が

西側斜面の割れ目から噴火する可能性も考慮い

たしまして、レベル２における警戒範囲を、火

口からおおむね１キロであったものを２キロに

拡大することとなりました。この見直し後の噴

火警戒レベルにつきましては、今月中に運用を

開始する見込みであります。

次に （２）のえびの高原周辺における火山ガ、

。ス立ち入り規制基準の修正についてであります

昨年の10月に、新燃岳噴火に伴い発生しまし

た二酸化硫黄ガスが、えびの高原周辺で観測を

され、避難をした経緯を踏まえまして、昨年度

に作成いたしました火山ガスの立ち入り規制基
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準を修正したところでございます。

次に （３）の市町による避難計画の修正及び、

避難促進施設の指定です。

平成28年度に内閣府の支援などを受けて作成

いたしました避難計画の素案などをもとに、各

市町が避難計画の修正を行いました。

また、霧島山周辺の22の施設に対しまして、

各市町から避難促進施設への指定に向けた説明

を行い、今後、各施設の避難確保計画作成を指

導していくという報告がございました。

最後に （４）の火山防災マップの改正案の作、

成についてでございます。

昨年度に設定いたしましたえびの高原硫黄山

周辺の噴火警戒レベル及び、先ほど御説明いた

しました新燃岳の噴火警戒レベル見直しを反映

いたしますとともに、住民に加え、登山者など

にも向けた防災情報の充実を図った新たな火山

防災マップの作成に向けまして、その記載内容

など作成の方向性について、協議会において協

議を行ったところでございます。

今後、４つの想定火口について記載した霧島

山全体の統一した火山防災マップを作成いたし

まして、各市町において印刷・配布して、住民

や登山者等への啓発に活用をしていくこととし

ております。

次に、追加で配付をさせていただいておりま

す、新燃岳の噴火活動に伴う被災及び対応状況

の資料をごらんいただきたいと思います。

まず１の、これまでの主な経緯の下のほうを

ごらんいただきたいと思います。

新燃岳につきましては、先ほど御説明いたし

ましたとおり、３月１日の午前11時に、10月17

日以来の噴火をいたしました。現在もなお噴火

活動が続いておりまして、西諸県地域や都城市

を中心に県内で降灰が確認されております。

また、きのう６日には、火口内東側が新たな

溶岩で覆われるとともに、これまでの火口内の

東側に加えまして、火口の中心部ですとか北側

付近からも噴煙が上がっていることが確認をさ

れております。

また、きのうの14時27分以降、爆発的噴火が

多数確認をされております。

なお、この爆発的噴火といいますのは、規模

の大小を意味するものではありませんで、地下

の高温や高圧源での内圧が増大して起こり、音

響とともにガス、水蒸気、岩石等を放出する、

空振を伴う噴火を爆発的噴火と呼んでおりまし

、 、て 爆発的噴火にも規模の大きいものもあれば

小さなものもあるということでございます。

次に、２の県・市町村における体制でござい

ますけれども、10月の噴火警戒レベルの引き上

げ以降、ここに記載しております体制を継続し

ているところでございますが、昨日６日の17時

に、都城市におきましても情報連絡本部が設置

されたところです。資料の修正が間に合わず大

変申しわけございません。

次に、３の被害状況でございます。

噴火に伴います３月５日現在の被害状況とな

ります。

人的・住家被害は、現時点でございません。

また自主避難者も５日まではいませんでしたけ

れども、けさ、高原町からの報告で、きのうの

夜に県外から高原町のほうに帰省をされている

方、１世帯２名の方が高原町が開設しておりま

すほほえみ館のほうに避難をされたという報告

を受けております。

それから、観光関係では、イベントの中止等

が数件発生をしております。

なお、宿泊関係につきましては、現在調査中

でございます。
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裏面をごらんいただきたいと思います。

農業・林業関係では、西諸県地域を中心に、

ホウレンソウやキャベツ等の露地野菜、あるい

は園芸施設等への降灰が確認されるとともに、

西諸県・北諸県地域におきまして、シイタケへ

の降灰が確認され、一部出荷が不能となる被害

が発生しているとの報告を受けております。

また、教育関係におきましては、御池青少年

自然の家でキャンセルが１件発生をしておりま

す。

次に、４の対応状況です。

これも３月５日現在の状況になります。

警戒範囲に応じました登山道等の規制を実施

いたしますとともに、その状況を県のホームペ

。ージ等を通して県民へ情報提供をしております

また （４）にあります降灰対策といたしまし、

て、被害対策等についての市町村等への情報提

供、注意喚起を行いますとともに、路面清掃車

による清掃を実施しております。

また （５）の環境調査では、火山ガスによる、

二酸化硫黄等の測定を実施しておりますけれど

も、①から③にあります小林市、都城市、高原

町における測定では、基準を上回るガスは確認

されておりません。

なお、えびの高原では、④及び、その下に米

印で記載しております各施設におきまして簡易

測定を行っておりますけれども、先ほど３月４

日、日曜日に新燃岳から流れてきたと考えられ

ます二酸化硫黄ガス、これが２ppm前後が時折検

出されておりましたことから、注意情報を発表

し、現地で注意喚起を行ったところでございま

す。

それから （６）の学校関係では、西諸県管内、

の県立学校におきまして、噴火災害対策マニュ

アルの再確認ですとか、児童生徒へのヘルメッ

トの準備をしているという報告を受けておりま

す。

今後とも気象台や関係市町を初めといたしま

す関係機関と連携を図りながら、適切な情報発

信と防災対応に努めてまいりたいと考えており

ます。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

。その他報告事項について質疑はありませんか

済みません、もう４時を過ぎてしまっておる

んですけれども、ここで委員の皆様にお諮りい

たします。本日の日程は午後４時までとなって

おりますが、このまま継続してよろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、引き続き委員会を続○二見委員長

けます。

職員アンケートについてお尋ねで○中野委員

すが、知事部局の職員約3,600人を対象とありま

すが、これには部長とか課長も入っているわけ

ですか。

全職員にアンケートをとって○吉村人事課長

おります。

回収率75.8％という数字は、もう○中野委員

このくらいが妥当な数字なんですか。職員を決

めてやっているのに、こんなもんなんですか。

より100％に近いほうがいいか○吉村人事課長

と思いますけれども、職員で育休とか休んでい

る職員も少なからずおりますし、あとは、任意

の参加ということでしたので、４分の３ぐらい

ということでは、ある程度の数字は確保できた

のではないかなと思っております。

そんなに出張とか25％も休んでい○中野委員

るんですか。

いや、一部いらっしゃるとい○吉村人事課長
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うことで、なかなか100％というのは難しいとい

う例で申し上げたんですけれども、その点につ

きましては、今後とも先ほど申し上げました目

、標値を確認していくことでアンケートのほうを

意識調査をやっていきたいと思います。それに

つきましては より多数のといいましょうか 100、 、

％を目指して回収ができるように、アンケート

のほうは実施していきたいと思っております。

、 、○中野委員 100％にいかなくても もう少しは

そして、なるだけ全員の声を聞いて、この改革

を進めてほしいなという気がしました。

ちなみに、あんまりこういうことをするとい

かんですね。今ここで皆さん方に私がアンケー

トに臨まれたか云々ということを聞くわけには

いかんわけですかね。いや、部課長もと言われ

たから。僕は、なるだけ多くの人が参加してほ

しいなと思いましたがね。けれど、これを出張

とか休んでいると言われたけれど、もっともっ

と期間の幅を延ばしてされれば 少しでもよかっ、

たんじゃないかなと思いましたがね。これでよ

しとすれば、このまま進めてください。

続けていいですか。新燃岳の噴火のことでお

尋ねしていきたいと思います。

危機管理課の職員の皆さん方は、日曜日も返

上して情報収集をされておられたようでありま

すが、大変御苦労さまでございます。

それで、まず、こっちの別紙のほうで順番に

聞いていきたいと思うんですが、二酸化硫黄ガ

スですよね。これは、えびの高原で今はかって

おるわけですが、この濃度が何ppmになったら、

例えば、えびの高原は立入禁止とかになるわけ

ですかね。

常任委員会資料のほう○藪田危機管理局長

の18ページの２の（２）で御説明しましたえび

の高原周辺における火山ガス立ち入り規制基準

の修正ということで、今年度の火山防災協議会

でこのガスの基準の見直しを行いましたけれど

も、それを踏まえて対応をしているところでご

ざいます。二酸化硫黄が２ppm以上連続して確認

された場合については、警戒情報を発すると。

屋外の観光客などに防災行政無線等で屋内退避

の注意喚起を行うということにしております。

３月４日につきましては、瞬間的に２ppmみた

いな数値を確認しておるんですけれども、次に

はかったときにはすぐに数値が下がっていると

かいう状態で、連続的に観測された状態ではあ

りませんでしたので、警戒情報は発しておりま

せんが、やはり利用客等に注意を呼びかける必

要があるということで、注意情報を発したとこ

ろでございます。

２ppmで警戒情報を発するというこ○中野委員

とは、いわゆる、もうえびの高原には立ち入っ

たらいけないわけですかね。前回では、10月15

日では7.4ppmも簡易測定とありますよね。この

、 。ときからすれば かなりの濃度だと思うけれど

委員がおっしゃった7.4pp○藪田危機管理局長

mが検知されたこともございまして、その後、え

びののほうでも自主防災組織の中で検討をいた

だき、また火山防災協議会の中で検討をした結

果、今申し上げたような、まず詳細に申し上げ

ますと、0.2ppm以上が検知された段階で注意情

報を出すということにしております。これは、

いわゆるぜんそくですとか心臓病等の疾患を

持っていらっしゃる方につきましては、こうい

う低い濃度でも危険性があるということで、こ

。の時点では注意喚起を行うことにしております

さらに、先ほど申し上げたとおり、２ppm以上が

、連続的に観測された場合については警戒情報を

さらに５ppm以上については、えびの高原からの

避難を呼びかけるということで、避難情報を出
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。 、す 最終的に10ppm以上になった場合については

もうえびの高原一帯を警戒区域に設定して立入

禁止を行うという、４段階の設定を設けたとこ

ろでございます。

えびの高原までは、およそ下から○中野委員

したら６キロぐらいありますよね。６キロで、

、そのぐらいの数字でいろいろ注意とか警戒とか

ときにはもう入れないとかあるんだと思うんで

すが、地図を見れば、県道１号線の鹿児島県の

この新湯のところですよね。もうほとんど３キ

ロのところなんですよね。こういうところは、

危険性はどうなっているんですか。

今委員がおっしゃったと○藪田危機管理局長

ころで、今回どの程度のガスが検知されている

かとかは、申しわけございません、ちょっと承

。 、知をしておりません 火山防災協議会の中では

関係市町においては、今回、火山防災協議会で

定めたえびの高原におけるガスの基準、これを

参考に、違うエリアにおいても対応を図ってい

、くということの申し合わせをしておりますので

仮に検知の結果、そういった数値に達すれば、

それに基づいた呼びかけ等を各市町において

行っていただくことになると考えております。

ちょっと進んでいきますが、この○中野委員

警戒区域が２キロから今３キロになっているん

ですが、７年前のときには、このキロ数という

のは最大で何キロだったんですか。やっぱり３

キロだったんですかね。

済みません、ちょっと確○藪田危機管理局長

認させていただきます。23年当時が、23年の２

月１日に警戒範囲が３キロから４キロに拡大さ

れておりまして、ここが一番大きなものになり

ます。その後、これが３月22日に４キロから３

キロに縮小をされる。その期間は、警戒区域は

４キロでございました。

わかりました。○中野委員

次の情報連絡本部設置、それから災害警戒本

部設置ということで、小林、高原がなっていま

すよね。この情報連絡本部ができて、より危険

性が高まれば、災害警戒本部というのが設置さ

れるわけですか。

、 、○藪田危機管理局長 県におきましては 現在

情報連絡本部ですけれども、例えば、噴火警戒

レベルがレベル３からレベル４に引き上げられ

る、あるいは、レベル３のままでも危険が迫っ

ているということで、市町において、例えば、

避難の勧告等が行われるとかそういった事態に

なれば、災害警戒本部に体制を引き上げること

を考えたいと思っております。

そういう本部に入る人たちは、情○中野委員

報と災害でメンバーが大きく変わるとかふえる

とか、そうなっていくわけですかね。

より対応が難しくという○藪田危機管理局長

か、ボリューム的に業務量もふえてまいります

ので、災害警戒本部になれば、対応する職員も

ふえることになります。

次に、裏のページで、農作物特用○中野委員

、 、林産物関係ということで 一部では降灰により

出荷が不能となる被害も発生ということなんで

すが、降灰によって被害が出た場合、収穫がで

きなくなると思うんですよ。それに対する補償

とか何かありますかね。

申しわけございません。○藪田危機管理局長

この件につきましては、ちょっと詳しく承知し

ておりません。

既に今、ちょうどえびのなんか物○中野委員

すごくホウレンソウが多くて、もう県下でも有

数なんですが、特に宮崎県は一番ですからね。

、 。 、霧島地域は そのほとんどなんですよ 実際は

。 、もう既に収穫中止が来ているんですよ それで
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、灰が降っていないところも収穫してくれるなと

実際に来ているんですよ。どこかはちょっと語

弊があるから言いませんが、もう私の耳に入っ

、 。たところでは そういうところがあるんですよ

それで、灰が降ったと確認されたところは、補

償があるのかどうかはわかりませんが、降って

。 、いなくてもそういう中止があるのよな すると

ホウレンソウは、もう暖かくなれば、今から徒

長しますからね。今が最高の刈り取り期なんで

すよ。担当課が違うんだと思うんですが、たま

たまそこは別途聞きたいと思ったので、ここに

書いてあったから、それも情報収集もされとっ

て、その辺の補償とかあるのかないのかも含め

て、ここで言われるのは教えてくれるとかなと

思ったもんだから聞きました。わからんことは

聞きません。農政に聞けばわかるんですかね。

一般には共済とか保険が○藪田危機管理局長

ございますけれども、それが適用対象なのかど

うかというのは、ちょっと条件は私にはわかり

ませんので、御意見については農政のほうに伝

えたいと思っております。

、（ ） 、○中野委員 それから ４ の降灰対策の中の

降灰の影響の大きい県道１号のことですが、料

金所跡から原田展望所の８キロを３月３日に通

、 。行規制ということで 硫黄山はいつだったかな

硫黄山とは関係なく、新たに通行規制というの

が出たんですかね。硫黄山のあれで今、立ち入

りか何か知らんけれど入れませんがね。あそこ

にあれがしてありますよね。

２月20日に硫黄山の噴火○藪田危機管理局長

警戒レベルを上げた際に、県道１号につきまし

ては一部通行どめを行っておりますけれども、

そのうち、大型の車両について通行どめを行っ

ている部分がございますが、その部分につきま

して、今回の降灰を受けて通行規制を行ったも

のでございます。

硫黄山にプラスして、今度の新燃○中野委員

で交通規制をやったということですね。

はい。そのとおりでござ○藪田危機管理局長

います。

それで、これは何ですか。大型車○中野委員

ばかりという意味なんですか。

この降灰により今回３月○藪田危機管理局長

３日から規制した部分については、従来は大型

の規制でしたけれども、全体的に規制が入ると

いうことになります。ですから、20日のときの

硫黄山とあわせて、ここの部分がもう通行でき

ないということになります。

わかりました。○中野委員

働き方改革の中で、休日数をこれ○松村委員

以上にしましょうねとかそういうことはわかり

ますけれど、ワーク・ライフ・バランスという

のはよく使う言葉ですが、これの目標値とか数

値化とかなかなか難しい。ワーク・ライフ・バ

ランスというのはどのような定義というふうに

考えているんですか。

文字どおりワークとライフの○吉村人事課長

バランスでございますが、仕事をするときに、

家庭人といいましょうか、家庭も大事にしなが

ら、仕事にもその分また熱意を燃やして邁進で

きるという、そういう均衡がとれているような

意味で捉えているところでございます。

ワーク・ライフ・バランスという○松村委員

と、僕なんかが感じるのは、私のワーク・ライ

フ・バランスとこの人たちとは全然感覚が違う

よねという感覚で見ていますよね。ただ、言葉

で言うのは簡単なんだけれど、庁内の働く目標

値という中でワーク・ライフ・バランスの実現

度と書いてあるんだけれど、現況値45.1と、バ

ランスがとれているとかとれていないというの
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は、主観でアンケートをとって数値化するとい

うこと。

この方針をつくるときにアン○吉村人事課長

ケート調査を行いまして、バランスがとれてい

ますかということに対して、おっしゃいました

ように、この45.1％という職員が、主観的な感

覚としてとれていると考えているということで

したので、目標としましては、それを今後も再

度アンケートなりを続けていきまして、目標値

に向けて努力していきたいと思っております。

とれているかとれていないかだけ○松村委員

の判断ね。ということで、とれているという方

が 現状値で45％いらっしゃいますと 次の2020、 。

年度には、県庁で働くことでワーク・ライフ・

バランスがとれていますと答える人が７割いる

。 。ことを目指すということですね わかりました

例えば、きょうも、あと５時過ぎたら、なか

なか時間が気になるところでしょうけれども、

日曜日も、例えば、噴火がどうだとファクスを

県庁から自宅のほうに送ってくれるということ

で、仕事によっては土日出勤だったり、あるい

はちょっと遅い時間だったり早い時間というの

は、それぞれ県民のニーズによって必ずしも８

時から５時というわけにはいかないポジション

というか、仕事もあると思うんですよね。そこ

に働きがいもあるかもしれないけれども、そん

な中で、ワーク・ライフ・バランスがとれてい

るのが100％であれば、例えば、本当は長時間労

働という意味もよくわからないんだけれど、ル

ールとして８時間とかいろいろあるので、基本

的には４時間働こうが10時間働こうが自分が満

足して、それで、出張にはフランスへ行って、

幸せなワーク・ライフ・バランスの生活をして

いると思えば、これに越したことないんだけれ

。 、ど 本当はそれが一番大事だと思うんだけれど

やっぱり数値化しないといけないんで、もう

ちょっとこの数値化のところの目標値が足りな

いかなという気もしますけれど。休日を今10日

ぐらいのを15日にしましょうというのは、これ

は何とかいいですけれども。

庁内の働き方や仕事の進め方に対する満足度

というのは、何となくわからないような気もせ

んでもないけれども、余りよくわからない数字

だなと。うちの担当課は、今メンバーが非常に

、 、おもしろい人たちがいて すごい働きやすいと

仕事が進むという場合もあるだろうし、あんま

り気に入らない人たちもおったりして進みにく

いんだというときに、進め方に不満とかいう感

じもあるんで、もうちょっと何かわかりやすい

数値があってもいいのかなという気がしますよ

ね。返事は要りませんけれど、そういう思いで

した。とにかく公務員の皆さんも非常に仕事の

量がふえているということで、県庁もそうです

けれど、特に市町村の職員の皆さんなんかは、

非常にふるさと納税とかもふえたり、いろんな

業務もふえていて、一人で何係とか何課とかい

ろいろやっている方もいらっしゃいますし、土

日はほとんどイベントで出ているという職員も

おります。代休もとれないし、残業も請求でき

ないとか、そういう話もあったりするように聞

。 、いたこともあります 聞いたこともあるという

。 、一部でしょうけれど そういうこともあるんで

県のほうである程度ここをもう少し数値という

か、この辺をもうちょっとだけ数値的な目標を

明確化して、働きやすい環境をつくって、それ

を市町村にちょっと投げかけて、市町村の職員

の皆さんを引っ張ってください。希望でござい

ます。返事は要りません。

、○緒嶋委員 新燃岳に一番近いところの人家は

何キロぐらいになるわけですかね。住居が一番
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近いところで、この新燃岳の影響が一番出やす

いというか、ちょっと心配があるところ。

宮崎県内で一番近いとこ○藪田危機管理局長

ろで、高原町の6.8キロでございます。

それと、火山ガスの検知で、計測○緒嶋委員

するのは何カ所あるとですかね。いろいろ県も

あれば気象庁もあるわけでしょうが、何カ所あ

るわけですか。

ここの資料のほうに記載○藪田危機管理局長

しておりますところにつきましては、一つは、

（ ） 、 、５ の①のところでは 環境森林部のほうで

二酸化硫黄を含む大気汚染物質を継続的に監視

するために設置をしているものでございます。

今回の霧島山から発生する火山ガスに対応する

ために設けたものとしましては、高原町役場内

に新たに二酸化硫黄の自動測定器を設置したも

の、それから、これは、えびの高原のほうに、

やはり環境森林部のほうで、エコミュージアム

センターの駐車場にガス測定器を１器設置して

おります。その他、ポータブル型の検知機器を

数台持っておるところでございます。

これとは別に、硫黄山のほうから出る火山ガ

スを測定するために、私どものほうで手動と自

動で計測をしております。自動の計測器につき

ましては、硫化水素を検知しておりますけれど

も、これは５カ所ございます。それで、手動の

ほうにつきましては、現在、硫黄山周辺が警戒

範囲に指定されて、立入禁止になっております

ので、今、手動については検査を中止しておる

ところでございます。

全体的には、もう十分それで足り○緒嶋委員

るということですね。

今回みたいに霧島山の噴○藪田危機管理局長

火していない状態であれば、現行の体制である

程度対応できるかと思いますけれども、風向き

によって火山ガス、噴煙がもう県内各地に流れ

ているというような状況にございますので、そ

ういう中で、果たして何器あれば足りるかを明

確に申し上げることはなかなか難しいですけれ

ども、必要に応じてそういった、いわゆるポー

タブル型のものを活用しながら、それぞれの市

町村で計測をしていただいているところでござ

います。

この地図の新燃岳の一番芯の左側○中野委員

に四角い飛び出したところがありますが、これ

は、さっき説明された西側斜面割れ目からとい

う、ここになるわけですか。ここの割れ目とい

うのは、何かここから噴火する可能性があると

書いてあるけれど、どのような割れ目で、どん

なあれなんですか ここに立ち入りはできなかっ。

たわけだけれど、何でわかったんですかね。評

論家か誰かが見られたということですか。

今19ページの資料を見て○藪田危機管理局長

いただきますと、新燃岳の火口の中心、丸い円

の左側のほうに、四角でちょっと飛び出したよ

うなところがございます。これが、先ほどの18

ページで申し上げますと、２の（１）のところ

で御説明した、西側の斜面の割れ目を意味して

いる部分でございます。この西側斜面の割れ目

の一番端からも、噴火する可能性があるという

ことで、ここから噴石が１キロ飛べば、ごらん

のとおり、西側が火口からいきますと約１キロ

になっておりますので、火口から２キロぐらい

まで危険だということで、噴火警戒レベル２で

も警戒範囲を２キロに拡大するというみなしを

行っております。

先ほど委員のほうからお話がありました、こ

の西側斜面から噴火することについての可能性

ですとか、あるいは、どういう状況でそれが判

明したかということについては、申しわけござ
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いません。ちょっと詳細について承知をしてお

りませんが、気象台のほうが今回噴火警戒レベ

ルを見直すに当たりまして、そういった可能性

があるということで、見直しが行われたもので

ございます。

実際まだ噴火していないから、こ○中野委員

の２キロとか３キロの警戒区域に変化はないわ

けですが、それで、もしここから本当に噴火し

てしまえば、さっき言った新湯のあたりで、鹿

児島県側の県道１号は完全に入りますから、も

。う通行どめになるということになるんですかね

仮に西側のほうから噴火○藪田危機管理局長

した場合については、噴火警戒レベルの設定に

よって、どのエリアを警戒、立入禁止にするか

というのが変わってまいりますので、それに応

じた形で登山道及び道路等の規制を行うことに

なると思います。

そうなれば、今でもえびの高原は○中野委員

干上がっているのに、もうえびのから上がれる

道路はないのよな。ここは今、大型車が物すご

い警戒しているんですよ。土木部に何とか道路

の幅をどうにかしてくれんかというお願いをし

ているんだけれど、現実的には大型車が警戒し

て、今の若い人はなかなか運転したがらないと

いう話で、ほとんど通らないんですよ。今まで

も、前回のときも、硫黄山のときも含めてです

が、大型バスは小林から登れん。都城とか南の

ほうから登れるからと思っとったら、鹿児島か

らの折り返しがほとんどで、だから、ここがそ

うなれば大変だな 一段とえびの高原は干上がっ。

てしまいますね。

それと、ひとり言のようなことを言ってはい

。 、 、けませんね ここの いわゆる３つの山ですよ

火山。そのマグマだまりは、えびの岳の地下深

いところにあって、全てが連動というか、一つ

のマグマの通り道というんですかね、それが一

本全部つながっているという話を聞いたか見た

んですよね。そうして、この霧島は、この３つ

のほかのどこからか新たに噴火してもおかしく

ないというのも何かで見たんですよね。それが

おかしくないというのは、新燃岳のこうした西

。側斜面のことを指してのことだったんですかね

それとも、全く新しいところを意味しているわ

けですか。

まず、最初のほうの御質○藪田危機管理局長

問ですけれども、専門家によりますと、えびの

岳の地下にマグマだまりがあり、そこから供給

されるマグマによって、それが硫黄山のほうで

あるとか、あるいは今回の新燃のほうに供給を

されていて、それが噴火につながっているとい

うことで、硫黄山と新燃岳については、根が一

緒ではないかというふうに言われております。

御鉢につきましては、専門家によりますと、

岩石等を見ると成分がちょっと違うということ

で、マグマだまりは別ではないかとのお話がご

ざいました。ただし、物理学的には、硫黄山で

すとか新燃の火山活動が、御鉢の火山活動に影

響をしている可能性はある。ただ、マグマだま

りは別ではないかというようなことでございま

す。

委員がおっしゃった別なところからとありま

すけれども、霧島山については、今想定してい

る火口が、これ以外にも大幡池のほうにござい

ますので、そこから噴火する可能性、過去の歴

史においてもそういったことがございます。そ

ういうことを踏まえての御発言と思いますけれ

ども、ちょっと詳細にはわかりません。

定規を持っておれば、はかってみ○中野委員

てくださいよ。この御鉢、新燃、韓国岳、その

麓の硫黄山、それから先に延ばした池巡りの白
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鳥山は、一直線上にあるんですよね。もう１セ

ンチも狂わずに。そのずっと行った先が、ここ

には載っていないけれど、ちょうど京町温泉な

んですよ。さっき言ったようなことを聞けば、

何か不安になるのよな 私が代表して不安になっ。

たら、えびの市も大変になるから、そのことは

もう取り消しますが、何かこれを見てください

よ。全く直線ですよ。果たしてどこにあるのか

わかりませんが、マグマだまりというマグマが

固まったのがあるわけでしょう。何かもう答え

られないとは思うけれど。

私の家からは、新燃岳は手前の岩で見えない

んですよ。ところが、きのうは、７時ごろだっ

たかな。もう暗くなってから家に帰ったんだけ

れど、けさも５時に起きたんだけれど、もう非

常に火柱が家からも見えるんですよ。あんなの

、 。 、近くで見りゃ 怖いと思うんですよね そして

、さっき言ったような知識というか情報があれば

何か不安ですわね。不安を打ち消すような何か

取り組みを、情報を流すときもひとつお願いし

ておきますが、私の心配が杞憂であることを願

いつつ、お願いしときます。

防災ヘリやらは、これの状況を監○緒嶋委員

視することは、やっぱりやるわけですか。

今回の噴火におきまして○藪田危機管理局長

も、それらの一連の新燃岳に限らず、硫黄山、

御鉢におきましても、噴火したときには、県の

防災ヘリ、それから県警のヘリ、今回について

は国交省のヘリ等を活用して、現地の情報を収

集しているところでございます。

かつて県警ヘリが灰を吸い込ん○緒嶋委員

で、6,000万ぐらいエンジンの補修にかかったん

だが、防災ヘリは何かフィルターはついとるわ

けですね。

明確なフィルターという○福栄消防保安課長

のはないんですが、もともとが軍用ヘリの流用

でございまして、砂ですとかそういう不純物に

、 、ついては ろ過する形でつくっておりますので

ある程度までは大丈夫と。しかし、量を相当数

吸い込むと やはり影響があるというふうに伺っ、

ております。

やっぱりそこ辺も警戒しながら、○緒嶋委員

県警では6,000万も修理だけにかかったわけです

よね。だから、監視することは必要だけれど、

ヘリのそういうことに影響がないようなところ

での監視をしていただきたいと思います。

ほかはございませんか。○二見委員長

働き方改革に関連して、きょう○前屋敷委員

御報告いただいた県庁における働き方改革とは

別件なんですけれど、要望を一つさせていただ

きたいと思っているのは、ここの中にも非正規

雇用者の処遇改善とかうたってあるんですけれ

ど、県が発注します指定管理ですよね。かなり

の部門でこの指定管理制度が使われていて、そ

この会社・企業で働く方々も税金で働かれる労

働者ということもあって、一つの企業で５年以

上雇用されて働けば、非正規でも正規雇用にし

なければならないということが今うたわれるよ

うになっていますので、私は、この指定管理の

業者の皆さん方のところを、県の立場から調査

、 、をしていただいて そういうところがあったら

ぜひ指導なり、勧告できるかどうかというのは

別ですけれど そういう制度にのっとって しっ、 、

かり安心して働ける状況をつくることが必要だ

というような注意勧告ができないものかという

ふうに思っているところなんですよ。でも、実

態がどうかというのはわかりませんので、そこ

はぜひ調べていただくことが、まずは必要かな

というふうに思っていますので、ぜひお願いし

たいなということで。今言われている働き方改

平成30年３月７日(水)
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革の関連としてお願いできればと思っています

ので、調査方をぜひお願いしたいというふうに

思います。

同様の類似の御質問につ○日高行政経営課長

いては、本議会で岩切議員からも御提言いただ

いておるところです。指定管理者についてどん

な配慮をしていくか、何がどういうことが制度

の中でできるのか、いろんな考え方があるかと

思いますので、他県の状況ですとかそういった

ものを十分踏まえながら、今現在は、適正な指

定管理料の積算ですとか、実際に指定してから

後の所管課の現地調査による状況の確認ですと

、 、か そういったことは行っているところですが

御提言もいただきまして、引き続き制度の中で

どういったことができるのか、そこは受けとめ

て検討をしてまいりたいと思っております。

安心して働ける条件はやっぱり○前屋敷委員

つくらなきゃいけないし、県としてそこも一定

の責任範疇じゃないかなというふうに思います

ので、ぜひその辺のところの調査も含めてお願

いしたいと思います。

それでは、ほかにありますか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

最後に、その他で何かありませ○二見委員長

んか。

お願いですが、きょうのこの議案○中野委員

第55号ですよね。いわゆる一般会計補正予算第

６号でしたかね。表向きはマイナス104億8,000

万円の補正ですよね。それで、現実的には国の

補正予算に伴う経費ということで、農政とかで

プラスが233億あるわけですよね。そのプラスを

しても、実際は差し引きマイナス104億というこ

とは、この減額の予算が、あわせて幾らですか

。 、ね 338億3,000万ぐらいあるということですが

これを可能かどうかわかりませんが、分けるわ

けにはいかんですか。233億にかかるところを補

正予算の６号に、そして、マイナスになるとこ

ろを、こっちの一般論のほうで第７号とか、そ

ういうわけではいかんですかね。そういうのが

何か見づらいんですよね。それと、この下のほ

うの財源内訳云々というのも、いろいろ自然に

分かれていくと思うんですよね。事務が煩雑に

なったりしていろいろ大変だとは思うけれど、

何かあんまりこの数字を見ない者からすれば見

づらいし、自分なりにそれらの計算をしていか

んと、どれが減ってふえたというのが。はっき

り２つに分かれるあれが、たまたま一緒になっ

たということだけですからね。このように一括

して出すのが、何かこういう条例で決まってい

るのかどうかはわかりませんが、お願いという

形で発言させていただきました。

今回、国の補正予算に伴う経○川畑財政課長

費ということで、内数で書かせていただいてお

ります。国の経済対策で補正を行うときにも同

様の書き方をしております。各補正期にプラス

もマイナスもあって、それが補正予算という形

なので、なかなか分ける形が見せ方として正し

いのかというか、誠実な書き方と言えるのかど

うかも含めて、いただいた御意見を参考にしな

がら検討はしてまいりたいと思います。

それでは、よろしいですか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総務部○二見委員長

を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさま

でした。

暫時休憩します。

午後４時50分休憩

午後４時52分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長
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当委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

会計管理局でございます。○福嶋会計管理者

会計管理局の平成29年度２月補正予算につきま

して御説明をいたします。

お手元にあります歳出予算説明資料の379ペー

ジをお開きください。

表の一番上、左から２列目の補正額の欄でご

ざいますが、会計管理局は、会計課と物品管理

調達課をあわせまして、総額1,457万6,000円の

減額をお願いしております。

この結果、補正後の予算総額は、右から３列

目の欄になりますが、５億5,091万9,000円とな

ります。

それでは、次に、各課別の内訳について御説

明をいたします。

381ページをお開きください。

まず、会計課でありますが、左から２列目の

補正額の欄にありますとおり、533万8,000円の

減額をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の欄になりますが、４億2,925万1,000円となり

ます。

その主なものにつきまして御説明をいたしま

す。

383ページをお開きください。

上から４段目になりますが （目）一般管理費、

（ ） 。事項 職員費277万9,000円の増額であります

これは、主に職員の人事異動等に伴う所要見

込み額の増額であります。

次に、中ほどになりますが （目）会計管理費、

の中の（事項）出納事務費811万7,000円の減額

であります。

これは、主に指定金融機関等へ支払う窓口収

納事務手数料などの執行残であります。

会計課については以上でございます。

続きまして、物品管理調達課について御説明

をいたします。

385ページをお開きください。

左から２列目の補正額の欄にありますとお

、 。り 923万8,000円の減額をお願いしております

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の欄になりますが、１億2,166万8,000円となり

ます。

その主なものにつきまして御説明をいたしま

す。

387ページをお開きください。

中ほどになりますが （目）財産管理費の中の、

（事項）物品管理及び調達事務費248万6,000円

の減額であります。

これは、旅費や通信費などの事務費の執行残

及び、物品調達システムのサーバを全庁的な統

合サーバへ移行する事業を実施しておりました

が、その経費の執行残であります。

次に その下の段の 事項 車両管理事務費682、 （ ）

万3,000円の減額であります。

これは、主に県有車両の任意保険への加入な

どに要する経費の執行残であります。

物品管理調達課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願い申し上げます。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

議案についての質疑はありませんか。

387ページで質問をしていきたいと○中野委員

思いますが、説明はなかったけれど、職員費が

プラス７万1,000円ですが、わずかしか上がって

いないんだけれど、前、自動車の車検切れが都

合２回発生しましたよね。小林土木事務所、そ

れから、どこかまた。それで、その管理は一元

管理したほうがいいんじゃないかという提案を

した記憶があるんですよね。それで、一元管理
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するところは物品管理課だったというふうに何

か聞いたんですが、そういう職員の配置とか、

それをしたから７万1,000円ふえたのか。７

万1,000円じゃ人事がしたのかどうかわかりませ

んが、そういう配慮とか、それはされているわ

けですか。

職員費の７万1,000円○佐藤物品管理調達課長

の増額についてでございますが、これにつきま

しては、人事院勧告に伴います給与改定のもの

が主な増額になりますが、その増額が少ない分

につきましては、育児休業中の職員がおりまし

て、減額分を含んでおりますので、７万1,000円

の増額になっているということになります。

御質問のありました車検切れ等の一元管理に

つきましては、職員を配置するということでは

、 、なくて 財務会計システムを利用いたしまして

そこから毎月の車検該当車両の一覧表を出しま

して、該当所属と物品管理調達課と連絡調整課

のほうに配信して、複層的なチェックを行うよ

うな一元管理をしたところでございます。

。○中野委員 何かわかったようなわからない…

そのことと、さっき車両管理事務費がマイナ

ス682万3,000円ということで、任意保険料が何

か減額になったような説明でしたがね。一元し

たことでの何か影響か そういうことでまとまっ、

たから安くなったのかとか、もうそれぞれ関係

。 、ないんですか たまたま事故率が下がったから

。任意保険料も安くなったという意味なんですか

任意保険につきまし○佐藤物品管理調達課長

ては、入札残によるものが660万円となっており

ます。これにつきましては、当初予算を組むと

きに、まだ複数台数契約の損害保険料の割引率

が決定されておりませんで、当初予算としては

大きく組んでおりますが、その後に割引料が決

定されまして、それに基づいて入札を行います

ので、660万円の執行残になったということに

なっております。

質問はまたもとに戻りますが、車○中野委員

両の一元車検ですよね。あれには必ず自賠責が

セットであるわけですからね。そして、必要が

あれば任意の保険をかけることですから、前も

言ったと思うんですが、そのために万が一に備

えるわけですからね。特に否があるから支払う

わけだから、いわゆる県民のためにあるといっ

ても理解できるわけですからね。そこの車検云

、 、 、々というのは やはり会計管理の中で 今度は

新年度からか知らんけれど、具体的に進めてい

くわけですかね。もう全く車検の管理云々とい

うのは、もう出先出先は余り気をつけておらん

でもいいんですか。もちろん車両を持ち込んだ

りするなら、それぞれ所有というか与えられた

ところがすると思うんですけれども、期日管理

とかそういうのは一元的にするということでい

くわけですかね。

今委員からの御指摘の部分○福嶋会計管理者

につきましては、昨年のこの委員会の中で、一

元化に向けて努力したらというような話があり

まして、私どものほうではデータでどうにかな

るんじゃないかなという意見もありましたもの

ですから、今年度データのほうで。私どもが全

体的な管理をしておりますデータを、所属だけ

ではなくて連絡調整課も含めまして、それぞれ

の当該部局でチェックをみんなでし合おうとい

。うような形で工夫を加えたところでございます

昨年度に小林土木事務所、そして今年度に入り

まして 芸術劇場のほうで同じようなことがあっ、

たんですけれども その後 システム上もチェッ、 、

クして、職員の意識上も全体で変えようという

ことで、そういった工夫で、今努力していると

ころでございます。
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意識改革も含めて、絶対そういう○中野委員

ことが発生しないようにお願いしておきたいと

思います。

それから、この物品管理は、出先等を一括し

て全部ここでやるわけですよね。出先ではもう

、 。何かノート１枚 鉛筆１枚買えないんですかね

物品調達につきまし○佐藤物品管理調達課長

ては、物品管理調達課のほうで本庁と宮崎地区

の部分をやっております。試験研究機関につき

ましては、それぞれの所属で購入しておりまし

て、各県内の出先機関につきましては、試験研

究機関を除きまして、県税・総務事務所に各地

区総務事務センターがありますので、そちらの

ほうで一元的に購入を行っております。

、 、○中野委員 総務事務センターが 今度はまた

西諸県は西諸県でもう一括してやるというわけ

ですね。総務事務センターの職員は、本部は物

品管理調達課長のところになって、その配下の

職員になるシステムになっているんですかね。

総務事務センターに○佐藤物品管理調達課長

つきましては、本庁の総務事務センターのほう

の所管になりまして、物品管理担当につきまし

ては、研修、会議等をうちのほうでしますが、

所管は総務事務センターになります。

よろしいですか。その他、何か○二見委員長

ありませんか。

会計管理者というあなたのちょっ○中野委員

と語弊ある呼び方ですよね。あなたの役職を呼

ぶときには、普通は何々部長というところを、

会計管理者と呼ぶんですが、それでいいんです

か。

自治法上で会計管理者とい○福嶋会計管理者

う規定がございまして、置くようになっており

ます そういう意味で会計管理者という職になっ。

ております。

、 、○中野委員 私は そういう制度ができてから

。すぐ九州一円を調べたことがあったんですよね

会計管理者の中の事務局長とか、何か会計管理

何とか何とかという、九州範囲内でも他県では

呼び方が変わっているんですよ。呼ぶときに呼

びやすいような名前なんですよね。危機管理局

では危機管理局長もおれば、統括監というのが

ありますよね。それで、ここも何か私は呼びづ

らいですがね。会計管理者と言っていいんです

かね。何か変更を進言したらどうですか。あの

方はうなずかれたが、九州各県のちょっと呼び

方を調べておられませんかね。

全てちょっと存じ上げてい○福嶋会計管理者

るわけではありませんけれども、他県では会計

管理者兼会計管理局長とかそういうようなこと

で、私どもいろんな会議等でお会いすると、そ

ういう方もいらっしゃいます。ただ、あくまで

も自治法上、会計管理者という規定がございま

すので、本県においては、それに従っていると

理解をしているところでございます。

せっかく何かメモが来たのに、何○中野委員

のためのメモやったですか。

。 。○二見委員長 確認でしょう よろしいですか

それでよかったですか。何か日本○中野委員

全体に広めたら、まだいい名前の呼び方がある

と思うんですよ。

何か部長級らしい名前に変更していいと思う

んですがね。お願いしときます。

ほかはありますか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって会計管理局を終了○二見委員長

。 、 。いたします 執行部の皆様 お疲れさまでした

暫時休憩します。

午後５時７分休憩
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午後５時８分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

当委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

人事委員会事務局○原田人事委員会事務局長

の平成29年度２月補正予算につきまして御説明

いたします。

お手元の歳出予算説明資料の457ページをお開

きください。

表の左から２列目の補正額の欄でございます

が、総額で753万9,000円の減額をお願いいたし

ております。

この結果、補正後の予算総額は１億3,529

万9,000円となります。

次に、補正の主な事項について御説明いたし

ます。

461ページをお開きください。

まず、このページの中ほどにあります（目）

事務局費の下にあります（事項）職員費の422

万6,000円の減額補正であります。

これは、人事異動に伴う所属職員の職員費の

執行残の補正減であります。

次に、下から２段目の（事項）県職員採用試

験及び任用研修調査費の98万3,000円の減額補正

でありますが、これは、採用試験実施経費の執

行残等に伴う減額補正であります。

なお、お手元に来年度の県職員採用案内パン

フレット、これをお配りしております。冊子で

。 、ございます このパンフレットを県内外の大学

それから高校等に送付しますとともに、大学等

での説明会などでも活用をしております。

、一番最後の一番裏のところなんですけれども

試験日程をおつけしております。試験日程につ

きましては、例年どおりの時期に実施すること

としております。

説明は以上でございます。よろしく御審議の

ほどお願いいたします。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

議案について質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他、何かありませんか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって人事委員会事務局○二見委員長

を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさま

でした。

暫時休憩します。

午後５時10分休憩

午後５時11分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

当委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

監査事務局の平成29年度○奥野監査事務局長

２月補正予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の監査事務局のインデック

スのある451ページをお開きください。

表の一番上の補正額の欄でございますが、総

額で516万4,000円の減額であります。

この結果、補正後の予算総額は２億1,195

万8,000円となります。

次に、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

455ページをお開きください。

４段目の（目）委員費につきましては、75万

円の減額補正でございます。

、（ ） 、その内訳は 事項 委員報酬が25万円の減額

その下の（事項）運営費が50万円の減額で、い

ずれも執行残に伴うものであります。

次に、その下の（目）事務局費につきまして

は、441万4,000円の減額補正でございます。
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その内訳は （事項）職員費が351万4,000円の、

減額 （事項）運営費が90万円の減額で、いずれ、

も執行残に伴うものでございます。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

議案について質疑はありませんか。

委員報酬はマイナス25万円でした○中野委員

よね。余りこういう減額とかならないはずだけ

れど、どうして25万円減額なんですか。

委員報酬の減額でござい○門内監査第一課長

ますけれども、これは、監査につきまして、通

常は大体一日１カ所委員監査を行うんですが、

それを複数箇所を一日で実施したというような

ことが一つございます。それと、あと住民監査

請求、これに必要な報酬として残している分が

ございまして、それが減額ということでござい

ます。

その説明に監査委員報酬等と書い○中野委員

てあるけれど、監査委員の報酬が何か云々とい

うことではないわけですね。今説明されたけれ

ど。

25万円につきましては、○門内監査第一課長

非常勤の委員報酬の減額でございます。

非常勤の委員は 幾らが幾らになっ○中野委員 、

たんですか。

非常勤の監査委員の委員○門内監査第一課長

報酬につきましては、月額で６万7,000円。それ

に加えまして、実際に監査業務に従事した日数

が、日額で１万5,600円ということになっており

ます。今回の減額は、この日額の部分１万5,600

円につきまして、複数箇所を一日で委員監査を

実施したというようなことによりまして、執行

残が生じたのが真意でございます。

ほかはございませんか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他、何かありませんか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって監査事務局を終了○二見委員長

。 、 。いたします 執行部の皆様 お疲れさまでした

暫時休憩いたします。

午後５時16分休憩

午後５時17分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

当委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

議会事務局の平成29年度２月○甲斐事務局長

補正予算につきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の１ページをお開

きください。

補正額の欄でございますが、2,967万4,000円

の減額補正をお願いしております。

補正後の予算額につきましては、10億8,798

万7,000円となります。

補正予算の内容について御説明いたします。

５ページをお開きください。

まず、上から４段目の（目）議会費でござい

ますが、1,969万4,000円の減額補正でございま

す。

これは、議員の辞職に伴う議員報酬及び政務

活動費等の執行残でございます。

６ページをお開きください。

次に （目）事務局費でございますが、998万、

円の減額補正でございます。

その主なものについて御説明いたします。

まず、上から２段目の（事項）職員費の379

万3,000円の減額補正でございます。

これは、事務局職員の給与及び職員手当等並

びに共済費の確定に伴い、不要となりました人
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件費の執行残でございます。

次に、下から２段目の（事項）議会一般運営

費の533万7,000円の減額補正でございます。

これは、本会議・委員会反訳業務や議会棟守

衛業務等の委託料の執行残及び、議会棟などの

緊急補修分の工事請負費の執行残などでござい

ます。

説明は以上でございます。

説明が終了しました。議案につ○二見委員長

いて質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他、何かありませんか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって議会事務局を終了○二見委員長

いたします。お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後５時19分休憩

午後５時20分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、あした

行いたいと思います。開会時刻は13時10分とし

たいのですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○二見委員長

します。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

本来であれば採決後に御意見をいただくところ

でありますが、今回は日程に余裕がございませ

んので、この場で協議させていただきたいと存

じます。委員長報告の項目及び内容について御

意見をお願いしたいと思います。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ありがとうございます。それで○二見委員長

は、委員長報告につきましては、正副委員長に

御一任いただくということで御異議ありません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○二見委員長

す。

その他、何かありませんか。何もないようで

したら、本日の委員会を終了したいと思います

が、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○二見委員長

本日の委員会を終わります。

午後５時21分散会
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午後１時８分再開

出席委員（８人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 中 野 一 則

委 員 松 村 悟 郎

委 員 河 野 哲 也

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 原 田 一 徳

総務課主任主事 日 髙 真 吾

委員会を再開いたします。○二見委員長

、 、 、まず 議案の採決を行いますが 採決の前に

各議案につきまして、賛否も含め、御意見をお

願いいたします。

反対の議案があります。70と72○前屋敷委員

に反対をしたいと思います。

70と72ですか。○二見委員長

はい。○前屋敷委員

ほかはございませんか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ほかにないようです○二見委員長

ので、採決を行います。

一部反対との御意見がございますので、一部

を個別で、残りを一括で採決いたします。

なお、議案第83号については、議会への諮問

となっておりますので、当議案は、他の議案と

は分けて、最後に個別採決を行います。

まず、議案第70号及び議案第72号について、

原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を

お願いいたします。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第70○二見委員長

号、72号については、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。

次に、議案第55号、56号、57号、71号の各号

議案について、一括して採決いたします。

各号議案につきましては、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○二見委員長 御異議なしと認めます よって

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

最後に、議案第83号について、採決を行いま

す。議案第83号について、原案主文のとおり、

棄却することに賛成の方の挙手をお願いいたし

ます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、議案第83号○二見委員長

については、原案主文のとおり棄却すべきもの

と決定いたしました。

そのほか、何がございますか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上で委員○二見委員長

会を終了いたします。

午後１時11分閉会

平成30年３月８日(木)


